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平成３０年第３回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第５号） 

 

                            平成３０年９月１３日（木曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 市政一般質問 
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      １．中小企業の支援について 
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    ８ 番 星 宏子議員 

      １．日本語教室の充実について 
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      ４．獣害対策について 

    ７ 番 齊藤誠之議員 

      １．本市の住みよさランキングについて 

      ２．本市の学校給食について 

      ３．保育士の処遇と保育の質について 
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      １．熱中症対策について 

      ２．歯科健診後の対応について 

      ３．緊急告知ラジオについて 

    ５ 番 小島耕一議員 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 星 野 健 二 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、４番、星野健二

議員。 

○４番（星野健二議員） おはようございます。 

  本日、一般質問の最終日でございますので、ど

うぞよろしくお願いをいたします。 

  議席番号４番、公明クラブ、星野健二です。 

  通告に従いまして市政一般質問を行わせていた

だきます。 

  １番、中小企業の支援について。 

  日本の企業の99.7％は中小企業であり、また雇

用人口は75.7％と８割近くが中小企業に勤めてい

ます。まさに中小企業は日本経済を支えている存

在といっても過言ではありません。 

  中小企業が抱えている経営課題は、人手不足や

設備投資、資金繰りなど多岐にわたり、中でも経

営者の高齢化で事業承継ができずに廃業に追い込

まれてしまうことは大きな問題と認識されており

ます。2025年には６割以上の中小企業の経営者が

70歳を超え、このうち、現時点で後継者が決まっ

ていない企業は127万社あると言われています。

2017年に経済産業省と中小企業庁が出した試算に

よれば、休業、廃業や解散をする企業の５割は黒

字であることから、現状を放置すると、中小企業

廃業の急増により、2025年ごろまでの10年間で約

650万人の雇用、約22兆円のＧＤＰが失われる可

能性があると言っています。 

  2018年度税制改正による事業承継税制や所得拡

大促進税制の抜本的な拡充、また2017年度補正予

算では、生産性向上を後押しするものづくり補助

金やＩＴ導入補助金の充実などが盛り込まれまし

た。国は、今後10年間を集中対応期間と位置づけ、

事業引き継ぎなど中小企業の支援をしていく方針

です。 

  本市においても、幅広く各関係団体と専門家と

連携し情報提供などを行いながら、永続的に事業

を行っていけるよう中小企業をバックアップして

いくことが必要と考えられることから、以下のこ

とについてお伺いをいたします。 

  ⑴市内の事業所数をお伺いいたします。 

  ⑵市内の中小企業が抱える課題についてお伺い

をいたします。 

  ⑶本年６月に施行された生産性向上特別措置法

に基づく先端設備等導入計画について、本市では

何社の申請があったのか、また、この計画、制度

を市内の中小企業に対しどのように情報提供した

のかお伺いいたします。 

  ⑷市内の中小企業の過去５年間の廃業及び休業
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の状況をお伺いいたします。 

  ⑸市内の中小企業に係る事業承継の現状と課題

をどのように捉えているのかお伺いをいたします。 

  ⑹本市は事業承継に対して、県または関係団体

とどのように連携をしているのか、取り組み状況

をお伺いいたします。 

  ⑺今後、市として中小企業の事業承継をどのよ

うに支援していくのかお伺いをいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） おはようございます。 

  星野健二議員の中小企業の支援について順次お

答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の市内の事業所数についてお答えを

いたします。 

  平成26年の経済センサスによりますと、5,600

事業所となっております。 

  次に、⑵の市内の中小企業が抱える課題につい

てお答えをいたします。 

  売り上げの向上、利益の確保のほか、事業主の

高齢化に伴う後継者育成、円滑な事業承継等であ

ると考えております。 

  次に、⑶の生産性向上特別措置法に基づく先端

設備等導入計画について、本市では何社の申請が

あったのか、また、この計画、制度を市内の中小

企業に対してどのように情報提供したのかについ

てお答えをいたします。 

  先端設備等導入計画につきましては、８月末時

点で９件の申請がありました。この計画、制度に

つきましては、市ホームページでの周知のほか、

市内の商工会及び金融機関へ情報提供をしたとこ

ろであります。 

  次に、⑷の市内の中小企業の過去５年間の廃業

及び休業の状況についてですが、中小企業の数は

把握はしておりませんので、市内商工会会員の状

況についてお答えをいたします。 

  那須塩原市商工会及び西那須野商工会の廃業届、

休業届の合計件数は、平成25年度が54件、平成29

年度が52件と年度により多少ばらつきがあるもの

の、ほぼ横ばいの状況にあるということでござい

ます。 

  次に、⑸の市内の中小企業に係る事業承継の現

状と課題をどのように捉えているかについてお答

えをいたします。 

  栃木県事業引継ぎ支援センターへの相談件数が

近隣市町に比較して多いことから、市内中小企業

者の事業承継への関心は高まりつつあると考えて

おりまして、関係機関との連携を強化し、ニーズ

の把握や支援策の充実を図ることを課題と捉えて

おります。 

  最後に、⑹の本市は事業承継に対して、県また

は関係団体とどのように連携をしているのかと、

⑺の今後の市として中小企業の事業承継をどのよ

うに支援していくかにつきましては関連がありま

すので、一括してお答えをいたします。 

  本市におきましては、栃木県事業引継ぎ支援セ

ンターやよろず支援拠点等の関係機関と連携し、

セミナーや個別相談会の開催、タイムリーな情報

提供等、企業、事業所のニーズに沿った取り組み

を実施しております。これらの取り組みを今後も

継続して実施するほか、今年度、新たにプッシュ

型事業承継支援高度化事業の重点支援地域の指定

を受けたことによりまして、事業引継ぎ支援セン

ター及び市内の商工会において事業承継診断が開

始されたところであります。診断により掘り起こ

されたニーズに対し、関係機関や地域の専門家と

の連携の上、円滑な事業承継に向けたきめ細かな

支援につなげていくとともに、市としての新たな
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事業承継支援策についても検討をしてまいりたい

と考えております。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） ありがとうございました。 

  それでは、⑴から⑶まで関連していますので、

一括して質問をさせていただきます。 

  初めに、中小企業が抱える課題については、私

も先ほどの答弁と同様に思っておりますが、中小

企業の抱える課題は多種多様で、業種によっては

異なることも考えます。リーマンショックや東日

本大震災などにより、大きく一時的に落ち込んだ

時期もあり、業種によっても状況はさまざまです。 

  内閣府が公表した2018年度の年次経済財政報告

には、2012年12月に始まった現在の景気回復期間

が戦後最長に迫っていると明記されました。明年

の１月まで続きますと戦後最長ということで、74

カ月ということで戦後最長になります。しかし、

業種や地域によってはばらつきがあり、経済の先

行きが不安定などの懸念から、十分な設備投資が

できないのではないかと思います。 

  本市では、中小企業の設備投資や経営安定のた

め、市制度資金により資金面での支援を行ってい

ますが、制度資金の利用状況についてお伺いをい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 市の制度資金の利用

状況ということでございますけれども、平成29年

度、昨年度の融資件数につきましては428件、融

資実行額の合計は約16億7,800万円となっており

ます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） 428件ということで、か

なり多くて、やはり中小企業の方は、これは設備

投資だけではないと思いますけれども、中には運

転資金も入っていたりもすると思いますが、やは

り428件ということで、本市の中小企業の方はか

なりこの制度を使っているんだなというのが感じ

られます。 

  それでは、そのうちの設備資金の件数及び金額

についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 設備資金の件数及び

金額ということでございますけれども、設備資金

につきましては、件数が52件、金額につきまして

は２億2,443万6,000円となっております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） それでは、その制度融資

のほかに市が行っている独自の支援策についても

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 市が独自に行ってい

る支援策ということでございますけれども、中小

企業への本市独自の支援策につきましては、市の

制度融資のほか、制度融資を受ける際の保証料の

補助、それから、中小企業退職金共済制度や特定

退職金共済制度に加入した場合の掛金の補助等も

ございます。また、そのほか、市内商工会が実施

する経営革新事業等につきましても支援を行って

いるところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） それでは、国が５月に生

産性向上特別措置法を成立させ、今後３年間で中

小企業の設備投資を促し、生産性向上を図ること

になりました。 

  この法案の、具体的には、まず１つ目として、

市町村が市町村内の中小企業が年平均３％以上の
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労働生産性の向上を見込む新規の設備投資をする

ときに、新規取得設備の固定資産税を３年間ゼロ

にするということを盛り込む導入促進基本計画を

つくりまして、その計画を経済産業大臣の同意を

得ることがまず１つで、もう一つは、その市町村

にある中小企業が年に３％以上の労働生産性の向

上を見込む先端設備等導入計画を策定し、市町村

長の認定を受けること。この２つの条件を満たし

た場合に、ものづくり補助金や持続化補助金など

が補助金の選択時において加点等の優遇措置を受

けられることになります。 

  また、本市におきましては、既に導入促進基本

計画を策定し、固定資産税の軽減率をゼロにする

ことで運用が始まっておりますが、この導入促進

基本計画の国の同意の日はいつだったのかをお伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 本市の導入促進基本

計画の国の同意がいつだったのかということでご

ざいますけれども、こちらにつきましては、本年

６月８日に国に申請を行いまして、同月の６月13

日に国の同意を得たところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） 思ったよりも早く対応し

たのだなということをちょっと感じました。 

  では、その導入促進基本計画に基づき、中小企

業からこの先端設備等導入計画をやることに、先

ほど申し上げたように、設備投資をするときに加

点となって優遇が受けられるんですけれども、そ

の申請のあった、９件あったということですけれ

ども、その９件とも認定になったのかをお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 申請については９件

ございましたが、そのうち７件を認定いたしまし

た。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） それでは、その認定を受

けた７件の先端設備導入計画のうち、何件がこの

ものづくり補助金や持続化補助金などの補助金を

受けられたのか、もしわかればお伺いをいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 認定した計画のうち、

何件がものづくり補助金を申請したのかというと

ころでございますけれども、国の制度上、ものづ

くり補助金あるいは持続化補助金といったものに

つきましては、申請先は直接国ということになり

まして、現在のところ、市では、補助金を受けて

いるかといった情報の現状は把握しておりません。 

  ただ、先端設備等導入計画の申請を窓口で受け

たときのやりとりで感じるところによりますと、

約半数程度は補助金の申請をする意向があるので

はないかと感じておるというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） 大体ニュアンス的には、

全部ではないけれども、受けただろうということ

ですね。今回、このものづくり補助金につきまし

ては、国も大きく拡充いたしまして、最高1,000

万までの枠を広げました。そこのうちの２分の１

を補助金としてするということで、大変、中小企

業で設備投資を考えている企業については本当に

いい補助金の制度だなと私も思っています。 

  また、６月からのもう短い期間でありましたけ

れども、この９件の申請があり、うち７件の認定、

さらには、そのうちの何件かは国の補助金の申請

につながったであろうということは、ちゃんと周
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知がされた結果だなというふうに思いますけれど

も、ここらの所見のほうをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 短期間の中で多くの

申請をいただいたというところで、その所見とい

うことでございますけれども、やはりこの結果に

つきましては、この制度の周知を早期に行ったこ

とというのが挙げられるかと思います。周知につ

いては、市のホームページあるいは中小企業庁の

ホームページへのリンクと、あるいは市内両商工

会での説明、あるいは融資振興会においての説明

を行ったというところでございます。 

  また、この導入促進計画は、先ほど申し上げま

したように、６月の頭には既に国に申請したとい

うことで、非常に早期に取り組んだというところ

で、そういったところが企業の申請というところ

につながったものではないかというふうに考えて

おります。 

  また、この制度につきましては、３年間の制度

といったものでございますので、引き続き、周知

には努めてまいりたいというふうに考えてござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） そうですね、私もこれを、

導入促進計画をホームページで見させていただき

ました。一応、本市としては、目標ですか、それ

は５件というふうに載っていましたので、それか

ら考えれば、この７件の認定があるということは、

ほぼ周知も早く徹底されて企業が対応できたのか

なと私も感じております。 

  この質問ですけれども、10日に代表質問で吉成

代表も言っていましたが、我々公明党、全国で

3,000人、100万人訪問調査運動を行いました。吉

成代表も言っていましたけれども、防災、減災、

そして介護、子育て、そして中小企業と、全国の

100万人の方にいろんな問題点とかを聞いてアン

ケートをとったわけですけれども、私も何件か中

小企業でアンケートをとったんですけれども、主

に聞くと、まとまって上がってもう来ているとこ

ろも、やっぱり全国的には全部同じなんですが、

大体こういうふうな支援策をまず利用したことが

ないと。 

  あとは、そもそも制度は知らないと、そういう

制度を知らないというのは多い意見でした。私も

何社か歩いたときにもそのようなことも言って、

こんな制度知らないしということを言っていたも

のですから、今回この、今の答弁を聞きまして、

本市においてはかなり早く対応をしていたんだな

ということを感じましたので、今後もよろしくお

願いをしたいなと思います。 

  ただ、１つだけ要望なんですが、ホームページ

には載っているんですけれども、できれば広報の

ほうにも載せていただいたらいいのかなと思いま

す。中小企業といっても、年配の方につきまして

は、なかなかホームページを見たりはしないとは

言わないんですけれども、どちらかというと広報

的なもののほうが、紙媒体のほうが年配の経営者

の方は見るのかなというふうに感じましたので、

ぜひその辺も、今度そういうふうないい制度、支

援策がありましたらば広報のほうにも載せていた

だくといいのかなとは思います。 

  それでは、続きまして、⑷から⑺までは関連し

ていますので、一括して質問させていただきます。 

  廃業、休業となってしまうことはさまざまな理

由があると思われます。毎年、本市で50件前後と

いう廃業、休業の件数について、本市はどのよう

に感じているのかをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 
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○産業観光部長（小出浩美） 廃業、休業の50件の

数についてどう考えているのかというところでご

ざいます。廃業、休業のこの理由、主なものを申

し上げさせていただければ、東京商工リサーチと

いう民間機関で休廃業、解散企業動向調査という

のを行ったところ、やはり、これは全国的な話に

なりますけれども、休廃業、解散した企業代表者

の年齢は60代以上が８割、高齢化が大きな要因と

なっているというところが鮮明になっておりまし

て、また、業務の先行きの不透明感あるいはそう

いった高齢化、あるいは事業承継の難しさといっ

たのが大きな要因として分析しているというとこ

ろでございます。 

  本市においては、この50件という数字につきま

しては、先ほど申し上げました商工会会員事業所

数の全体で見れば、約２％という数字でございま

す。この数字が多いか、少ないかというところは

見方によるかと思いますけれども、我々としては、

この数字をいかにふやしていくか、取り組むかと

いうことかと思います。 

  一方で、本市においては、新たに設立する企業

というのもございまして、経済分析システム、Ｒ

ＥＳＡＳというもので見れば、本市の創業比率と

いうのは、県内では３位、全国でも363位という

ことで、非常に新たな企業を起こす方も多いとい

うところでございます。 

  そうした観点で見れば、意欲のある企業あるい

はまだまだやれるという企業は、撤退することが

ないように、常にアンテナを高く立てて、国など

が示す新制度などについてはいち早く取り組んで、

企業の支援をスピード感を持って取り組んでいく

のが仕事ではないかというふうに考えております。 

  そうした観点で、先ほど申し上げました先端設

備等導入計画については、県内でもトップの速さ

で申請したということで、これにつきましても、

担当者が意欲的に取り組んだ結果であるというふ

うに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） 私も、答弁いただきまし

て50件ということで、自分の感覚的には、随分や

っぱり多いのかなという感覚は持ちました。答弁

の中で、25、26、27、28、29、５年間で50件とし

て、約250件の本市の中小零細ですかね、合わせ

てですけれども、廃業なり休業していると。 

  今、部長のほうからお話がありましたけれども、

企業を起こしているというのも多いということで、

そこにはちょっとだけ明かりがあるのかなという

ような、本市の経営者、まだまだ元気なのかなと

いうのもちょっと垣間見たような感じはいたしま

す。 

  民間の調査会社のデータによりますと、栃木県

の休廃業、解散件数については、やはり毎年400

件前後となっておる。2017年は休廃業、解散につ

いては393件で、これに倒産件数を、124件を加え

ると、実に517件の事業がなくなっていると。１

日にしますと、大体平均1.4社がこの県内の中で

は消滅をしていることになる。全国的に見ても、

年間で２万8,142件が休廃業または解散をしてお

り、実に倒産件数はやはり３倍の数になっている

と。経営者の高齢化が進み、後継ぎが決まらない

のが原因とされ、県内の企業も61.8％が後継者不

足であるということが明らかになっております。 

  そこで、本市の事業所においては、どの程度の

後継者が決まっているのかをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 本市の事業者におい

て、どの程度の後継者が決まっているのかという

ことでございますけれども、こちらにつきまして

は、昨年度、那須塩原市商工会が事業調査、アン
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ケート調査というのを行いました。その結果によ

りますと、回答事業所数491件だったわけですけ

れども、そのうちの113事業者、割合としては約

23％の事業所において後継者が決まっているとい

うような回答となっております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） やはり全国を見ても、な

かなかこの事業者、人手不足というのは、本市に

おいてもやはり23％しかまだ決まっていないとい

うところで、やはり低いかなと。どうしても地方

につきましては、まだこの事業承継につきまして

は、やはり身内の方に商売を継がせたいという思

いが強いのかなと思います。第三者に事業承継を

させていくというのは、第三者に継がせるんだっ

たら、いいよ、俺の代で終わらせちゃうよという

ようなまだ感覚がやはり地方にはあるのかなと。 

  そこを何とか変えていきながら、第三者なり、

またはＭ＆Ａという形、またはその会社の部分的

ないいところだけを承継をしていくというような、

そういうふうな形で上手な事業承継をしていけれ

ば、日本の経済も大丈夫というか、見えてくるの

かなという感じはしております。 

  事業承継につきましては、昨年度、３月議会に

おいて山形議員が一般質問をしております。今回

は新たな取り組みとして、プッシュ型事業承継支

援高度化事業を開始されているようですが、この

事業の内容について、もう少し具体的に説明して

いただけますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） プッシュ型事業承継

支援高度化事業の具体的な内容ということでござ

いますけれども、この事業につきましては、早期

計画的な事業承継準備に対する経営者の気づきを

促すために事業承継診断を実施し、掘り起こされ

たニーズにきめ細かに支援を実施するというもの

でございます。 

  重点支援地区、本市はこの指定を受けているわ

けでございますけれども、商工会を中心に事業承

継案件を積極的に掘り起こしいたしまして、ブロ

ックコーディネーターというのがございまして、

その方たちと連携した支援あるいは地域の専門家

への取り次ぎ、親族内承継等についての事業承継

計画の策定など、事業者に寄り添った支援を行う

ものとなってございます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） それでは、先ほど言いま

した事業承継診断は、大体何社ぐらい行われたの

かをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 事業承継診断、何社

で行われたということでございますけれども、８

月末時点におきまして３件の診断が実施されてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） まだこのプッシュ型の新

しい事業につきましては、始まったばかりという

ことでございますので、ただ、もう３件の事業所

の診断があるということで、これを本当にしっか

りと進めていきながら、本市のこの事業承継を、

事業者さんの、本当に耳を傾けて、困っていると

ころとか、そういうところに寄り添って聞いてい

っていただきたいなとは思います。 

  今回のアンケートでも、我々がやった100万人

アンケートでも、事業承継時に最も困ると思われ

る課題については、やはり一番が人材、後継者探

し。続いては、事業の将来性がないと。３番目に

相続税、贈与税になっています。また、事業承継

時に受けたい支援策では、税制支援、次に相談窓



－235－ 

口がということで、そういうように多くなってい

る。 

  国は、18年度、税制改正で事業承継税制を拡充

し、今後10年間、株式の相続税、贈与税について、

対象株式の上限の撤廃などを図るとともに、承継

時の納税を全額猶予しました。本当に抜本的な改

革をされたと思います。 

  このプッシュ型事業承継支援高度化事業には、

私も大いに期待をしております。今、中小企業を

取り巻く環境は大変に厳しくなっています。中小

企業をバックアップすることは、本市を守ること

に通じると思います。実際に面と向かって事業主

と接するのは、商工会や関係機関の方であります

けれども、やはりその中小企業や小規模事業者を

支える支援策などは、関係機関と密に連携をとり、

幅広く周知をしていただくようお願いをいたしま

して、この項の質問を終了させていただきます。 

  続きまして、２番、奨学金の返済支援について。 

  多くの学生が自身の夢を実現するために、大学

や専門学校に進学します。その教育資金として奨

学金制度を利用しています。実に学生の約半数が

奨学金を借りています。県外へ進学した学生のほ

とんどは、市外、県外への就職が多く、地元の企

業にはなかなか就職してくれないのが現状だと思

います。 

  その理由の一つに、奨学金を利用して進学した

若者が奨学金を返済するに当たり、初任給の高い

市外、県外の企業を選ぶケースが多いと考えられ

ます。奨学金を利用した若者が地元に就職できる

ように、また、就職したときに返済に困ることが

ないように、奨学金返済の支援に取り組むことは、

若い世代の定住促進につながり、本市の発展にも

寄与できると思います。優秀な若い人材が地元に

戻ってきやすい環境を整える施策が必要と考える

ことから、以下の点についてお伺いをいたしま

す。 

  ⑴県外へ進学した学生が地元企業に就職をしな

いケースが多くあると思うが、現状をどのように

考えているのかをお伺いいたします。 

  ⑵本市の奨学金制度の概要と直近５年間の利用

状況をお伺いいたします。 

  ⑶国は、自治体が奨学金の返済支援のために基

金を設けた場合、特別交付税措置をしています。

地域の人材確保策として、23の県、29の市町がこ

の奨学金の返済支援事業を行っています。 

  本市も、市内企業に就職する若者を対象とする

など一定の基準を設けて、本市独自の奨学金の返

済支援を行ってはどうかと思いますが、本市の所

見をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） ２の奨学金の返済支

援について順次お答えいたします。 

  私のほうからは、⑴の県外に進学した学生が地

元企業に就職しないことについてどのように考え

ているかというところについて、お答えしたいと

思います。 

  まず、この⑴の県外へ進学した学生が地元企業

に就職しないケースが多くあると思われる現状を

どのように考えているかということにつきまして

は、こうした現状につきましては、まち・ひと・

しごと創生総合戦略を策定し、人口減少の課題に

取り組んでいる本市にとりましては、大きな課題

であると認識しており、その原因は、希望する企

業への就職がかなわない、あるいは地元への就職

は想定していない、県外で暮らしてみたいなど、

さまざまであるというふうに考えてございます。 

○議長（君島一郎議員） 教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） それでは、⑵番、⑶番の

ご質問につきましては、私のほうでお答えをさせ
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ていただきたいと思います。 

  まず、⑵の本市の奨学金制度の概要と直近５年

間の利用状況についてお答えいたします。 

  本市の奨学金制度は、給付型と貸与型がありま

す。金額につきましては、給付型は１人１回限り

で20万円、貸与型は、高校が月額１万8,000円、

大学等が月額３万円または５万円の選択制となっ

ております。 

  貸与型の返還期間につきましては、各学校にお

ける修業年限の４倍としまして、無利子により返

還することになっております。 

  また、直近５年間の利用状況につきましては、

平成25年度、国内貸与が７人で810万円、平成26

年度、国内貸与、６人で603万円、平成27年度、

国内貸与、23人で4,443万6,000円、海外貸与、１

人で190万円、国内給付、９人で180万円、海外給

付はありませんでした。また、28年度、国内貸与、

23人、4,166万4,000円、海外貸与、１人、120万

円、国内給付、９人で180万円、海外給付は、こ

ちらもございませんでした。平成29年度、国内貸

与、25人で4,780万8,000円、海外貸与、２人で

280万円、国内給付、８人で160万円、こちらも海

外給付は応募がありませんでした。このような状

況になっております。 

  最後に、⑶の本市独自の奨学金の返済支援を行

うことに対する本市の所見についてお答えいたし

ます。 

  奨学金の返済支援は、地域の人材確保や若者の

地方定着に向けた施策の一つとして、国や他の自

治体において取り組みが始められている状況にあ

ります。 

  本市といたしましては、制度導入による効果、

これらを含めて検討しまして、先進事例、調査研

究をしてまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） ありがとうございました。 

  それでは、順次再質問をさせていただきます。 

  まず、⑴の人口減少対策、これは全国どこでも

取り組んでいることであると思いますけれども、

平成27年、本市のまち・ひと・しごと創生総合戦

略を策定いたしました。人口減少の課題に取り組

んでおります。若い人たちに何とか住んでもらう

ためには、本市は、現在、どのような取り組みを

行っているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） まち・ひと・しごと創生

総合戦略に基づいてどんな事業を行っているのか

と、どんなことをやっているんだというお話でご

ざいますが、まち・ひと・しごと創生総合戦略で

は、まさに総合的にいろんなところに取り組んで

いるわけでございますが、重点的には、重点施策

として掲げております７つのＫ、雇用、結婚、子

育て、教育、暮らし、交流、広報というところで

計画を策定しております。 

  その中で、例えば市内への企業立地の支援、そ

れから結婚の出会いの場の創出等の事業、子育て

においても、子ども・子育て支援体制の充実、そ

れから教育の分野においても、小中一貫教育であ

ったり英語教育であったりというところ、暮らし

においても、移住、定住者への支援ということで、

新幹線の定期代の補助、交流という分野では、国

際交流であったり観光という分野での施策の充実、

また広報というところでは、シティプロモーショ

ンの充実等、各分野にわたりまして施策を展開し

ているというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） 今、ただいま答弁の中で、

定住促進のために新幹線の定期券の補助事業を言
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われたというか、この定期券は何名ぐらいの方が

交付を受けているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 定期券の補助の実績でご

ざいますが、この制度を平成26年から行っており

ます。26年の途中からでございますが、６件、平

成27年度が12件、平成28年度が17件、平成29年度

が16件、30年度、８月末という数字でございます

が、13件という実績になっております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） それでは、⑵のほうに進

めさせていただきます。 

  ただいまの答弁で、平成27年度より国内貸与の

枠がふえた理由、これをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 平成27年度から貸与の枠

がふえているということでございますけれども、

平成27年度からふえた理由としましては、より多

くの人が利活用しやすい制度として見直しを行い

ました。 

  主な見直しの内容としましては、国内、海外進

学者に対する給付制度というものを設けました。

それと、貸与要件の見直しということで、貸与金

額、高校生、高専生につきましては、月額１万円

だったものを１万8,000円にと、短大生、大学生

につきましては、月額３万円だったものを３万円

または５万円の選択制ということで、ちょっと額

のほうをふやさせていただきました。 

  そのほかに、返還期間の延長ということで、従

来、貸与年数の２倍、高校生ですと、３年間貸与

しまして６年間の返済期間と、大学生だと、４年

間貸与して８年間の返済期間というものを、２倍

だったものを４倍にしたと。より月々返す額を少

なくというところで、返還期間の延長というもの

を見直すということをやったことによりまして、

やはり応募者がふえたのではないかと思います。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） わかりました。 

  それと、やはり平成27年度で、国内給付の奨学

金が設けられております。また、その条件として、

これもホームページで見たんですが、医療系、福

祉系、保育系に入学することが条件とあります。

この理由についてもお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 給付型というところで、

制度、条件がついているということですけれども、

給付型の制度が始まったものが平成27年度からと、

条件つきというもので始まったのは28年度からと

いうことになっています。実際には、金額自体は

同じなんですが、28年度から、給付型の中で特に

医療系、福祉系、介護系に進学した方に対しての

給付というものが制度として条件をつけたものに

つきましては、市内の病院から、10年間にわたり

年間60万寄附するので、将来を担う市内の方に

対して有効に使えないかという条件がありまし

た。 

  それを有効に使う方法としては、進学者に対し

ての支援というところで使わせていただこうとい

うことで、60万円という寄附を、１人、給付型は

20万ということになっておりますので、３人分と

いうことで、これ枠をつけさせていただいて、給

付のほうを28年度から始めたような状況になって

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） 大変にありがたいことだ

と思いますね、寄附をしていただけるということ
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は。 

  じゃ、それでは、⑶のほうの質問に移らせてい

ただくんですが、もしこの奨学金支援事業を行う

に当たった場合、どのような問題とか課題になり

ますか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） まず、返済の支援ですか、

こういう制度をやるに当たってということなんで

すけれども、どのような条件とかというところ、

まず条件を決めなくちゃいけないというものもご

ざいます。実際に制度自体、ほかの町でも始まっ

ているようなところもございますけれども、まだ

市のほうで返済支援について検討しているという

ようなところまで至っておりませんので、これに

ついては今後、調査研究をさせていただければと

思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） 確かに、その条件をどの

ような形で給付するかということと、実際には、

どこの市町村でもそうでしょうけれども、やはり

これを行っていくための要するに基金、そういう

ものもやはり大事ではないかなとは思います。 

  この給付奨学金制度を行っているところをちょ

っとご紹介をさせていただきたいんですが、実は

京都府なんですけれども、京都府は、就労・奨学

金返済一体型支援事業を行っているそうです。こ

の制度は、中小企業支援の一環で、従業員の奨学

金返済を肩がわりする、中小企業の人手不足解消

と従業員の定着、それから若者の奨学金返済負担

を軽減、これらを一体としまして、中小企業と一

緒にやっているそうでございます。 

  制度の枠組みにつきましては大変シンプルで、

奨学金の返還支援制度を設けた中小企業に対して

京都府が補助を出すと。その補助額は大体、京都

府が半分を出すと。企業が人材を確保して、それ

に対して、その奨学金を返している方を支援して

いく、それを企業が出すその半分を府が出す。 

  やはり同じようなんですけれども、静岡県の沼

津市も同じような奨学金支援制度をやっているん

ですけれども、やはりこちらも企業から基金をい

ただきまして、それをもとに行っているというふ

うにしております。 

  これは決して自治体だけではなくて、今、民間

会社もこの奨学金を返済している人材については、

企業も奨学金の返済に支援をしていくと。やはり

正直、少子化でございますから、いかにいい人材

を企業なり組織はとるかと、そういうところで、

やはり今、話したように、大体奨学金を使ってい

る方がいるんで、そういうところを補助しながら、

しっかりと会社は人材を自分の会社におさめる

と。 

  また、これもそうですけれども、事業も、自治

体においても、そういう若い人たちの人材をしっ

かりと我が町や市に置くと。何もしないでいても、

若い人たちは本市には来てくれませんので、やは

りいろんな情報をつかみながら、ああ、この那須

塩原市はこういうふうな事業をやっているんだ、

こういうふうに若い人たちに対して事業を行って

いるんだというところに来るのかなと思います。

これから本当に少子化になりますから、いかにい

い人材を置くかというのは、やはりこれは大切な

ポイントになるのではないかなとは思います。 

  本市の姉妹都市のひたちなか市も、本年度から

やはりこの奨学金を始めたそうです。ちょっと聞

いたんですが、今現在、大体17名のやはり募集が

ありまして、書類と、また電話とを混ぜると大体

二十二、三名ぐらいの方が今現在、この制度を利

用したいということで来ているそうでございます。
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ひたちなか市は、やはり目標が大体20名と見てい

たんですけれども、もう既に20名以上の枠を超え

ていると。 

  ですから、やはり今の若い人たち、確かに東京

には行くんですけれども、やはりどこかで自分の

生まれ育ったまちなんかに、そういうところに帰

ってきたいという気持ちは誰でも持っている。た

だ、いろんな条件があったり、こういうことがあ

って帰りたいけれども、なかなか帰れないという

のが現状だと思うんですよね。 

  そういうところで、ひたちなかでも既にそれだ

けの応募が来るんですから、我がこの那須塩原市

は、新幹線も東京までも70分ぐらいで行けますし、

高速も、大変立地的にはもういいところですから、

先ほど部長が言いました条件といいまして、当然、

那須塩原市に住んでいただいて、そして那須塩原

市の企業に勤めていただくにしちゃうと、なかな

か来なかったりもしますけれども、例えばそうい

う方は補助を50万にします、例えばですよ、50万

にしますよ。じゃ、那須塩原市に住んでもらって、

そして、企業は、会社は例えば近隣の市町村に行

く、じゃ、そういう人には20万円というような形

を、とにかく我が那須塩原市に若い人たちが住ん

でいただくようなことを何とか工夫をしていった

らどうかなとは思います。 

  今、大学生の２人に１人が奨学金を借りて大学

に進学をしています。平成10年から平成26年の16

年間で、奨学金の受給者の人数は約３倍に増加し

たそうです。大学を卒業して出るときには、平均

で大体300万円前後の借金を背負って社会人１年

生としてスタートをしなくてはならないという厳

しい現状があります。 

  そのような学生に対して、卒業後、ふるさとに

帰るという選択ができるような施策を展開するこ

とで、将来の那須塩原市の人材確保にはつながる

と思います。若年層を対象にしたＵターン支援は、

今後、那須塩原市の将来を考えるに当たり、非常

に大切なポイントであると考えます。なぜなら、

生産年齢人口をいかにふやすかが今後、まちづく

りのポイントになると思うからです。 

  ぜひ先進事例を調査研究していただきまして、

この那須塩原市発展のために前向きに検討をして

いただけるよう切に願いまして、私の一般質問を

終わります。 

○議長（君島一郎議員） 教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 先ほど私の答弁の中で、

条件つきで給付を行っている制度があるという中

で、条件の中で医療系、福祉系、介護系と説明し

ましたけれども、保育系というものが抜けていま

した。寄附をいただいて、条件として、給付して

いる奨学金ということで、ちょっと条件のほうが

抜けていました。大変申しわけございませんでし

た。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、４番、星野健二

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時５６分 

 

再開 午前１１時０６分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 星   宏 子 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 皆さん、こんにちは。 

  公明党クラブ、８番、星宏子です。 
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  市政一般質問の通告書に従いまして一般質問を

行います。 

  １、日本語教室の充実について。 

  日本の国際化が進む中、本市においても、外国

人の子どもたちや帰国子女が市内の小中学校に通

学をしています。子どもたちは外国の多様な文化

や知識を身近に感じ、クラスメイトが住んでいた

国を身近に感じることと思います。本市には、小

学校に日本語を勉強するための日本語教室が３校

あることから、以下について伺います。 

  ⑴日本語教室へ通室している過去５年間の児童

生徒数の推移について。 

  ⑵日本語教室のプログラムやサポートの内容に

ついて。 

  ⑶学校生活に適応できるようにするための取り

組みについて。 

  ⑷中学校に日本語教室は設置されていないが、

支援の必要性について。 

  以上をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、１の日本語教

室の充実について、順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の日本語教室へ通室している過去５

年間の児童生徒数の推移についてお答えをいたし

ます。 

  本市には、外国人児童生徒教育拠点校といたし

まして、共英小学校、三島小学校、東小学校の３

校に日本語教室がございます。 

  通室している児童生徒数は、３校合わせまして、

平成26年度は31人、平成27年度は29人、平成28年

度は38人、平成29年度は36人、そして平成30年度

は30人ということになっております。 

  次に、⑵の日本語教室のプログラムやサポート

の内容についてお答えをいたします。 

  日本語教室では、児童生徒が在籍学級における

学習活動に日本語で取り組むことができるように

なることや、日本の学校生活や社会生活について

必要な知識を学び、日本語を使って行動する力を

身につけることを目的といたしまして、特別の教

育課程を作成しております。 

  指導に当たっては、児童生徒の実態を細かく見

取り、それに合わせて、児童生徒の学習段階を

「初期の前期」「初期の後期」「教科につながる

学習」に分け、学校生活で日常的に使う言葉の学

習や教科学習を行うなど、通室する児童生徒一人

一人の日本語の理解状況を観察し、個に応じたプ

ログラムを組む工夫をしております。 

  また、文部科学省が開発をいたしました教科内

容と日本語を学ぶことを統合したＪＳＬカリキュ

ラム、こういったものも活用しております。 

  次に、⑶学校生活に適応できるようにするため

の取り組みについてお答えをいたします。 

  日本語教室のある拠点校３校において、外国人

児童生徒及びその保護者との教育相談や日本語指

導をする教員の助手などを行う外国人児童生徒教

育相談員、それから、外国人児童生徒の取り出し

指導や在籍学級の支援などを行う日本語支援員を

配置するほか、外国人児童生徒の在籍する学校が

直接依頼する児童生徒及び保護者の日本語支援に

関する業務を行うボランティアの日本語教育支援

員の協力も得ながら、児童生徒が少しでも早く学

校生活に適応できるよう支援をしております。 

  さらに、発達障害を持つ外国人児童生徒が確認

された場合には、日本人の児童生徒と同様に、校

内教育支援委員会や市教育支援委員会を経て、特

別支援学級への通級や入級を検討することも行っ

ております。その上で、日本語指導教室の教員等

による支援も継続して行うこととしております。 
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  最後に、⑷の中学生に日本語教室は設置されて

いないが、支援の必要性についてお答えをいたし

ます。 

  過去５年間、日本語教室に通室した中学生は、

最も多い年で８人、ほかは１人か２人でありまし

て、その多くが中学生になってから日本に来た生

徒たちであります。小学生のときに通室していた

児童のほとんどは、中学生になってからは通室し

なくなっており、日本語教室における指導の効果

であるとも考えております。 

  一方で、中学生にとっては高校受験というハー

ドルがあるため、拠点校に通室している中学生に

は、ＪＳＬカリキュラムや教科の補習、こういっ

たものを中心に学習支援を行っております。また、

外国人中学生やその保護者に対して、宇都宮大学

ハンズプロジェクトが主催をします「多言語によ

る高校進学ガイダンス」を活用し、適切な進路選

択ができるように支援をしております。 

  今後とも、通室している中学生に対する日本語

指導の充実を図り、適切な支援をしてまいりたい

と、このように考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） それでは、順次再質問さ

せていただきます。 

  まず、⑴の日本語教室へ通室している過去５年

間の児童生徒数の推移をお伺いしたところではあ

るんですが、大体30人から40人の値で変動してい

るというぐあいだと思いました。先日、森本議員

の質問の中でも、やはり日本語教室の話も出てお

りましたが、外国人の方で、英語だけを話す外国

人の方ばかりではないと思って聞いておりました

ら、やはりポルトガル語、フィリピン語、中国語

を話す、それぞれの各国の方々がいらっしゃると

いうことでした。 

  その中で、先ほどの答弁の中では、そういった

さまざまな国の子どもたちもいる中で、学習段階

を「初期の前期」と「初期の後期」と「教科につ

ながる学習」に分けているということでありまし

たが、その初期の前期と初期の後期の区分けの定

義、期間はどのくらいの期間を初期というのか、

それも個別に応じての初期なのか、前期なのか、

後期なのか、その辺はどのように捉え、学習とし

て区分けをしているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ちょっとわかりにくい表

現であったかもしれませんが、この初期といいま

すのは、日本語を使ってコミュニケーションをと

るというようなレベルでいけば、初期の前期とい

うのは、全く日本語が話せないというような状態

の、そして、初期の後期というのは、日常の会話

ができるようになるまでの状況を初期の後期とい

うふうにして、それ以降は、日本語が話せて、要

するに学習活動につながる状況というふうに、そ

ういう３段階に分けているということでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 日本語が話せない子が初

期の前期ということで、やはりこれもその個に応

じてって非常に難しいと思うんです。とても早く

日本語が話せるようになる子どももいれば、なか

なか覚えられない子どももいると思います。例え

ば小学校１年生で入ってきた子は、もう子どもと

わいわいやっている中で自然に話ができるように

なるとは思うんですけれども、その辺の部分もや

っぱり入ってきた学年にもよると思いますし、よ

り丁寧にここは接していかないといけない部分で

あるのではないかと思います。 

  それと、その理解の状況という部分でなんです
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が、先ほどの学習段階の中で、その判断基準とい

うんでしょうかね、それは観察のみでやっている

のか、それとも日本語検定みたいなものを通して

やっているのか、ほぼ担任の先生が、ああ、この

子、このくらいは理解できているなとか、そうい

う先生の目分量といいますか、そういうので判断

をされているのかどうかちょっとお伺いをいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これはあくまでも指導さ

れている先生方の判断に委ねているところはあり

ますが、先ほど申し上げましたとおり、その子が

教室で大勢の子たちと学習に参加できる状況にい

ける語学力というんですかね、そういったものが

身についたかどうかというようなところの判断で

ございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解をいたしました。 

  すみません、⑴番について再質問しますと言い

ながら、今、自分で⑵番のほうに移っているのに

気がつきました。大変失礼をいたしました。⑵、

⑶と、そのまま続けて一括質問とさせていただき

たいと思います。 

  先ほどの答弁の中では、ＪＳＬカリキュラムと

いうものがあるということを答弁でいただきまし

たが、この内容についてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ＪＳＬカリキュラムとい

うことでございますが、このＪＳＬというのは、

Ｊａｐａｎｅｓｅ ａｓ ａ ｓｅｃｏｎｄ ｌ

ａｎｇｕａｇｅというものの頭を取ってＪＳＬ、

簡単に日本語でいえば、第２言語としての日本語

ということで、当然、その子には母語があります

ので、その母語以外に日本語というものをマスタ

ーしていただくというようなこと、これをどちら

かいうと、勉強を進めながら、なおかつ日本語も

同時にマスターできるようにということですから、

この言葉を覚えるんじゃなくて、その教科を学ぶ

とき、じゃ、こういうような言い方の日本語にす

ればこの子はわかるかなというふうにしていくと

いう、勉強も日本語のマスターも同時に進んでい

くような、そういった勉強の仕方というふうに理

解していただければよろしいかと思います。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） これは、もうかなり前か

らあるカリキュラムになりますか。やはりこのカ

リキュラムを使うことによって、要は日本に来て

いる外国人の児童生徒というのは、もうかなり前

から、20年も30年も、帰国子女も含めてかなり前

からいらっしゃると思うんですけれども、例えば

ＪＳＬカリキュラムがあった当時となかった当時

とでは、やはりその辺の子どもたちの理解度合い

が違うとか、そういったものというのはわかりま

すか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これにつきましては、国

が開発したものでありますけれども、これは国の

施策の中で、外国人が多く日本に入ってこられる

ような制度が変わってきた段階で、やっぱり多く

の子たちが日本でしっかりと学べるような、そう

いった体制をとらなければならないというような

ことでこのシステムが生まれてきたというふうに

理解をしております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解いたしました。 

  また、やはり日本語教室の担任の先生だけでは

なかなか支援も難しいという部分では、日本語児
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童生徒教育相談員ですとか、日本語教育支援員と

かも配置しているという答弁をいただいておりま

すが、その人数が何人ぐらいいらっしゃるのかお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、各教室を担当する

先生方につきましては、当然のことながら、県費

負担教職員ということで１人ずつ配置をしており

ますけれども、それ以外に外国人児童生徒教育相

談員として１名、それから日本語支援員として２

名、日本語教育支援員として１名ということでご

ざいますが、３教室ございますので、兼務をして

対応しているというような状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） じゃ、かなり、ちょっと

人数的には足りないのかなという感もしなくもな

いんですが、例えばＪＩＣＡとかの青年海外協力

隊の教職員だったりとか、また、そういった特別

参加制度なども通して海外派遣経験のある教職員

を積極的に、今後、配置をしていくような考えが

あるかどうかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） よりきめ細かな対応とい

うことになれば、当然、マンパワーも必要になっ

てまいります。ＪＩＣＡにつきましては、現在、

１名の先生がまだ現地に行っているというような

状況にございます。また、外国人児童生徒につき

ましては、年度ごとで変動があったり、それから、

必要な言語というのも変動がございますので、そ

ういった部分について、柔軟に対応するというこ

とが求められているところであるのかなというふ

うに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 確かに、そのときそのと

きに応じて必要な言語で対応するというのが必要

になってくるので、柔軟な対応という部分では難

しい部分だと思います。今後、ここがまた充実さ

れると、担当される先生方も大変に、より充実し

た学習内容としてサポートできると思いますので、

よろしくお願いいたします。 

  また、発達障害を持つ外国人児童生徒が確認さ

れた場合なんですが、ここにおいては、本当に確

認の見きわめというのはとても難しいものである

と考えます。また、学校の先生とか保護者たちが

気づいたとしても、相談できる外国人児童生徒を

対象とした専門的な機関や専門家が少ないという

ことで、ここは文科省のほうも課題として取り上

げているところではあるんですけれども、今、那

須塩原市においては、それに相当する、該当する

児童生徒は今までいらっしゃったのかどうかをお

伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この見きわめは非常に難

しいわけでありまして、日本語がよくマスターで

きていないために学習になかなか適応していかな

いということなのか、それとも、いわゆる発達障

害的な要素があるのでという部分の見きわめは非

常に難しいところでございます。この辺は特別支

援担当のほうと連携をいたしまして対応すること

になっておりますが、今のところ、ここに該当す

るというものは数例あったように記憶をしており

ます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 数例あったということで

したが、やはりこの課題というのも文科省も言う

とおり、全国でも課題になっているのはそのとお

りであって、先進的に取り組みをしているという
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ことで、小山市の外国人適応指導教室のかけはし

がＮＨＫのニュースで特集を組まれたことがあり

ました。 

  このかけはしの中では、多言語、要は母国語に

対するボランティアを１人ずつつけながら、６カ

月間かけて教室の、学校生活になれるように支援

をしていくというものなんですが、そういったや

はり個々で対応をしなきゃいけない、大変に、日

本語でやればいいという考えもあるのかもしれな

いんですけれども、なれない、初めて来た日本に

なれさせるために、やはり通訳としてより丁寧に

対応しながら、またなれさせていくということも、

なじんでいきながら学校になれていただくという

ことも大切なことだと思うので、今後、ちょっと

参考にしていただければと思います。 

  続きまして、⑷番の質問に移ります。 

  中学校になってからは通室しなくなってきたと

いうことで、中学校に日本語教室は、今、設置を

されていない状況ではあります。けれども、やは

り中学校に入ってからも来日される子とかもいら

っしゃると思う、もちろん帰国子女も含めてには

なるんですけれども、今、８人いると。小学校か

ら通室した子は、もちろん中学校には通室しない

子も出てくると思うんですが、必要であれば小学

校のほうに行かなければいけないという中で、中

学校になってからは日本語教室に通室しなくなっ

た、その理由というのを調査しているのかどうか

を伺います。 

  要は、日本語をマスターしているから必要ない

と言われている方は置いておいて、要は、ほかに

何か原因があるのか、学校生活になじめないから

行けなくなっちゃったとか、さまざま理由がある

のかなとは思うんですけれども、そのあたり、な

ぜ通室しなくなったとかというのは調査したこと

があるのかどうかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、お答えする前に、

先ほどの発達障害に絡む話ですけれども、その状

況について議論になったという意味での数例とい

うことで、該当になったということではないとい

うふうにご理解願いたいと思います。 

  今のことですけれども、多くの場合は、先ほど

申し上げましたとおり、日本語をマスターしてい

って通室の必要がなくなったということですけれ

ども、それ以外の部分につきましては、例えば転

出してしまうというようなケースもあったりする

というような状況にあって来なくなったというこ

とで、細かく追跡をしたということではございま

せん。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解をいたしました。 

  日本語、やはりＪＳＬカリキュラムを推進しな

がら個に応じた指導をしているということではあ

ったんですが、やはり中学生が小学校の日本語教

室に通うというのもなかなか大変なことではない

かと思います。というのは、通室するにはやっぱ

り保護者の送迎というふうになってくるのかと思

うんですが、そういったことも含めてにはなって

きますけれども、さまざま、小学校高学年とか中

学生は思春期でもありますし、とても難しい時期

でもあると思いますので、やはり中学生には中学

生の支援というものが必要ではないかと私は考え

ます。 

  なので、やはり義務教育の中で、小学校にはあ

っても中学校にはないというのは、これは日本語

教室がないというのは片手落ちではないかと思い

ますが、今までは個人が我慢をしているという部

分で見過ごされていたところでもあるのかもしれ

ないんですけれども、今後、中学校に日本語教室
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の設置というのは、私は本当に必要だと考えてお

りますが、市の考えのほうをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、先ほども何度も申

し上げましたとおり、小学校の段階で日本語教室

に通室してマスターしていって、通常の学習活動

に支障のない状況になってきているというケース

がほとんどでございまして、小学校に設置してい

る日本語教室に通室している中学生というのは、

中学生の段階で転入してきて、日本語が日常生活

のレベルでも非常に困るところがあるというよう

なところで通っている生徒でございます。ですの

で、通しての日本語をマスターするための必要性

という点で十分検討しなきゃならない部分がある

のではないのかなというふうに思います。 

  また、もう一方で、議員おっしゃるとおり、中

学生の場合には進学ということを控えております

ので、日本語を習得するということはもちろんで

すけれども、それと同時に教科の学習を進めてい

かなきゃならないという、そういうものもござい

ますので、そういったニーズがあれば、やっぱり

当然のことながら、それに合わせた形での対応を

していかなきゃならないというふうに考えており

ます。 

  ただ、どちらかいうと、本市におきましては、

小学校において在籍する生徒の数への対応という

ものも同時に考えていかなければなりませんので、

それをどうバランスをとっていくかということで

はないのかなというふうに今思っているところで

あります。 

  いずれにしましても、この問題は柔軟に、その

子のニーズにどう対応していくかということを最

優先してかからなければならないというようなと

ころでございますので、そういったものを含めた

形で、今後、中学校における日本語教室の需要と

いうものもあわせる中で検討していくものという

ふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひ柔軟に対応していた

だければと思います。というのは、例えば日常会

話ができるようになったから、じゃ、それでいい

のかといいますと、数学は数字的なものなので、

要領を得れば結構追いついていけるとは思うので

すが、中学校となるとより専門的な教科になって

きます。例えば生物とか、歴史とか、地理とかと

いった場合に、ちょっとでも例えばわからない日

本語が入ってきた場合、やはり先生の言っている

ことが全部わからなくなってしまうという話も聞

きました。なので、ただ座っているのみになって

しまう。 

  でも、わかっているのか、わかっていないのか

は、先生のほうはそれはわからない。理解してい

るのであるだろうというふうになってしまうとい

うのもお聞きしましたし、また、帰国子女の方で

も、教科書が例えば読めても書けない。でも、そ

の書けない理由が何なのかがわからないというこ

ともありました。やはり高校になってどうにもお

かしいということでよくよく調べてみたら、読む

ことは読めるんだけれども書けない、そういう学

習障害もありますね。そこに当てはまるというこ

とで、ようやく高校も卒業するかしないかぐらい

のときに、パソコンもいいよと、タブレットを使

ってもいいよということで、それで対応できたと

いう子もいました。 

  ということは、やはりそのときそのときで応じ

てあげないと、これからやっぱりその子どもたち

が日本に残るのか、それとも海外に行くのか、高

校進学するのか、就職するのか、それぞれもうこ

こは人生のある意味、岐路に立っているところで
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もあります。その中でのやはり丁寧な対応という

のはとっていかなくてはならないものじゃないか

と私は考えます。 

  なので、しっかり保護者さん、もしかしたら海

外の方からも問い合わせは来るかもしれませんし、

仕事の関係で日本に帰国することになったのでと

いうことで問い合わせもあるかもしれません。そ

の中で日本語教室というのは、問い合わせがあっ

たときにもしっかり対応していただきながら、や

はり中学校にも必要だよねというご意見もありま

したら、ぜひそこのところは酌み取っていただき

ながら対応していただければと思いますので、こ

こは切に願うところです。 

  また、こういったことに関して、これからは国

際化も進んでまいりますので、しっかり取り組ん

でいただければと思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

  以上でこの項の質問を終わります。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 補足というか、情報提供

ですけれども、本件におきましては、外国人の生

徒に対する入試の制度がございまして、海外特別

選抜ということで、一般の要するにテストを受け

ずに面接等で選抜を受けられるという制度、ある

いは海外特別措置ということで、教科のうち、国、

数、英の学力検査は受けてもらうけれども、その

ほか、作文あるいは面接、こういったものを実施

することによって一般選抜と同じように扱えると

いう、そういうような制度も整っておりますので、

必ずしも子どもたち、中学校３年間の中でぎっち

りということではなく、その先までつないでいっ

て、その子の状況に応じてしっかりと日本で生活

できていく、学んでいけるというふうにつないで

いくということもありますので、ご理解いただけ

ればと思っています。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 続きまして、２番の質問

を移らせていただきます。 

  人生100年時代を健康に生きるための取り組み

について。 

  第２期那須塩原市国民健康保険保健事業実施計

画書（データヘルス計画）が３月に制定され、計

画に基づく市民の健康づくりに取り組んで５カ月

が経過しました。人生100年時代を健康で元気に

過ごすためにも病気の早期発見は重要になること

から、健診の充実を図るため、以下についてお伺

いいたします。 

  ⑴早期発見や受診率を上げるための取り組みに

ついて。 

  ⑵特定健診メニューに眼底検査を追加する考え

は。 

  ⑶高濃度乳房の周知と告知の必要性についての

考えは。 

  ⑷血液検査のＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンＡ１ｃ）

測定を導入する考えは。 

  ⑸健診結果をメールで送信する考えは。 

  ⑹民間事業所と協力して健康インセンティブを

導入する考えは。 

  ⑺特定健診等の対象年齢を引き下げる考えは。 

  以上をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、２の人生

100年時代を健康に生きるための取り組みについ

て順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の早期発見や受診率を上げるための

取り組みについてお答えいたします。 

  疾病の早期発見のための取り組みにつきまして

は、特定健診や各種がん検診などを実施しており

ます。検診を受診した結果、精密検査が必要とな
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った方には、医療機関の受診を勧めております。 

  受診率を上げるための取り組みにつきましては、

現在、３つの取り組みを実施しております。 

  まず、１つは、受診機会の拡充であります。集

団検診におきましては、特定健診と各種がん検診

の同時受診、検診日を平日だけでなく日曜日にも

実施していることや女性のみの日を設けるなど、

受診のしやすさに配慮しております。 

  ２つ目は、子宮頸がん検診と乳がん検診の無料

クーポン券の送付であります。 

  ３つ目は、未受診者対策の実施であり、特定健

診の未受診者に対しまして、受診勧奨の再通知を

実施しております。 

  次に、⑵の特定健診メニューに眼底検査を追加

する考えについてお答えいたします。 

  眼底検査につきましては、眼底部の血管の状態

を観察し、循環器疾患等の発症、重症化を予防す

るため、来年度からの実施に向けて制度設計を始

めているところであります。 

  次に、⑶の高濃度乳房の告知の必要性について

お答えいたします。 

  現在、乳がん検診の結果で高濃度乳房と判定さ

れた方への告知は行っておりませんが、国におい

ても、告知の必要性について検討課題となってお

ります。そのため、告知の必要性につきましては、

今後も国の動向を注視してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、⑷の血液検査のヘモグロビンＡ１ｃ測定

を導入する考えについてお答えいたします。 

  特定健診におきましては、メタボリックシンド

ロームや糖尿病、その予備群の判定のため、原則

として、空腹時血糖と尿糖の検査を実施しており

ます。 

  ヘモグロビンＡ１ｃ測定の導入につきましては、

糖尿病の発症予防や重症化予防への効果などを十

分に検証した上で判断してまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、⑸の健診結果をメールで送信する考えに

ついてお答えいたします。 

  健診結果は、結果書に加え、その結果に応じた

情報提供のためのパンフレットなども同封してい

るため、健診結果をメールで送信する考えはあり

ません。 

  次に、⑹の民間事業所と協力して健康インセン

ティブを導入する考えについてお答えいたします。 

  健康インセンティブにつきましては、健康づく

りに無関心な方々に働きかける魅力的な方法の一

つであると認識しております。今後は、国、県の

動向を注視するとともに、健康マイレージ事業な

どのインセンティブに取り組む自治体の効果を検

証した上で、導入に向けて検討してまいりたいと

考えております。 

  最後に、⑺の特定健診等の対象年齢を引き下げ

る考えについてお答えいたします。 

  特定健診やがん検診などは、国の指針のもとに

実施しているため、対象年齢を引き下げる考えは

ございません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） それでは、順次再質問さ

せていただきます。 

  ⑴番の早期発見や受診率を上げるためにという

ことで、未受診者の方もいらっしゃると思います

が、未受診者に対するアプローチは、今、どのよ

うに行っているのかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、未受診者

に対するアプローチということで答弁させていた

だきます。 
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  未受診者につきましては、おおむね受診者が毎

年39％程度ということですので、逆に換算します

と６割程度が未受診者ということになりますが、

こういった方々につきましては、答弁でもお答え

したとおり、再通知を出して勧奨しているところ

でございます。 

  再通知につきましては、従来、封書で出してい

たものを、もっと見やすく、すぐ見られるように、

圧着式はがきにしまして、ビジュアル的にもちょ

っと訴えるような感じで工夫したものとして再通

知を出しております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 市のほうでも働きかけは

していて、通知を出しているということでしたが、

例えばビジュアル的にも訴えるようなこと、先日

のやつでもみるメールの中で命を守るということ

で、災害という部分ではやっていましたが、例え

ば命を守る健診の勧めとか、そういった何かどっ

きりとするような感じで、これはちょっと行かな

きゃいけないなというような心情に訴えかけるよ

うな形で出すようにしているのでしょうか、お伺

いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） その通知の内容につ

きましては、どこまでできるかというのはあるん

ですが、余り不安をあおるようなやり方というの

もちょっと問題だとは思うんですが、いずれにし

ましても、ぱっと見て、ちょっと健診というのは

受けないと本当にまずくなるんだよというような

内容のものということで通知はしていきたいとい

うことで考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） その通知を見たら、ぜひ

行きたくなるようなものでよろしくお願いいたし

ます。 

  未受診の理由の中には、データヘルス計画の中

での調査としましては22年度に出たものなので、

８年前になりますね。８年前というと、結構前の

話になるかなとは思うんですけれども、その中で、

例えば忙しいからとか、時間がとれないとか、い

ろんな理由がありましたけれども、じゃ、どのよ

うにすれば受けやすくなるのか、受ける気になる

のかといったようなアンケート調査というのをや

るとまた違うのかなと思いますが、そのあたりの

市の考えのほうをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、アンケー

ト調査ということでお答えさせていただきます。 

  未受診者の理由につきましては、先ほど言った

ように、忙しくて行けないということがあったも

んですから、特に日曜日に受診機会を設けたりと

か、あと、受診場所も市内の公民館に設定したり

とかして、回数もふやしたりとかして、工夫して

実施はしているところなんですけれども、それで

もやはり４割ぐらいの受診率ということですので、

さらに受診率を高めるためには、やはり議員ご提

案のようなアンケートも、いずれはまたやらなく

てはいけないのかなということで考えてございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひお願いします。市の

ほうでは、これがよいだろうと思ってやっていて

も、実は生活に即していない部分もあるかもしれ

ないので、その辺のギャップもアンケート調査を

することによって見えてくるかもしれませんので、

ぜひよろしくお願いいたします。 

  また、データヘルス計画の中では、受診機会の

拡充ということで、平成29年度の受診率の目標は
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40％となっておりますが、本年度の目標といたし

ましては42％です。この42％というのが現段階で

達成できるのかどうかをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 42％の目標について、

達成できるのかということについてお答えいたし

ます。 

  受診率につきましては、平成28年度が39.8％と

いうことで、平成29年度が、まだ遅いんですが、

ちょっと確定したものが出ていないんですが、大

体39.8よりちょっと落ちるのかなということで、

若干やはり、29年度の目標が40％ですので、少し

は下回ってしまったのかなということで、実情は

そんなところでありますが、今年度が42％という

ことで達成できるのかということで、終わってみ

ないとどうかわからないんですが、達成する目標

を立てて私どものほうも行っています。 

  具体的には、先ほどのお話でも出たように、未

受診者をどうやって掘り起こすかと、この６割の

方にどうやって受診に来てもらうかというのが一

番の問題だと思いますので、まずはそのはがきを

見て、注意喚起をしてなるべく来てもらうような

工夫をしているということ。 

  それと、これは例年からやっている事業なんで

すが、健康祭というのをやっておりまして、産業

文化祭と２月のころに消費生活と環境展というこ

とで、そこの中で受診の啓発もやっておりまして、

それと、もう一つ、ことしは健康づくり講演会、

今週の土曜日、９月15日に文化会館で、がん体験

のある女優の麻木久仁子さんを呼びまして、そう

いった講演会もやるということで、なるべくこの

目標に近づけていきたいということで考えてござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） さまざま受診を促すよう

な取り組みをされているということがわかったん

ですが、例えば協会けんぽの滋賀支部の中では、

女性をターゲットにしまして肌年齢の測定という

ものを入れたりもしているんです。これを特定健

診の項目に入れるのはどうなのかという話にもな

ってしまうんですけれども、例えばそういうのを、

女性の日にイベント的にやったりとか、またはそ

ういった産業祭とか環境展とか、健康づくりに関

してのイベントをやるときにちょっとやってみな

がら、少し角度を変えた部分で取り組みも考えて

もいいのかなと思うんですが、その辺のお考えは

どうでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 肌年齢の関係につい

てお答えいたします。 

  まず、先ほどからも申しておりますように、受

診率を上げるためには、健康に関心がないと言っ

たら失礼になるかもしれないんですけれども、そ

ういった方をどうやって動機づけていくかという

ことが大切になってくるかなと思っております。 

  そんな中で、肌年齢につきましては、やはり女

性の方は集められるのかなとは思うんですけれど

も、ちょっと男性のほうが、近ごろの男性は、肌

のきれいな男性もちょっといろいろ出てきている

のかなということがあるんですけれども、全体で

の引き上げになるとどうなのかなというのがある

んで、そこら辺のところは、今、おっしゃった先

進地の取り組みをちょっと調査して、ここでやる

かどうかというのは明言はできないんですけれど

も、調査はしてみたいとは思います。 

  それと、あと、いずれにしましても、未受診者

をどうやって掘り起こすのかというのは、いろん

な対策をやってみないと受診率が上がってこない
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のかなということで、いろんな方面から少し検討

はしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひ検討お願いします。

というのは、今、男性の肌年齢チェックの話が出

るとは思わなくてびっくりしたんですが、でも、

確かに、今、男性の方も美容にとても気をつけて

いらっしゃって、男性用化粧品というのも開発さ

れて、これからメーカーのほうも販売拡大を進め

ていくということも聞いています。男性用ファン

デーションもあったりとか、そういう部分では先

進的な取り組みになるのかもしれませんので、ぜ

ひ、何か特定項目には入れろとは言いませんけれ

ども、ちょっとイベントでどうですかぐらいな感

じで、それが受診のきっかけになればと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、⑵番の眼底検査につきましては、

来年度の実施に向けて制度設計を進めているとこ

ろということでご答弁をいただきましたので、了

解をいたしました。 

  続きまして、⑶番の質問に移らせていただきま

す。 

  今では、高濃度乳房の方はがんが発見されにく

いという情報を提供するということは国際的な流

れとなっております。高濃度乳房というのは、乳

房の中の乳腺が多くてマンモグラフィーでは乳房

が白く写るタイプのことをいいます。また、乳が

んなどの病気は白く写ることが多いので、高濃度

乳房では、がんがその陰に隠れて発見がしにくい

と。日本人の割合としましては、約４割はいると

いうことも言われておりまして、これも欧米人に

比べると多いとされております。 

  本市におきましては、乳がん検診において、マ

ンモグラフィーのほかに超音波検査も実施してお

りますので、もちろん早期発見にも結びつく取り

組みになっておりますが、２つの検査を実施して

いる自治体は、実は那須塩原のほうがレアなケー

スで、なかなかマンモだけというのが多いんです

ね。 

  そうした場合を考えますと、那須塩原市にずっ

と住んでいらっしゃる方はいいとしても、例えば

何かの機会で転出をした際には、マンモのみの場

合もあるということも考えられます。高濃度乳房

というのは、病気ではなく体質でもありますので、

年代や食生活などにおいて、生活習慣の中で変化

もしやすいですので、自分の体質を知るという部

分では、周知の必要性があるのではないかと考え

ます。 

  川崎市の中では、一歩先に進んでこれを実施し

ているんですけれども、その中での研究、聖マリ

アンナ医科大学の中でのアンケート調査の中では、

高濃度乳房に関する知識はまだ普及されていない

という結果でした。また、だけれども、高濃度乳

房について知識を得た方、ああ、そういうのがあ

るんだということがわかった方については、自分

の乳房構成を知りたいと思う傾向にあるというの

も出ております。 

  まず、市としては、本人に告知というのも、こ

れ何、がんなのとかというふうに誤解をされてし

まってもちょっと、そういうわけではないので気

をつけなきゃいけないとは思うんですけれども、

徐々に普及をさせていく、これは体質なんだよと、

だから自分の体のことを知りましょうねという部

分で普及させていくということが必要になるので

はないかと私は考えます。 

  そこで、お聞きしたいのですが、まずは検診会

場の中で、今、検診会場の中で、乳がんってこう

いうものなんだよと型が置いてありまして、さわ

るとそのかたさがわかったりとかというのがあり

ますけれども、そこの掲示のところに、高濃度乳
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房はこういうものだよとポスターを張ってみたり

とか、または那須塩原市は、要は検診の結果の通

知を出すときに、マンモグラフィーと超音波検査

をやるのはこういう理由があるからですよという

のをお知らせするとともに、高濃度乳房というの

をご存じでしょうかという情報提供をするという

ことも大切ではないかと思いますが、そういった

取り組みについて、お考えのほうをお伺いをいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、高濃度乳

房の周知についてということで回答させていただ

きます。 

  議員ご指摘のとおり、高濃度乳房の状態に関す

る知識というのは余り知られていないのかなとい

うような気がいたしますので、告知ということに

なると、ちょっと一歩踏み込んでしまうので、ま

ずは初めに、イベント会場などで、議員おっしゃ

るような周知ができるかどうかということで検討

はしてみたいということで考えてございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。やはり自分の体のことですので、自分の

体のことを知るということは、そこから今度、本

人の意識や行動も変わってまいりますので、やは

り女性である以上、ここはとても重要なことにも

なりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

  そういった中で、もしリーフの中に配布するな

らば、またアンケートになってしまうんですけれ

ども、例えば高濃度乳房、知りたいですかとか何

とか、構成について質問してみるとか、そういっ

たことも一つ手なのではないかと思いますので、

これは急には難しいことではありますので、徐々

に周知のぐあいを見ながら取り組んでいただけれ

ばと思いますので、ぜひ取り組みのほうをよろし

くお願いをいたします。 

  続きまして、⑷番の血液検査のヘモグロビンＡ

１ｃの測定についてに移らせていただきます。 

  ヘモグロビンＡ１ｃは、血糖値と違いまして食

事の影響を受けないために、食前、食後を問わず

にいつでも検査できるものです。糖尿病の患者さ

んは常日ごろから摂生していないと、検査の前だ

け食事を控えても、この検査をすれば、日ごろの

不摂生はばれてしまいますので気をつけなきゃい

けないんですが、正常値としては4.4から5.8％、

ＨｂＡ１ｃを6.5以下にコントロールできている

と、網膜症、動脈硬化、腎症、末梢神経障害とい

った糖尿病による合併症をかなり防ぐことができ

ます。 

  先ほどの答弁の中では、糖尿病の発病予防や重

症化予防への効果を十分に検証した上で判断して

まいりたいとのご答弁をいただきましたが、例え

ば具体的な費用の面からの計算をしますと、デー

タヘルス計画に出ております平成27年の人工透析

患者数は、市内においては84名でした。そこで検

証されているのは、県と国と比較をすると、県よ

り糖尿病は少なく、国よりは多いと書かれており

ます。 

  一方で、人工透析にかかる費用といいますのは、

１カ月30万から50万になりますけれども、50万と

計算しますと、那須塩原市は84人だったので、84

掛けの、600万か、年平均600万になりますので、

600万で５億4,000万に、医療費がそれだけかかる

ということです。 

  これをどう見るかによると思いますが、少ない

と見るのか、多いと見るのか、それによって、十

分に検証したいという答弁の中では判断基準も変

わってきますので、どのように、その辺も踏まえ

た上で検証していくのかをお伺いをいたします。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） ヘモグロビンＡ１ｃ

の検証ということで答弁をさせていただきます。 

  今、議員のほうから、人工透析にかかる費用が

年間4,000万ということでよろしかったんですか

ね。 

○８番（星 宏子議員） 年間600万。 

○保健福祉部長（田代正行） 600万ですか。600万

ということでお話がありまして、これに対しまし

て、ヘモグロビンＡ１ｃ検査の値段がどのぐらい

かかるのかというのは、うちのほうである程度算

出をしておりまして、１人当たり、１回の検査で

500円ということで、これが先ほどから申してい

ます受診者、約４割ということで、大体１年間に

しますと１万人ちょっと、１万200人から100人ぐ

らいですので、これを掛け合わせますと、大体

600万ぐらいになるのかなというような、検査費

用は、になるのかなということですので、今、い

ただいた数字とこちらのほうをよく検証いたしま

して、今後、導入の可否について考えていきたい

と思っております。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０１分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 人工透析に係る費用とし

てもヘモグロビンＡ１ｃの費用対効果から見た検

証をぜひ今後、特定健診のメニューに入れていた

だけるように、ご検討のほうよろしくお願いいた

します。 

  続きまして、⑸⑹番は一括質問させていただき

ます。 

  メール配信は考えていきたいとの答弁でしたが、

既にデータ化して活用している自治体があります。

福岡県久山町です。「ひさやま元気予報」という

アプリをつくって、５年後、10年後、15年後の自

分の健康状態を予測できるものです。また、健康

指導の際に、国立がん研究センターのウェブリス

ク診断で10年後をチェックをできるものもござい

ますので、そういったものを活用しながら、メー

ル配信と健康アプリというものですが、そういっ

たアプリを利用してのＩＣＴ導入の考えがあるか

どうかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、データア

プリの導入の考え方について回答をさせていただ

きます。 

  データアプリということでは、私もネットなん

かでいろんな町のデータのアプリを見ておりまし

て、感じていることは、結構おもしろそうだなと。

自分のデータを入れて、今言われたように自分の

５年後、10年後の健康状態が出てくるということ

で。こういったものを仮に導入するとすれば、先

ほども言っておりますように健康に無関心な方の

掘り起こしもできるんではないかということで考

えておりますので、第１回目の答弁で申し上げま

したように、健康インセンティブという事業を検

討してまいりたいということを申し上げたかと思

いますが、その中でこういったアプリの活用がで

きないのかというような検討はしてまいりたいと

いうことで考えてございます。 
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○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  多方面からのアプローチは大切だと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、⑺番の質問に移ります。 

  特定健診の年齢引き下げに関してなんですが、

まず再質問といたしまして、がん検診の最新の受

診率のほうをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、がん検診

の最新の受診率ということで回答させていただき

ます。 

  平成29年度のがん検診を代表する５つの数値を

申し上げさせていただきます。 

  まず、胃がん検診23％、肺がん検診36.2％、大

腸がん検診37.6％、子宮頸がん検診44.3％、乳が

ん検診48.9％、以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 続きまして、乳がんの要

精密検査数をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 乳がんの要検査とな

った方の人数について回答いたします。 

  298人でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 乳がん検診は30歳からな

んですけれども、20代、30代からの若年性乳がん

というのもありますので、例えば20歳とか25歳で

の乳がんの節目検診ということでクーポンで発行

しながら、やはりここも対策を打っていくべきで

はないかと思いますが、その辺のお考えのほうお

聞かせ願います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 乳がんの25歳からの

導入ということで回答させていただきます。 

  乳がん検診については、先ほども言いましたよ

うに30代からということで、こちらのほうは１回

目の答弁させていただいたとおり、今のところは

考えてございません。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） それでは、30歳、35歳の

節目検診で健康指導に該当する方がいたら、その

人数のほうお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、昨年度の

節目検診ということで、30歳と35歳で行っており

ますものについて回答いたします。 

  221人がこの検診を受診しまして、要指導とな

った方が101名、要医療となった方が56名、治療

継続ということでなった方が２名、異常なしとい

う方が62名でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） その数字は増加傾向にあ

るのか、減少傾向にあるのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 増加傾向にあるかに

ついてお答えいたします。 

  内訳としまして、要指導のほうが年々、若干ふ

えているのかなという感じでございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ということは、若年とし

ても要指導がいるということで、やはりこれも必

要だと思います。特定健診の勧めということとド

ナーの第一歩ということで、例えば二十歳前後で
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特定健診のクーポン券などを配しながら、若い人

にも検診を勧めていけるような取り組みをぜひよ

ろしくお願いをいたします。 

  続きまして、３番の質問をさせていただきます。 

  がんは、生涯のうちに２人に１人は罹患すると

国の推計で出ています。がんは私たちの生命と健

康にとって重大な問題であることから、平成18年

６月にがん対策基本法が成立し、その理念に、

「がん患者が尊厳を保持しつつ安心して暮らせる

ことのできる社会の構築を目指す」と書かれてい

ます。国や地方公共団体は、医療・福祉資源を有

効に活用し、国民の視点に立ったがん対策を実施

することが求められていることから、本市におい

てがん患者のＱＯＬの向上を図るため、以下につ

いて伺います。 

  ⑴医療用ウィッグ購入費の助成について。 

  ⑵乳がん手術を受けた方用バスタイムカバー

（入浴着）の周知について。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、３のがん

患者のＱＯＬ向上の取り組みについて順次お答え

いたします。 

  初めに、⑴の医療用ウィッグ購入の助成につい

てお答えいたします。 

  医療用ウィッグ購入費助成につきましては、実

施する考えはありませんが、購入費助成に取り組

む自治体の情報を収集し、実態の把握に努めてま

いりたいと考えております。 

  次に、⑵の乳がん手術を受けた方用バスタイム

カバー（入浴着）の周知についてお答えいたしま

す。 

  乳がん手術を受けた方用バスタイムカバーにつ

きましては、認定ＮＰＯ法人日本乳がんピンクリ

ボン運動の公式ホームページや黒磯観光協会、塩

原温泉郷公式ホームページでバスタイムカバーが

使える宿泊施設について紹介されております。 

  市といたしましても、バスタイムカバーについ

て市民の理解が深まるよう、市のホームページや

広報等で啓発、周知を図ってまいりたいと考えて

ございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ⑴については了解をいた

しました。ぜひ研究のほうをお願いします。 

  ⑵バスタイムカバーにつきましては、乳がんを

罹患された方は、ＮＰＯ法人のピンクリボン運動

のホームページから入る方も多いと思いますので、

ぜひそちらのＮＰＯさんのほうのホームページの

ほうにも掲載していただけるように取り組みを考

えてはどうかと思いますが、所見のほうを伺いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） ピンクリボン運動の

公式ホームページに掲載という関係で回答させて

いただきます。 

  こちらのほうにつきましては、市といたしまし

ては、がん患者の方が安心して暮らせる環境づく

りの一環であると考えられることから、掲載のほ

うは検討していきたいということで考えてござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひ検討をお願いします。 

  それとあと、検診のときにポスターを張って、

バスタイムカバーを展示するなど、そういったも

のも広く周知できると思いますが、お考えのほう

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 
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○保健福祉部長（田代正行） バスタイムカバーの

周知ということで回答させていただきます。 

  こちらのほうにつきましては、市の検診会場に

おきましてポスターなどを張ってバスタイムカバ

ーの理解が深まるようにしていきたいと考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  ９月はがん征圧月間、10月はピンクリボン月間

とがんに関する関心も高まりつつあります。その

中で、やはり女性のがんを患う方も多くいるもの

ですから、もう女性に特化したウィメンズ検診な

ども含めて、女性に優しい健康づくりということ

も市のアピールになると思いますので、健康づく

りのために取り組んでいただければと思いますの

で、よろしくお願いをいたします。 

  以上で３番の質問を終わらせていただきます。 

  続きまして、４番の質問に移ります。 

  獣害対策について。 

  日本全国における鳥獣による農作物の被害は拡

大しており、本市においても被害は拡大していま

す。市は、県や猟友会等と連携をし、追い払いを

実施するなどしていますが、ことしは特に猿被害

が大きく、今夏も収穫間際のトウモロコシが耕作

地の３分の２以上の被害を受けた農地もあります。 

  特に猿は学習能力も高く、自力で農地を守るに

は限界があることから、以下について伺います。 

  ⑴獣害対策の現状と課題について。 

  ⑵過去５年間の農作物への被害総額の推移につ

いて。 

  ⑶猿対策について今後新たな取り組みをしてい

く考えは。 

  ⑷獣害対策の担い手に対する支援の充実は。 

  以上を質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 星宏子議員の獣害対策につい

て順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の獣害対策の現状と課題についてお

答えを申し上げます。 

  まず、現状の対策としましては、猟友会に有害

鳥獣捕獲業務を委託をしておりまして、那須塩原

市鳥獣被害防止計画に基づき鳥獣の個体数の管理

を行うとともに、鳥獣対策巡視員による捕獲や追

い払い、さらには電気さく等の補助により獣害被

害の軽減や防止対策に努めているところでありま

す。 

  また、課題といたしましては、野生獣の出没や

被害が拡大していることから、地域、行政、猟友

会などの関係者が一体となった対策が重要であり、

関係者の連携を強化し、地域全体での効果的な対

策の実施が必要であると考えております。 

  次に、⑵の過去５年間の農作物への被害総額の

推移についてお答えをいたします。 

  平成25年度4,150万円、平成26年度約7,000万円、

平成27年度約6,650万円、平成28年度約6,300万円、

平成29年度約8,900万円となっております。 

  次に、⑶の猿対策について、今後新たな取り組

みをしていく考えについてお答えをいたします。 

  猿に特化した対策ではなく、鳥獣被害対策全体

になりますが、鳥獣被害対策の実践的な活動を担

っていただく野生鳥獣被害対策実施隊の発足に向

け、現在、各猟友会支部との代表者と協議を進め

ているところでございます。 

  最後に、⑷の獣害対策の担い手に対する支援の

充実の考え方についてお答えをいたします。 

  現在、新規第１種銃猟免許取得者には定額１万

円、また新規網猟、わな猟免許取得者には定額

5,000円の補助金を交付をしているところであり
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ます。新規担い手の拡大を図っております。 

  今後、関係者の意見などを伺いながら、支援の

充実を検討してまいりたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） では再質問に移らせてい

ただきます。 

  ⑴番の獣害対策についてですが、鳥獣捕獲の数

と推移のほうをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 鳥獣捕獲の数と推移

ということでございます。 

  それでは、直近３カ年の数字を申し上げたいと

思いますけれども、まず、猿につきましては、平

成27年度が92頭、28年度が98頭、平成29年度が78

頭となっております。イノシシにつきましては、

平成27年が39頭、平成28年が117頭、平成29年が

97頭となっております。それから鹿につきまして

は、平成27年が142頭、平成28年が271頭、平成29

年が277頭となっております。それから、熊につ

きましては、平成27年が３頭、熊につきましては

捉えた後、放獣という数もございますけれども、

平成27年度は放獣はゼロとなっております。それ

から平成28年が27頭、うち５頭については放獣し

ております。それから平成29年については５頭、

こちらも放獣についてはゼロとなっております。 

  それから、鳥類ということで、カラスとかカモ

ですとかそういうのも全般ですけれども、平成27

年が847頭、平成28年が794頭、平成29年が696頭

といった推移になってございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 了解いたしました。 

  減る鳥獣もいれば、ふえる鳥獣もいるというこ

とだと思いました。 

  また、追い払いの効果と課題についてもお伺い

をいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 追い払いの課題と効

果というところでございます。 

  有害鳥獣対策として、先ほど申し上げました駆

除のほかに追い払いというのも効果として有効だ

というふうになっております。ただ、追い払いに

つきましては、徹底的な追い払い、見かけたら１

頭であっても徹底的に追い払うというところが非

常に効果を上げるというところでございますが、

なかなか人手の問題、それからそういう体制の問

題で、徹底して追い払いがなかなかできていない

というところが課題かと思います。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 人手の問題が課題になっ

ているということで、わかりました。 

  また、農林水産省におきましては、ＩＣＴを活

用した有害対策の実証実験なども進めております

が、本市も先ほど人手不足というお話もありまし

たので、ＩＣＴ、例えばドローンでありますとか、

そういったものを活用して効果的に捕獲をしたり、

追い払いをするという考えがあるかどうか、お伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） その辺につきまして

は、今後検討してまいりたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） それでは、⑵番の質問に

移ります。 

  ５年間で被害額が倍増しているというふうに私

は受け取りましたが、これについてはどのように

考えますか伺います。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 被害額がふえている

というところについてどのように考えるかという

ことですけれども、確かに被害額がふえていると

いうことは深刻な問題になっているというふうに

認識はしております。 

  ただ、この辺につきましては、被害額の算出方

法、計算方法、その辺をどの程度の精度をもって

実施したかというところもありますけれども、被

害というものは減っていないというところは間違

いありませんので、この辺につきましては、先ほ

ど答弁で申し上げましたとおり、実施隊の編成等、

これまでやってこなかった対策を充実させること

によって被害額はできるだけ早く減らしていきた

いといふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  続きまして、⑶番の再質問に移ります。 

  野生鳥獣被害対策実施隊の発足につきましては、

28年３月にほかの議員が一般質問しました。それ

から約２年経過したわけですが、いまだに発足で

きていないのが状況であると思います。現在の進

捗状況を伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 実施隊の発足の状況

というところでございますが、こちらにつきまし

ても、先ほど市長のほうから答弁させていただき

ましたとおり、現在、主たるメンバーというとこ

ろが猟友会、そのほかに市民等も実施隊には入る

わけなんですが、主たるメンバーの猟友会と実施

隊の結成に向けて今協議を進めているというとこ

ろでございます。 

  繰り返しになりますが、できるだけ早い発足を

目指したいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） これ以上被害額をふやさ

ないように、断固たる決意で市が本当にリーダー

シップをとってトップダウンでぜひ進めていただ

ければと思います。 

  また、猿の生態につきましては、やはり詳しい

専門家のアドバイスなども必要になってくるので

はないかと思いますが、それと同時に、先ほども

答弁でいただきました地域の取り組みもとても必

要であると思います。私たちのそういった認識を

広めるという意味においても、その生態に詳しい

専門家の講演だったりとか、または地域センター

で取り組んでいて、要は成功している自治体の担

当の方を呼んでの講演会などは考えていくといい

とは思いますが、そのお考えのほうをお伺いいた

します。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 被害を減らすための

対策というところでございますけれども、やはり

被害の多い地区というところについては、農家以

外の方の協力というのも当然必要でございます。

例えば餌となるような食べ物といったものを廃棄

する際には外には廃棄しないとか、そういうこと

で農家以外の方につきましても鳥獣が寄らないよ

うな対策というのは、地域を挙げて取り組んでい

く必要があると思います。 

  そうしたことの意識啓発を行うための講座ある

いは講習会、専門家を招聘しての講習会なども有

効だと思いますので、その辺についても今後実施

してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いをい
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たします。 

  続きまして、⑷番の質問に移らせていただきま

す。 

  新たに免許取得をする方の補助の交付のほうは

わかりましたが、問題は、その先になると思いま

す。免許更新または弾代とか、各種諸費用が年に

８万ぐらいかかるということも聞いています。な

ので、それを維持するのが大変だということでや

めたという方もいらっしゃる。また猟友会の高齢

化ということも問題にはなっているかと思います

が、やはり鳥獣対策実施隊の結成になれば国から

の補助なんかも出ると思いますが、そのあたりの

交付金という部分はどのくらい出るのかお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 実施隊を結成した際

の国からの交付金ということでございますけれど

も、基本的には、実施隊を結成した際には国から

約８割程度の特別交付税措置があるというところ

でございます。 

  そうした中で、条例等で実施隊にかかわる方の

報酬等を定めたり、そういった形で、あとはもう

免許の更新費用が免除になったりとか、いろいろ

実施隊を組織することによって国からの財政支援、

それから実施隊になっていただいた方のそうした

負担軽減といった措置もありますので、そういっ

たものをうまく活用して円滑な実施隊の運営とい

ったものに取り組んでまいりたいというふうに考

えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） やはり実施隊が結成され

るかどうかというのは、市の持ち出し分も少なく

なりますので、また対策も進みます。捕獲した頭

数の手数料というんですか、そういったお金のほ

うの補助もかなり違ってくると思いますので、そ

こはモチベーションアップにもなると思います。

なので、大田原市とか那須町のほうはもう実施隊

のほうはできていまして、がんがん活躍をしてい

るというお話も聞いておりますので、そこから逃

げた獣たちが那須塩原市に集まってもらっても困

りますので、こういった対策は全部一体となって

やって、足並みそろえてやっていったほうがより

効果的にその威力を発揮するものだと私は考えて

おりますので、ぜひ実施隊が発足していただくの

が一番いいのですが、もし発足がまだまだかかる

ようでありましたら、その分に関しましては多少

上乗せしてでも市単独で補助メニューを実施して、

担い手不足も解消できるのではないかと思います

が、そのお考えのほうをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 実施隊が結成をなか

なかできなかったときどうするかというところの

ご質問でございますけれども、その辺につきまし

ては、実施隊のこれからの進捗状況といいますか、

その辺を見ながら検討させていただきたいと思い

ますけれども、当面は、実施隊の結成に向けて全

力を挙げてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひ一日でも早く実施隊

が結束することを祈りつつ、ぜひよろしくお願い

をいたします。 

  以上で一般質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で８番、星宏子議員

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◇ 齊 藤 誠 之 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、７番、齊藤誠之議

員。 

○７番（齊藤誠之議員） 皆さん、こんにちは。議

席番号７番、那須塩原クラブ、齊藤誠之です。 

  残る３人の質問者になりました。もう少し頑張

っていただきたいと思います。よろしくお願いい

たします。 

  それでは、１、本市の住みよさランキングにつ

いて。 

  東洋経済新報社の住みよさランキング2018が発

表されました。今年度の本市の順位は、全国では

223位、（前年度129位）、県内では５位（前年度

４位）となっており、残念ながら順位が下がって

いる状況です。このランキングは毎年公表されて

おり、さまざまなランキングがある中での一つの

指標ではありますが、本市としての考えをお伺い

いたします。 

  ⑴以前の質問で、この住みよさランキングで発

表された順位に対しての影響及びこの結果を重視

しているか所見を聞いたところ、一つの客観的デ

ータとして「住みよさランキング」と称し公表さ

れていることから、市のイメージに対する影響は

少なからずあるものと考えるが、これらのランキ

ングにはとらわれることなく、市民優先の市政運

営を推進していくことが基本姿勢であるとの答弁

がありました。 

  今年度、この順位の発表に対して、改めて所見

をお伺いいたします。 

  ⑵今年度よりランキングの算出で用いられてい

る５つのカテゴリー15統計から、同カテゴリーの

安心度内の算出指標の保育施設定員数－待機児童

数（ゼロ～４歳人口当たり）が年少人口（ゼロ～

14歳）増減率に変わり、また利便度内には新たに

飲食用品小売事業所数（可住地面積当たり）の評

価基準が追加され、合計で16指標に変更されまし

た。 

  この変更された項目も含め、本市としてはどの

項目が重要と認識し、改善するための指標として

注力できるものがあるかお伺いいたします。 

  ⑶本市の移住定住（住みよさ）を追求していく

中で、市独自で行う施策の展開がどのように変化

しているかは、こういった数値の指標があること

で捉えやすくなると思います。 

  今後、本市の住みよさをどのように考え、市の

施策として取り組んでいくのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 齊藤誠之議員の本市の住みよ

さランキングについてご質問がございました。順

次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の今年度の順位の発表に対しての所

見ということでございますが、今年度のランキン

グは、算出のための指標の一部に追加や変更があ

ったため、全体といたしまして順位に大きな変動

が生じているという状況にございます。 

  本市の順位は、昨年度と比較をいたしますと下

がっておりますが、引き続き市民優先の市政運営

を推進してまいりたいと考えております。 

  次に、⑵の16の指標のどの項目が重要と認識し、

改善するための指標として注力できるものがある

かについてお答えをいたします。 

  住みよさランキングに用いられております16の

指標は、いずれもまちの姿を示す客観的な指標で

あり、本市においても、転入転出人口比率や出生

数を用いて人口ビジョンの目標人口を定めている

ところであります。 

  市の将来像「人がつながり新しい力が湧きあが
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るまち那須塩原」の具現化に向け、第２次那須塩

原市総合計画や、まち・ひと・しごと創生総合戦

略に基づく各種施策を推進していくことによりま

して、それらの指標の向上にもつながるものと考

えておりますので、引き続き、施策の推進と市民

の満足度の向上に努力をしてまいりたいと思いま

す。 

  最後に、⑶の今後の本市の住みよさをどのよう

に考え、市の施策として取り組んでいくのかにつ

いてお答えをいたします。 

  本市における住みよさは、市民誰もが健康で安

心して生活できるまちということであると考えて

おります。 

  今後も、こうした考えのもと、第２次総合計画

の４つの重点プロジェクトが目指すまちづくりや、

まち・ひと・しごと創生総合戦略に掲げた重点施

策に取り組んでまいりたいと考えています。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 市長のほうからご答弁い

ただきました。 

  毎年質問させていただいているので、あらかた

聞いていくことは狭まってしまうんですが、今回

も順位が公表されたということで、先ほども答弁

が私の質問からあったとおり、指標が２つほどふ

えたという形で、逆に返せば、大きなランキング

として、昨年もとらわれることがないという中で、

市としては該当項目がより身近になったものがあ

るというふうに捉えており、今回も聞かせていた

だいた経緯がございます。 

  その中で、先ほど言ったとおり２つのカテゴリ

ーの話なんですが、子育て環境が支持されて選ば

れていることを示すものが今回の一つの安心度内

にある年少人口増減率に変わり、そして主に買い

物の利便性をあらわす利便度内に、この可住地あ

たりの飲食料品の小売事業所数が追加されたと。

これはコンビニエンスストアも入っているそうで

す。こういったより都市部にランキングが行きそ

うなものの数値でありながら、実際には那須塩原

市、本市においてもこういった科目的な指標につ

いては参考になるところがあると思うんですが、

今後もこういったランキング自体はどのような解

釈で捉えていくのかをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） どのように接していくか

難しい質問かというふうに思っておりますが、基

本的な考え方としましては、昨年もお答えし、先

ほどの市長の答弁にありましたように、この指標

に一喜一憂するということではなくて、指標にと

らわれるんではなくて、市の施策を展開すること

によって、それが指標に反映されていくのだろう

というのが基本的な考え方でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 余りとらわれずと言いな

がら、どう接しますかということで、確かに難し

い質問だとは思うんですが、一応その該当項目を

重ねてみましょうということで、先ほど答弁にも

ありましたとおり、本市においても同じような項

目では人口ビジョンの目標人口を定めているとか、

そういったもので使っているものがあるというこ

とになってきます。 

  例えばこの東洋経済の住みよさランキングに宛

てがうと、目標の人口において転入転出であった

り、出生数を入れると、安心度や快適度が上がっ

ていくと、こういった捉え方ができるはずなので

す。そういった中で、先ほどと少しかぶりますが、

こういった参考になる順位としての捉え方として

はどうお考えかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 
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  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 転入転出の人口の推移と

私どもが進めようとしている政策としても成果指

標等に用いておりますので、これが順位にどうの

こうのということではなく、私どもは同じような

捉え方をして、しっかりとこれに取り組むと。 

  ちなみに、この転入転出の人口の推移なんかも、

平成28年度の数字はマイナス232人という数字を

私どものほうで捉えておりまして、つい先日発表

されたものですが、平成29年はマイナス６人とい

う数字に変わってきております。やはりこれまで

の施策が少しずつ効いてきているのかな、反映さ

れてきているのかなというふうな捉え方を今して

おります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 前回の答弁にあったとお

り、自分たちの施策をやっていけばそういった効

果があらわれるということで、今言っていただい

たとおり数値が逆にこういった流出に関して、転

出に関しては減っているということで効果があら

われていると思います。実際、ランキング指標で

用いられる参考資料においても、大体、前年度２

年ぐらいの経過を使っていますので、来年度以降

は、またひょっとしたら数値に変化があるという

ふうに捉えられるかもしれません。 

  実際、全国を相手にしてとなりますと、都市部

であったり、公共交通であったり、全てが網羅さ

れている場所にはかないませんが、栃木県内とし

ては、やはり気にするなというよりは、気にはし

ていただきたいと思っております。 

  その中で、前年度と変わらず、県内で唯一１位

の項目があり、それが利便度ということでした。

今回の指標が変わっても、利便度が県内では１位

だったということで、こういったものに関しては、

先ほどの答弁があったとおり、本市の施策が評価

されている中での順位ということなので、順位ど

うこうとは言いながらも、順位が１位であるとい

うことに関しては、施策の充実と理解することは

できるのではないかと思いますが、そちらの考え

もお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田一彦） 那須塩原市がこれまで行

ってきた施策が結果的に反映されたというふうに

考えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ありがとうございます。 

  上がるときには、例えば施策が充実していて、

下がるときには充実していないという評価ではな

いと思うんですけれども、第三者の評価ですので、

自分たちとは食い違った査定がなされる可能性が

ある。ましてや数値なので、やっている内容まで

見えていないんですよね。ただ、昨年度も言った

とおり、こういったランキングを発表されるとい

うことは市民の方も少なからずとも閲覧する方が

いらっしゃると。その中で本市が頑張っていると

いったとしても、全体的に順位が落っこっている

という形のときの言いわけの中では、うちら頑張

っているんだけどねという話ではなくて、うちら

はもう先ほどの答弁あったとおり、信じながらや

っていくことで、順位はこれから反映されていく

と、そういった話があったほうが市民にとっても、

皆さんにとってもモチベーションが上がっていく

のかなと。上がり続けることというのは結構大変

ではありますが、下がり続けることもちょっとあ

んまり名誉なことではないので、そういったとこ

ろを考えつつ、本市の中では、しっかりと先ほど

市長答弁あったとおり施策を展開していっていた

だきたいと思っております。 

  その結果、この３年間、一番最初の当初では二
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桁で県内１位になったことがありましたが、算出

の指標がそうやって変わっていく中での本市の展

開ですね、こちらに期待をしていきたいと思って

おります。 

  その本市の中で進めていく数値が最終的になん

ですが、今現在５位ということで、間にさくら市

さんとどこでしたっけ入っているんですね、新幹

線停車駅としては県北の雄都として、本市は少な

くてもトップ３を目指していただきたいと思って

おります。その先のコーカスに関しましてはやっ

ぱり人口の分母、母体の部分がかなり大きく左右

されてくる部分もありますし、那須塩原市は可住

地面積も山林を除いたとしても大きなところがあ

りますので、そういったところで順位が押し下が

っているところは余り気にしなくてもいいのかな

とは思っております。ただ、言葉の要素において

は、住みよさ、あるいは快適、利便、安心、こう

いった言葉は皆さん気にするところだと思います

ので、ぜひそこも注視してやっていってくれたら

なと思っております。 

  この中で、最後のほうになってしまうんですが、

先ほども市長のほうでは、本市における住みやす

さは市民誰もが健康で安心して生活できるまち、

また今後も第２次総合計画の４つの重点プロジェ

クトを目指して重点政策に取り組んでいくという

お話がありました。市民目線の市政を続けていく

ことが本市独自の住みよさにつながっていくこと

ということで解釈をしてよろしいのかを含めて、

市長のお言葉をいただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） まちづくりについての考え方

についてちょっと見解をということでございます。 

  その前に、私、就任当時からランキングには余

りこだわらないよという話をしてきた経過がござ

いますので、今回残念ながら下がったということ

でございます。こういったものには一喜一憂する

ことなく、今まで進めてきたまちづくりの方向性、

それは間違いがないというふうに私は確信をして

おりますし、今後とも第２次の那須塩原市の総合

計画、そしてまち・ひと・しごと創生総合戦略、

こういったものに掲載をされた重点施策について

積極的に取り組んでいって、市民がやはり安心し

て住めるまちづくり、そういったものを目指して

これからも努力をしてまいりたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 市長のほうからお言葉を

いただきました。力強い答弁ということで、この

先の施策をしっかりと展開していただいて、残念

ながら気にしなくても、来年もまた順位は出てき

てしまいますので、その順位も上がることを期待

申し上げまして、この項目の質問は閉じさせてい

ただきたいと思います。 

  続きまして、２、本市の学校給食について。 

  ８月21日に新共英学校給食共同調理場が落成さ

れ、旧共同調理場で懸念されていた問題は解消さ

れ、引き続き本市の給食は３カ所の共同調理場と

自校方式での給食の提供をできるようになりまし

た。これからも本市の子どもたちに安心・安全な

給食を提供し続けていくには、食材提供、栄養管

理、調理、配送とたくさんの方の協力が必要であ

り、その連携はとても重要であることから、以下

の点についてお伺いいたします。 

  ⑴新共英学校給食共同調理場が落成されたこと

で、各学校の給食配送の区分について、改めてお

伺いいたします。 

  ⑵それぞれの食材の仕入れ先についてお伺いい

たします。 

  ⑶本市の給食費については、各ご家庭から材料

費のみを負担してもらっておりますが、新たな共
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同調理場の新築により市の財政負担が大きかった

中で、給食費の変動等は起きないのかどうかお伺

いいたします。 

  ⑷給食のメニューについてはさまざまな工夫が

なされておりますが、現在の状況をお伺いいたし

ます。 

  ⑸市内にある県立那須拓陽高校の食品化学科で

は、キスミルという乳酸菌を開発し、現在さまざ

まな場所でＰＲを行っております。地元の高校生

がつくったこのキスミルを学校給食に取り入れ、

提供することはできないのかお伺いいたします。 

  ⑹本市には栄養士がおり、各学年の栄養バラン

スを考えたメニューの作成をし、それに見合った

材料の調達などを行っていると思いますが、最近

の異常気象などにより食材が入らなくなるような

事態を想定していくべきだと考えますが、本市の

対応をお伺いいたします。 

  ⑺食材によっては国産で賄えないものもありま

すが、栽培の過程で不安が多い外国産に頼るよう

な事態にはならないのかお伺いいたします。 

  ⑻食材に関して、本市では仕入先の農作物の栽

培状況の確認等は行っているのかをお伺いいたし

ます。 

  ⑼体の健康には腸内環境の影響が多くかかわっ

ていると言われてくるようになりました。本市の

今後の給食のあり方について、この腸内環境の大

切さについての考え及び対応をお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） それでは、齊藤誠之議員

の２の本市の学校給食について順次お答えいたし

ます。 

  初めに、⑴の新共英学校給食共同調理場の落成

に伴う各学校の給食配送の区分についてをお答え

いたします。 

  新共英学校給食共同調理場の落成に伴いまして、

黒磯地区内において再編を行いました。黒磯学校

給食共同調理場の担当校12校のうち６校を共英学

校給食調理場に担当校を変更しました。その結果、

黒磯学校給食共同調理場が小学校４校、中学校２

校の計６校に約1,600食を、共英学校給食共同調

理場が小学校７校、中学校４校の計11校に約

3,900食を提供しております。 

  なお、西那須野学校共同調理場及び塩原地区の

自校調理場につきましては担当校の変更はありま

せん。 

  次に、⑵のそれぞれの食材の仕入れ先について

お答えいたします。 

  基本物資とされている米飯、パン、牛乳につい

ては全て公益財団法人栃木県学校給食会から購入

しております。 

  多くの食材についても同給食会から購入してお

りますが、野菜については主に黒磯那須公設地方

卸売市場と那須野農業協同組合から、また、肉や

みそ、コンニャクなどは地元の商店から購入して

おります。 

  次に、⑶の新たな共同調理場の新築により市の

財政負担が大きかった中で給食費の変動等は起き

ないのかどうかについてお答えいたします。 

  新調理場の建築に伴う財政負担による給食費の

変動はありません。 

  次に、⑷の給食のメニューの工夫の状況につい

てお答えいたします。 

  学校給食の献立につきましては、学校給食摂取

基準を踏まえ、各栄養素をバランスよく取り入れ、

できるだけ多くの種類の食材を使用するとともに、

味つけや食材の切り方を工夫するなど、魅力ある

おいしい給食の提供に努めているところでありま

す。 

  次に、⑸の地元の高校生がつくったキスミルを



－264－ 

学校給食に取り入れ提供することはできないかに

ついてお答えいたします。 

  那須拓陽高校オリジナル乳酸菌飲料の「拓陽キ

スミル」はカルシウムを多く含み、食材として適

しているものと認識しております。ただし、学校

給食での提供については、その生産量が限られて

いること、また製品が濃縮タイプのもののみであ

ることから、児童生徒への提供方法など課題があ

るため、那須拓陽高校の意向を踏まえながら検討

してまいります。 

  次に、⑹の異常気象などにより食材が入らなく

なるような事態における本市の対応についてお答

えいたします。 

  異常気象などにより食材の確保が困難な場合は、

栃木県学校給食会が取り扱う冷凍食品などに切り

かえて給食を提供することになります。 

  次に、⑺の栽培の過程で不安が多い外国産の所

在に頼るような事態にはならないのかについてお

答えいたします。 

  学校給食で使用する食材についてはできる限り

国内産のものを使用し、地産地消の推進を図るた

め地元産のものについても取り入れるよう努めて

おります。 

  食材によっては外国産のものを購入することも

ありますが、購入先である栃木県学校給食会にお

いて食品製造会社への指導や品質等の調査を実施

し、安全性を確保した上で納品されております。 

  次に、⑻の食材に関して本市では仕入先の農作

物の栽培状況の確認等は行っているのかについて

お答えいたします。 

  食材に関して市の担当者が仕入れ先の農作物の

栽培状況確認することは行っておりませんが、納

品の際には納品を確認する責任者が数量、品質、

鮮度などについて点検しております。 

  最後に、⑼の本市の今後の給食のあり方につい

て、腸内環境の大切さについての考え及び対応に

ついてお答えいたします。 

  学校給食は学校給食摂取基準による栄養素の視

点から献立を作成しております。近年、腸内環境

の大切さについて話題になっているところですが、

提供する給食には腸内環境を整えるとされている

乳酸菌などを有した食材も用いており、今後とも

引き続きそれらの食材の使用も努めてまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 長い答弁ありがとうござ

いました。 

  それでは、順次再質問していきます。ところど

ころ行ったり来たりしますので一括にて行います。 

  ⑴番に関しまして、落成されたということで、

この間セレモニーのほうにも行かせていただきま

した。これからこちらの調理場で約3,900食を提

供していくということです。そちらの今まで露見

されていた故障であったり、修理だったりという

ものが不安がなくなったのですが、今後、共英の

調理場ができ上がったことで黒磯調理場の今後の

営業の形はどうなっていくのかをお伺いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 新しい共英調理場が今回

稼働が始まったということですけれども、現在、

先ほど申し上げましたように3,900食ということ

でつくっています。機材の設置により、最大

5,000食まで対応が可能ということになります。

現在、黒磯共同調理場と共英調理場を合わせます

と5,000食を超えているというような状況になっ

ておりまして、この後、黒磯地区の人口の推移と

いうんですか、児童生徒の推移を見ながら、ある
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程度一つの調理場で対応が可能になると、これ共

英調理場のほうで5,000食を下回って対応が可能

になるということであれば、その時点で市のほう

で抱えています公共施設の総合管理計画でも求め

ているように、同じような施設については統合と

いうところで進めていきたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） はい、了解いたしました。 

  それでは、⑵のほうに入らさせていただきます。 

  食材の仕入れ先についてなんですが、各食材に

ついての購入についての詳細をお伺いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 各食材の購入先というこ

とだと思うんですけれども、まず基本物資、先ほ

ど申し上げましたように米飯、パン、牛乳につい

ては全て学校給食会から購入しております。 

  そのほかの食材についても、大体７割ぐらいは

学校給食会から購入をしているということなんで

すけれども、そのほか肉については地元の食肉組

合というところ、これについては市内のお肉屋さ

んで構成しているような組合になります。また、

おみそ、コンニャク、麺、こういうものなどにつ

いては地元の商店を購入先ということで購入をし

ている状況になっています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 学校給食会から手配をし

ているということなのですが、本市の場合は米飯

組合だったり、パンのほうの提供があると思いま

す。こちらはその学校給食会からお願いされてい

る業者から搬入されていると理解してよろしいの

かお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 議員のおっしゃっている

とおりでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 私のほうの聞いたお話な

んですが、共同調理場が始まる前までパンのほう

も実は不手際があって、この市内、近隣も含めた

市のパンの提供がとまっていたと。そのかわりに

学校給食会にお願いをしたときに、学校給食会か

ら手配をされたパン屋さんが至急的に那須塩原市

へパンを届けてくれていたという話をお聞きいた

しました。 

  これは学校給食会に本市のほうが、パンの提供

がとまったのでお願いしますという形をして、多

分、学校給食会のほうで手配してくれたというと

ころまではストーリー上いいんですが、そういっ

た方々が近隣で近いところからパンを運んでくれ

ればよかったのですが、宇都宮の市内のほうから

那須塩原市までわざわざパンを運んでくれたと。

パンを運んでくださる方は、子どもたちにパンを

食べてもらいたいということで全面に協力をして

くれたという話がございます。それが今回、大田

原市のほうに新たにパンの製造所ができ上がると

いう話を聞きました。 

  そういった流れで、もちろん地元にパン屋さん

ができるということは、輸送コストも考えれば近

い場所になるということで、同じく学校給食会の

ほうに発注をしたら、地元のパン屋さんになった

ということで、食べる側としては何ら問題もない

話ではありますけれども、もともとまで約半年間

以上提供していてくれたパン屋さんのほうでは、

そういった話は聞かされてはいたけれども、打ち

切り方に関しては、これまで那須塩原市に運んで

きてくれていた中で、発注の中間会社が切ってし

まったことで終わってしまったという話を聞きま
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した。 

  この先にも続いてくる話なんですが、その学校

給食会にお願いをすることによって、そういった

後ろでドラマが繰り広げられているという形でい

けば、子どもたちにはおいしい給食を食べていた

だくことがモットーとされておりますが、こうい

った執行部に関しましては、その先までしっかり

と情報を仕入れて、そういった対応をしていただ

きたいと思うんですが、いかがお考えでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 今議員さんのおっしゃっ

ていたパンの納入の方法なんですけれども、これ

については県内で17工場ほど学校給食会で加工を

委託している工場があるとお聞きしております。

その中で、夏休み前まで４工場、これ遠いところ

ですと鹿沼、真岡というところもあります。そう

いうところからやはり納品をしていただいたとい

うところでございます。 

  今回、夏休み明けにパン工場が変わったという

ことなんですけれども、これにつきましては大田

原に新たに工場ができたというところで、学校給

食会のほうでもそちらのほうをというような指定

になってきたということで、その先ですね、学校

給食会での工場の指定のやり方については、ちょ

っと市のほうではそこまでは把握はしていない状

況でしたので、当市としましては、学校給食会に

お願いしている中で、ただ単に変更があったのか

なというようなことで感じております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ふだんの扱い方であれば

そうなんですが、そういったところもあったほう

が、本市の場合は直接入ってくるものに関しての

クレームが学校給食会でいいのかというと、その

先には使ってもらっている会社があるということ

なので、そういったところも今回私も初めてのケ

ースだったので、そういった対応もあればいいの

かなと思いましたので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  それでは続きまして、食材の発注については、

いつ、誰が行っているのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 食材の発注については、

毎月栄養士さんが翌月の献立をつくります。その

ときに合わせまして、前の月の20日ごろに一括し

て翌月の分の食材のほうの発注というものをして

いる状況です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） その発注する場所の選定

なんですが、私もちょっとホームページ開かせて

いただいて、学校給食会だったら学校給食会のペ

ージを開いてみました。パスワードを入れると発

注できるようなシステムになっておったんですが、

これ以外に関しましても、先ほど言ったとおり、

地元のお肉屋さんだったり、ＪＡさんだったりと

いうところがあるというお話を聞きました。そう

いった発注する場所に関しては教育委員会のほう

で指定しているのかどうか、お伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 発注する場所、お店につ

きましては、その食材、材料として使う量という

ものは、結構共同調理場の場合多いというような

状況もありますので、それをそろえられるお店と

いうようなところは通常、大体同じようなお店に

なってしまうんですが、学校給食会以外でもそう

いうところに発注するようなことで、これは発注
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する栄養士さんに任せている状況になっています。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） もう一つ、例えば新設が

あって、教育委員会のほうでもそれ認められます

みたいな形になった場合には、しっかりとその栄

養士だったりのほうに連絡をしてやっていくとい

うことでよろしいんですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 事業者のほうから教育委

員会のほうに来れば、こういうようなお店のほう

で営業がありましたというような形で栄養士さん

のほうに連絡することもありますし、直接調理場

のほうに、うちのほうでこういうのが今度納める

られるようになりましたというようなことで営業

がある場合もあるかと思いますので、その中で、

実際に給食の材料として購入できるかどうかとい

うのを判断を調理場のほうに任せているような状

況になっております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  それでは、３番に移ります。 

  給食費についてなんですが、随分前の質問のと

きに私したことがあるんですが、来年度には消費

税が10％に上がる可能性があるというふうに伝え

られております。給食費についてはこのような消

費税に関しましての検討なんかはどの段階で行う

のかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 消費税、来年度10％に上

がるということなんですけれども、それ以前に、

給食費については平成22年度のときに今いただい

ている額に改定して以来、その間、消費税が一度

上がったりしていますけれども、変更することな

く給食費のほうをいただいて食材のほうを購入し

ながら提供している状況になっています。 

  その中で、やはり物価の上昇であるとか、先ほ

ど言った消費税、一応上がっていますので、そう

いうような状況から副食に係る費用、おかずとか

をつくる費用については若干やはり減少していま

して、平成22年の会計時から比べますと、昨年度

で１食当たり１人８円ぐらい減っているような状

況になっています。 

  一応こういうこともあるんですけれども、実際

に来年度、消費税10％に上がるということもあり

ますけれども、給食費の値上げというものは、な

かなか保護者の経済的な負担というものを強いて

しまうということもありますので、その中で、ほ

かの自治体での取り組みなんかもちょっと状況を

見ながら、じゃあどのぐらいその負担軽減ができ

るかなというところで、児童生徒については米飯

の委託炊飯に係る手数料、これ米飯加工賃と言っ

ていますけれども、これが１食当たり大体24円ち

ょっというものがかかっていると。この部分につ

いて公費を負担してということで副食代のほうを

少し、給食費を値上げしないで何とか賄っていけ

ればなということで考えております。 

  当面、現在の給食費というものについては継続

していくというような考えでおります。ただ、状

況によりましては、やはり給食費の見直しという

のも将来的には考えなくちゃならない時期もある

かもしれませんが、当面は現状で継続していきた

いと考えているところです。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 
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休憩 午後 ２時０１分 

 

再開 午後 ２時１０分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それでは、ただいまの３

番に関しましては、今のところ変動がないという

ことで理解いたしました。 

  続きまして、４番のほうに移らせていただきま

す。 

  自校方式を採用している学校とかでは、給食の

メニューについて工夫されているものは出ている

のかどうかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 自校方式ということで、

比較的少人数の調理をしているところについては、

塩原小中学校、こういうところ義務教育学校のほ

うで昨年度、スープ入り焼きそばというようなも

のを出したケースがあります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） うらやましい限りです。 

  そういった工夫が自校方式ではできるというこ

とで、ちょっとお聞かせいただきたかったという

ことですね。 

  そのほかなんですが、これ提案というか、一度、

私、市Ｐの副のほうで学校給食の審議会のほうに

出させていただいたときに利用させていただいた

んですが、本市には34人のＡＬＴがいると思いま

す。それの故郷の料理なんかを提供してみてはど

うかと思うんですが、お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） ＡＬＴの故郷の多様なと

いうんですか、それを給食にということなんです

けれども、食材によっては、食べ物によっては給

食にアレンジできるもの、できないものというも

のがございます。アレンジできるものについては

検討させていただきたいと思うんですが、昨年度、

これはＡＬＴとは関係ないんですけれども、黒磯

調理場のほうでは、メキシコの料理というものを

ちょっと参考にしまして、メキシカンシチューと

いうようなものも出したというような実例もござ

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） せっかく海外の方が地元

に来ているので聞いていただいて、アレンジで出

せるんであれば月一出しても３年か４年かかりま

すので、ぜひ月１回検討してもらえればおもしろ

いかなと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  ＡＬＴのほうももっと子どもたちと近寄れるの

かなと思いますので、取り入れてみてください。

よろしくお願いいたします。 

  それでは、５番のほうに移らせていただきます。 

  キスミルのほうですね。こちらは議会だよりの

編集委員会のほうでもインタビューさせていただ

きました。「キスミル女子」と名づけたんですが、

給食の話をしたときに、いいですねという話があ

りました。全体的なロットを勘定すると大変であ

ったり、濃縮タイプということなんですが、その

辺をもしクリアして、検討していこうとなったと

きの流れなんかであるとどうなるのかなというの

をちょっとお聞かせ願えればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 
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○教育部長（小泉聖一） キスミルを給食にどのよ

うに導入できるかということだと思うんですけれ

ども、先ほどちょっとお話ししましたように、生

産量の問題であるとか、提供方法の問題、こうい

うところについては那須拓陽高校と協議が必要か

なと思っております。その中で、給食に提供でき

るようであれば、まだ大きい調理場じゃなくても、

小さいところであったりとか、それぞれ一つ一つ

の小学校とか中学校、そういうところでの単位で

も提供できるかというものも、やはり検討をさせ

ていただければと思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 地元高校との連携という

流れでもすばらしくいいことだと思いますので、

ぜひ検討の方向で走っていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  続きまして、６番です。 

  異常気象などにより食材が入らなくなった場合

ということで、やはりここでも学校給食会で冷凍

食品という話がございました。先ほど何度も言っ

ているんですが、冷凍食品の発注に関しても学校

給食会にお願いしますという程度で終わってしま

うのかどうか。逆に、どのぐらいストックされて

いるかとかというのを把握しているのかどうかを

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） まず、学校給食会で冷凍

食品ということでどのぐらいストックしているか

ということなんですが、学校給食会で常に非常用

としてストックしているものについては冷凍クロ

ワッサンというものがございます。これについて

はちょっとお聞きしたところ、１万個ほど常備し

ているというようなことなんですけれども、それ

以外の食材については冷凍食品というものを常に

常備しているわけじゃなくて、事前にやはり注文

等入ったところで手配するというようなことにな

っているということでございます。 

  給食のほう、異常気象で食材が入りづらいとい

うことになったときには、別な種類のものに切り

かえるとか、先ほど言いましたように、冷凍食品

のほうを手配していただいて、それを食材として

使っていくということで考えています。 

  ただ、その異常気象というものも、きょう、あ

したというところで急に食材が入らないというこ

とになるわけじゃなくて、ある程度先が想定でき

るということであれば前もって手配をしておくと

いうこともできるものではないかと考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 確かに災害とか異常気象

の程度にもよると思いますので、そういったもの

では学校給食会のほうでストックがあるというお

話を聞かせていただきました。 

  じゃそれも踏まえて７番のほうに入っていきた

いんですが、国産では賄えないものに関しまして

外国産に頼るということで答弁をいただいたんで

すが、地産地消のものを手に入れながらというこ

とで学校給食会が取り入れているということなの

で、産地の報告は都度受けているのかどうかお伺

いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 産地の報告についてとい

うことなんですけれども、まず、毎月注文する際

に、産地のほうについては、どこのものを使うの

かというものを確認をしております。そのほかに、

納品されるときに、各調理場におきまして、これ

物を受け取ったときに検査する検収の担当者のほ
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うで産地も、検収票というものを用意していまし

て、そこに記録をするような形で産地のほうの確

認はさせていただいております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  そういったどこのものを使うかというのが、そ

の発注者が一つの窓口になると見えなくなってし

まうところがありますので、そういったところは

しっかりと聞いていただいて、どこのものかとい

う産地に関してはやっていただきたいと思います。

特に冷凍食品とか加工食品になってしまいますと、

どこの何を使っているのかさっぱりわからなくな

るので、そういったところも踏まえて気をつけて

発注していただく、あるいは産地だけはわかるよ

うにしていただきたいと思っております。あとは

食品の合成ですね、何が使われているかもしっか

りと捉えていただきたいと思っております。 

  また、関連して８番のほうに移っていくんです

が、その農作物の栽培状況に関しましては、野菜

に関しては地元のＪＡであったり、市場で取り入

れているという話がございました。やはりそうい

った野菜についても学校給食会のほうの経由で取

り入れていることがあるのかどうか、お伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 野菜については、先ほど

地元の卸売市場であったり、ＪＡということでお

話はしたところなんですけれども、やはり一部学

校給食会のほうからもジャガイモであったりタマ

ネギであったり、そういうものを購入するような

場合もございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 学校給食会に関しまして

は、先週あたりですか、大平のほうの事件がござ

いました。そういったのを含めて市としてはどの

ような対応を考えているのか、お伺いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 議員おっしゃっていまし

た先週あたりですか、栃木であった事故というも

のが、アレルギーの関係で学校給食会から食材が

納められたものを使って調理して、それを食べた

生徒がちょっとアレルギー反応を起こしてしまっ

たというものなんですけれども、実際に発注する

ときに、アレルギー対応の食材であったり、あと

は、納品されたときに検収ということで、発注し

たものがちゃんと納められているのかということ

を責任者を決めて検査をしております。 

  これについては、新聞の報道で知って、すぐ那

須塩原市におきましては９月10日に調理・配送委

託というものを黒磯調理場、共英調理場、西那須

野調理場で業務委託をやっていますので、この業

務委託業者２社に対しまして事件の周知と納品場

における食材の確認というものを必ずするような

ことで通知のほうを行いました。 

  これについては、各調理場、市の職員が常駐し

ておりますので、場長のほうからも口頭でまた責

任者に対して指示のほうを発していただいたとこ

ろでございます。 

  そのほかに、その翌日、９月11日には学校給食

会のほうから原因と対策について、市のほうとし

てちょっと聞き取りのほうを行ったところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） イメージなんですけれど

も、発注するのが栄養士ということで、先に発注

しますよね、その中に多分、アレルギー食の発注
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もされているということで、それから誤発注では

なくて、発注して納品されたものが間違っていた

というのが今回のポイントだったと思います。先

ほど言ったとおり、学校給食会は大量に県内の給

食を発注受けているわけですから、相手にもミス

があって当然だというときに、一番最後のとりで

が受け入れの検収だったということで、本人たち

はアレルギー食を頼んでいるので、それがその梱

包に入っているだろうという、多分だろうの考え

ですよね。そこで多分、子どもが接してしまった

ということだったので、対応もちょっと、救急救

命士が来るまでエピペンを打たなかったというの

で、新聞見てちょっとびっくりしたんですけれど

も、本市に関しては先生も指導を受けておりとい

うことで、新聞の情報だとああいうふうになるん

だなということで、ちょっとびっくりしました。 

  学校給食会が悪いというわけではないんですが、

そういった見えないところに発注をしていくとい

うことは、それなりのリスクがあるということで、

フェイス・ツー・フェイスまではいきませんけれ

ども、その発注者と営業者ばかりではなくて、そ

の先のほうまで見えるように考えていただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  最後、９番の健康の腸内環境については、答弁

をいただきました。乳酸菌のみならず、この腸内

環境に関しましては最近随分とうたわれておりま

して、どういう過程を経て野菜が育ったのか、あ

るいは食べ物に関して人間が食べるものであるの

にもかかわらず、育てる過程で細菌をいじめてし

まうと。そういったものを口から摂取すれば、必

然的に体内の環境も変わっていくというお話を私

のほうで受けてきたものがありましたので、これ

の重要性を問いたかったということです。 

  今後、そういったものも食料を使ってやってい

くという話を聞きましたので、ぜひ、今で言うと、

うつやがんやアトピー、あるいは発達障害にまで

この腸内環境に関しては影響があるというデータ

も出ております。全ての細胞の原点は腸内からつ

くられるという話なので、実際そういったものに、

給食は確かに昼間１食とはいえ、子どもたちが朝

時間に追われて食べてくる朝食の栄養バランスと、

あと夜のバランスを考えたときに、一番整うのが

昼の給食かなと思いますので、そういったところ

をしっかりと勘案しながら、これからも給食を提

供していっていただきたいと思っておりますので、

こちらの再質問はございません。 

  最後に、腸内の環境をしっかりと、重要性も含

めて全てにおいて、全てのスタッフが一つの怠り

もなく毎日給食が提供されていると思います。先

ほど言ったとおり、一番栄養バランスが整うこの

学校給食を安全に、安心に子供たちを含め先生方

にも提供していただきたいと。食べることの重要

性、楽しみ、そして生活のバランス、本市の学校

給食にこれからも期待いたしまして、この項の質

問を閉じさせていただきます。 

  続きまして、３、保育士の処遇と保育の質につ

いて。 

  本市の待機児童対策は、保育園整備計画（後期

計画）にのっとり保育定数の改善が図られる中、

病児・病後児保育など充実した施設が整いつつあ

ります。施設の充実に関連して必要になってくる

のが保育士であり、その確保について各地で苦戦

しているとの情報があります。本市でも保育士の

確保については例外ではないと考えられます。保

育士の確保には市役所独自の処遇改善をとる必要

があり、そのことが結果として保育の質の向上に

つながると考えることから、以下の点についてお

伺いいたします。 

  ⑴現在の公立及び私立の保育士の現状について

お伺いいたします。 
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  ⑵公立保育園の保育士について、正職員、臨時

保育士（フルタイム、短時間）の詳細をお伺いい

たします。 

  ⑶保育園のクラスによっては支援の必要な園児

のために加配の措置がとられておりますが、本市

の加配の状況についてお伺いいたします。 

  ⑷処遇改善と保育の質について、関係をどう考

えるかお伺いいたします。 

  ⑸保育士の処遇改善の施策で考えられることに

ついてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） ３の保育士の処遇

と保育の質について順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の現在の公立及び私立の保育士の現

状についてお答えいたします。 

  保育園等における保育士の数は、国の年齢別配

置基準により定められており、配置すべき保育士

のうち正規職員で不足する部分については臨時職

員等の雇用により補っている状況でございます。 

  次に、⑵の公立保育園における保育士の正職員、

臨時保育士の詳細についてお答えいたします。 

  公立保育園11園における保育士の数は、平成30

年４月１日現在で298人となっております。内訳

としまして、正規職員が100人、臨時職員につい

ては、フルタイムの職員が88人、短時間の職員が

110人となっております。 

  次に、⑶の支援の必要な園児のための本市の加

配の状況についてお答えいたします。 

  保育園等において特に配慮が必要な子どもであ

る要支援児に対しては、要支援児の状態に応じて

保育士の加配を行い、園での生活の支援を行って

おります。 

  なお、市内の保育園等に通う要支援児の数は、

平成30年４月１日現在で111人で、内訳は、保育

士１人の加配が必要な園児が15人、保育士0.5人

の加配が必要な園児が96人となっております。 

  最後に、⑷の処遇改善と保育の質についての関

係をどう考えるかについてと、⑸の保育士の処遇

改善の施策で考えられることについては、関連が

ありますので、一括してお答えいたします。 

  保育の質の向上を図るためには、研修等による

保育士のスキルアップのほか、保育士が子どもと

しっかり向き合える時間を確保することが重要で

あり、保育士の負担を軽減させるなどの処遇改善

がその方法の一つと考えております。 

  保育士の処遇改善の施策としまして、今年度は、

午睡中の事故に対する精神的負担を軽減するため、

事故防止につながる備品を購入する予定であり、

その費用を今般の補正予算に計上し、議案を上程

したところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） それでは、再質問をさせ

ていただきます。 

  まず、１番なんですが、私立の保育士に関して

の現状については把握されているのかどうかお伺

いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 私立の保育士に関

して把握しているかということでございますけれ

ども、私立保育園の保育士の配置状況につきまし

ては、国の基準により、施設へ支払う給付費がご

ざいます。この給付金を請求する際に、その園に

おける年齢別の児童数、そして勤務する職員数な

どの報告をいただいております。その中で必要保

育士数が確保されているかどうか、その中で確認

しているという状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 



－273－ 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  そういった話も含めて保育園との話し合いは定

期的に持たれているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 保育園との打ち合

わせは定期的に持たれているのかという部分でご

ざいますけれども、公立につきましては毎月やっ

ております。また、私立の保育園との話し合いに

つきましては２カ月に１回、民間の保育園との打

ち合わせをやっているところでございまして、ま

た、公立、民間の保育園の園長先生の会議、公立、

民間合わせた合同の会議を年に２回ほどやってい

るといった状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 答弁いただきました。 

  保育士の状況はそういった支払いに関してのと

きの報告で理解するということと、定期的に話し

合いがあるということで、現状把握に関しては何

かしらで入れているということで理解いたしまし

た。 

  それでは、ここからは公立についてお伺いした

いと思います。 

  答弁のほうで、現在は国の基準に準拠して配置

しているとのことですが、不足している現状はな

いのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 今の現状について

ということでございます。基本的には、国の配置

基準に基づいて配置しておりますので、必要な保

育士の数は確保されているというふうには思って

おります。また、国の年齢別基準のほかに、保育

園ごとにそれぞれやっている事業というものがご

ざいます。例えば一時預かりとか、あとは延長保

育、そういうものをやれば、それなりの保育士さ

んを加算するといったものになっておりますので、

その中で配置はしているところでございます。そ

の中で足りているのかという部分ではございます

けれども、臨時職員さんの募集はかけているんで

すけれども、その中でちょっと応募がないといっ

たところが実際にあるのは事実でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 保育士の数についてはそ

ういった現状もあるということで理解をいたしま

した。 

  保育士の数についての算定につきましては、そ

ういった臨時、パートを含めて全体的な１日の時

間当たりにして数値を決めているのかどうかをお

伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 保育士の配置につ

きまして、１日基準でやっているのかといったよ

うなご質問でございます。 

  いわゆる監査なんかをやりますと、時間ごとに

なります、１時間ごとにいた児童数、その児童数

に対して保育士がきちんといたかというようなと

ころで監査なんかでは受けているところでござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  また今のとは別に、今現在、保育のハードのほ

うに関しましては福祉大のほうまで終わりまして、

受け入れ体制が順風になってきたんですが、園に

よってはまだ弾力的な運用をして運営している場

所はあるのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 弾力的な運営をし
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ているところがあるのかといったところでござい

ますけれども、公立保育園におきましてはござい

ません。あと、私立の保育園で７園ほど弾力的な

運営を行っていたといった状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。公立

ではないということで理解いたしました。 

  続きまして、２番のほうに移らせていただきま

す。 

  先ほどの答弁では、正規職員の数はおおむね

100名とうたっておりまして、人数が推移してお

りますが、臨時保育士のフルタイム及び短時間の

昨年度からの推移をお聞かせください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） それでは、フルタ

イムと短時間の人数でございます。 

  平成29年度のフルタイムが95人、平成30年度が

88人、短時間の職員ですけれども、平成29年が

103人、平成30年度は110人、これは４月１日現在

の数字でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  短時間の保育士がふえて、フルタイムが減って

いる理由、そちらをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） フルタイムが減っ

て短時間がふえている理由ということでございま

す。 

  我々としては、実はフルタイムの臨時職員さん

を募集したいというのが本音でございます。フル

タイムをなかなかやってくれる人がいないその中

で、短時間でもいいから、すみません、お願いし

ますということでお願いしているといったところ

から、ちょっと短時間がふえているといった状況

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） フルタイムの方が短時間

に移行するということは、必要によっては人数が

ふえていってしまう、１人で済むところが２人な

いし３人ということでふえていってしまうという

ことで、何かしらの理由があるということだと思

います。 

  臨時の保育士さんの仕事の関係なんですが、例

えばフルタイムあるいはパートの保育士さんでも

クラス担任につくことがあるのかどうか、お伺い

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） クラス担任を非常

勤の方が持つことはあるのかということでござい

ます。 

  我々としては、一応正職員がクラス担任という

ところで配置しているところでございますけれど

も、平成30年度は１名の方が非常勤でクラス担任

を持ったところがございます。この辺につきまし

ては、正職員の方が、その年度が始まってすぐに

産休に入るといったところがあったもんですから、

臨時さんに最初からクラス担任をお願いした経緯

がございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 現状をお聞きいたしまし

た。 

  それをちょっと踏まえながら３番のほうにいき

たいと思います。 

  ３番については加配の状況を教えていただきま

した。１人必要なところは15人、0.5人分という

ことが96人というお話だったんですが、加配の

0.5人という表現についてご説明いただきたいと
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思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） すみません、答弁

の中では0.5人というようなことをちょっと言わ

せていただきました。どちらを基準にするかとい

ったところでございます。0.5人といいますと、

いわゆる要支援児２人に対しまして保育士１人を

加配するといったものでございます。この中で

0.5と出てくるのは、要するにこれ補助金の関係

であるもんですから、そういう中で補助金を計算

するのに半分を補助するといったところで、ちょ

っとこういう言い方をさせてもらっているところ

がございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 加配の現状につきまして

は、２人に対して１人という表現があったり、必

ずしも園によっては２人、偶数に必ずなっている

わけではないということのときに関しては、例え

ば１人に対して0.5分人ですという結果が出たと

きには、対応としては、例えば１日見なければい

けないところが、１人しかいなかったら半分にな

っちゃうと、こういう考えでよろしいのかどうか

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） この加配の考え方

でございます。 

  確かに0.5人という、いわゆる支援を要する方

で重い方といいますか、そういう方については当

然１人を配置しているところでございます。この

支援は、審査会というのを当然開いてやっている

わけでございます。その中で先生に診断書等を見

ていただいて、その中で加配は１人が適正なのか、

0.5でいいかというところでちょっと判断してい

ただいているところです。 

  その中で0.5と言えば、ある程度集団生活がで

きれば0.5人でも大丈夫なところはあるんですが、

ただ、0.5ともらっていても、１人でどこかに歩

いていっちゃうとか、そうなればそこに保育士さ

んはついていかなければならないというようなと

ころもありますので、ですから0.5という、体を

半分に分けるわけにはいかないところがあって、

どうしても支援の方についていくということにな

ると、残っている保育士さんのほうにちょっと負

担がかかるといったのが現実かなというふうには

思っています。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） わかりやすくありがとう

ございます。その後の現状まで言っていただいて

ありがとうございます。 

  まさに年齢が上がるごとに対する児童がふえて

いくということで、ゼロのときは３対１だったも

のが、１、２歳は６対１、３歳以上は20対１とい

うことで、その中に加配の子がついてくると、

0.5だった場合には、先生が一瞬２人いて、その

後には集団生活になれていこうということで先生

が１人になるわけです。そのときに0.5人分の0.5

がなくなると、その先生が、先ほど言ったとおり

走り回ってしまうと、そちらのほうを追いかけて

いってしまうがごとに残された人数に保育ができ

なくなってしまう、そういったことが考えられる

と思います。 

  そういった実情があるということで、加配の子

に限らず、４番、５番のその処遇のほうと質のほ

うに入っていくんですが、まだもう少し伺いたい

と思うんですが、フルタイムの保育士さんに関し

ましては時間がマックスで働くと８時間というこ

とで、労働基準法の中では１時間の休憩はしっか

りととらなければいけないという実情がある中で、



－276－ 

実際１時間とれていると思うかどうかは確認され

たことがあるか、お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） こちらの昼休みに

つきましては、子どもたちが寝ている間、午睡し

ている間に順番にとっているということで、確保

されているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 寝ている間ということな

んですけれども、こちらもちょっと保育士の方に

お話を聞いたんですが、全員が必ずお昼に寝ると

は限らず、なかなかあかないというお話も聞いて

おります。実務上の１時間はとれているという話

で報告等々はあるとは思うんですが、どうしても

休憩の中でも、自分たちの企業のほうでも同じな

んですが、ついでに仕事しようということで、多

分、本当の100％休憩というものはないと思うん

ですよね。そういったところも踏まえて、一応と

れていればいいんですが、実際はいろいろな仕事

をしながら休憩を挟んでいるような実情を伺った

ことがあるんですが、市としてはその環境をどう

捉えているかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 保育士さんの環境

ということでございます。 

  確かに午睡している間、その中で早番に来た先

生から順番に休んではいるんですけれども、確か

に議員さんおっしゃるとおりに、なかなかとれな

いという事実もあるかと思います。その中で、ど

うしても園児さんがいれば、そちらに気がいって

しまうというところはありますが、できるだけ休

みをとっていただく、そのためにはある程度の人

員確保といいますか、今保育士さんを募集してい

ても、来ていない、ちょっと足らない状況でもご

ざいますので、そういうところで何とか、議員さ

んがおっしゃっているように保育士確保というよ

うなところで臨時職員さんの保育士さん、そうい

うものの確保というところで精いっぱいやらせて

いただきたいなというふうには思います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 答弁いただきました。 

  何においても、これ別に臨時にかかわらず、正

職員さんも多分、８時間マックスで働いたときに

は休憩がつくということで、その中で処理しなけ

ればならないもの、本当は休むべきなんですが、

処理したいと、処理しなければ間に合わないとい

う実情があるということですね。ましてや勤怠管

理が今回ついて、結構複雑になって大変なんです

けれども、そういったものをつけながらやってい

く中で休憩がとれるのか、とれないのか。これは

どの職種も一緒なんですが、基本的に保育になる

と、高齢者も一緒ですけれども、人の命を預かっ

ている段階と、子どもは無秩序に動いたりどうこ

うということで、今回多分、機材の予算が上がっ

てきていますが、その機材がまたチェックするの

にお昼休みにチェックに行かなければならないと

か、もしそういうことになってしまうと余計に負

担がかかる可能性もありますので、導入に関して

は、入れるものの精査もしながらしっかり対応し

ていただきたいと思っております。 

  そんなわけで、臨時保育士と正職員に関しては

仕事の内容がそんなに変わらないということです

ね。実際、連絡帳等々もフルタイムの方が書いて

みたり、臨時保育士さんが書いてみたりというお

話も伺ったことがあります。 

  そういった負担をとるためにいろいろと施策を

考えてきて、市のほうでは処遇ということで単価

が１時間当たり1,000円に上がったということで
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す。お金の処遇を短時間の方に対して与えて優遇

を図ったんですが、逆に103万あるいは150万の配

偶者控除を考えてしまって、４時間半働いていた

方が４時間に減ってしまったと。こういったとこ

ろで詰めていくとイコール人がまた足りないとい

うところの連鎖が広がってしまったということで、

ここのよしあしはどう考えたらいいのかなという

ことで、今回ご提案というか、先ほどから部長が

言ってくれているとおり、人をふやして厚く張る

以外、負担の軽減にはならないのではないかと思

っております。 

  まず、そこの答弁をいただく前に、先ほどの過

酷な環境で保育士の仕事に対してやりがいとは何

ぞやと考えときには、どう思うのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 保育士さんとして

のやりがいというところでございます。 

  保育士さん等とお話ししますと、やはり子ども

さんが成長していく姿を見ていくと、そういうも

のが楽しいというところ、また、あとは保護者の

方からありがとうということで、ここまで大きく

してくれてというのはまだあれですけれども、卒

園するときにはそういう言葉を言われれば、ああ、

よかったなという部分がありますので、保育士さ

んのやりがい、それはやっぱり子どもの成長なの

かなというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 今おっしゃるとおりで、

保育士になられる方は夢を持って、そして子ども

たちのために働こうと思っている現実を潰してし

まっているのが働く環境であった場合に、これは

自分の意思では変えがたいものになってしまった

場合には、やはりやめてしまうという現状が訪れ

ていると。先ほど言ったとおり、お金をあげれば

人が寄ってくる時代ではなくて、どの企業も優遇

でお金をあげても働き手が見つからなかったり、

やめてしまったりという環境があると思います。

その中で、保育士は子どもたちに対して愛情たっ

ぷりに保育をする、この時間をしっかりととりた

い中で、先ほど言ったとおり休憩中に作業しなき

ゃいけない、あるいは受け入れの段階、さような

らの段階、加配も含めてそういった実情で、本来

とれる時間があれば、一人一人にしっかりとした

接見ができる時間があるのに、そのもう一つの仕

事をこなさなければいけないせいで二重に働き、

そしてその分、仕事も自分の対応の力が50％に減

る、極端な話ですけれども、そういった実情があ

らわれていると。ですから、働く環境に関して、

人をシフト上に集まらないんではなくて、こうい

ったポイント、ポイントで集めて、１人のやる仕

事の内容を分散してあげるということも保育の処

遇改善であり、保育の質につながっていくのでは

ないかと思うんですが、もう一度見解をお伺いし

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） そうですね、確か

に議員さんおっしゃるとおりの部分がございます。

年齢別の配置基準というので配置はしていますけ

れども、そのほかに、例えば主任保育士さんの人

たちが保育計画、そういうものをつくらなければ

ならないということになりますと、その人の分の

代替の保育士さん、こういうものを配置すること

ができるというふうになっておりますんで、そう

いう者を配置していく、それだけの人数を配置は

しているんですけれども、先ほどから何遍も申し

ますのは、そこに対する保育士さんが集まってこ

ない。ハローワークとか、そういうところにも募
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集をかけているんですけれども、なかなか集まら

ないというような現状もございますんで、そうい

う部分で、あとは人づてというところにもなって

しまうんですけれども、そういう中で何とか保育

士さんを確保していきたいというふうに思ってい

るところです。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） お金も絡んでいくことな

ので、お金に関しては部局が変わってしまうので

言えませんけれども、実際その働き手をどうやっ

て呼び込むかは各課でただ頑張れというレベルで

はなくて、本当にどういったものを提供するのか

までを考えていかないと、先ほど言われたとおり、

代替があるからどうこうという話ではなくて、そ

れが初めて那須塩原市独自の処遇の改善になって

いくのかな、時期になると隣の市を見てみたりと

かということで、上がる一方だけの話になってし

まう。そういったものではなくて、働く環境にま

でしっかりと那須塩原市は対応していますという

形でやっていくのも処遇の改善の一つではないの

かなと思いますので、ぜひお願いしたいと思いま

す。 

  ある保育園では、休憩のために来てくれる休憩

対応保育士さんというパートさんを使っているみ

たいです。こういった名前で、その時間ならいい

よという人たちが来るだけで、常勤で働いている

人たちの負担がとれるということも一つの処遇改

善だと思いますので、ぜひやっていただきたいと、

取り組んでいただきたいと思います。 

  その結果、保育士には心に余裕ができて、その

分、園児たちに対応として返せるという理論が成

り立っていけば、多少過酷でも、子どもの成長に

比べれば大したことないよという環境がまた戻っ

てくると思いますので、そこに関して待遇であっ

たり、処遇であったりというものがついていけば、

臨時として、臨時さんは本当にかわいそうじゃな

いですか、退職金もなく、ボーナスもなく、でも

正職とやることが一緒と言ったときに、誰がどう

考えてあげるんだといったときに、子どもが好き

だけではこれもうきついですよね。世の中ただで

すら働き方改革で、ゆっくり働こうという話にな

っているんで、これは山形議員であったり、ほか

の議員さんも別な意味での働き方の話をされてい

ましたが、私は今回、保育ということでいろいろ

お聞きした中で言ってしまいましたが、そういっ

た人を多く張ることによって、面倒なこともある

かもしれませんが、どちらかというと仕事量を減

らしてあげるというのも一つの処遇改善だと思い

ますので、ぜひそこを取り入れていただいて、公

立の保育園としてのしっかりとしたリーダーシッ

プを発揮していただいて、その目線を持って私立

にしっかりと対応に当たると。人口が減っていっ

ても公立の保育園は絶対残りますし、私立は先に

なくなるかもしれない。でも、最終的に押さえて、

子どもたちを預かって最後の１人まで見てくれる

のは公立の保育園、その中で臨時の保育士として

働いてくださる、あるいは時間でもパートとして

働いてくださる方が正職員の方と一生懸命一緒に

なって働ける環境をつくり上げるのは、まさに執

行部だと思いますので、そこの部分を、何度も言

いますけれども、ぜひ早期に考えて対応していた

だきたいと思います。 

  結果として、これが教育につながって、最終的

には私たち大人のところまでいく質につながると

思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

  ３番についてはこれで終了いたします。 

  以上で私の市政一般質問を終了いたします。あ

りがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で７番、齊藤誠之議
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員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時４９分 

 

再開 午後 ３時００分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 髙 久 好 一 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、18番、髙久好一議

員。 

○１８番（髙久好一議員） 皆さん、こんにちは。 

  18番、日本共産党の髙久好一です。 

  ただいまから一般質問を始めます。 

  １の熱中症対策についてです。 

  記録的な厳しい暑さの続く中、市民の命と健康

を守るため、本市の取り組みと考えを求めるもの

です。 

  ⑴です。今年度、熱中症やその他の疑いで緊急

搬送された市民はどのくらいありますか。過去３

年間の推移についても聞かせてください。 

  ⑵です。暑さを感じにくい高齢者、障害者、ひ

とり暮らしの世帯への市職員や民生委員による訪

問と対応は考えていますか。 

  ⑶です。低所得者や生活保護世帯へのエアコン

の設置と電気代の補助は考えていますか 

  ⑷です。公共施設の避暑シェルターとしての活

用を考えていますか。 

  ⑸です。公設の保育園や児童クラブで暑さ対策

はどのようになっていますか。 

  ⑹です。小中学校の普通教室へのエアコンの設

置が進んでいます。進捗状況と使用基準を聞かせ

てください。 

  ⑺です。小中学校のプール開放中止が報道され

ています。本市の対応と留意点について聞かせて

ください。 

  ⑻です。９月からも厳しい暑さが続くことが予

報されています。35℃を超える予報が出た場合、

市施設の市民への開放や屋外で行われる市の行事

や学校での活動の変更は考えていますか。 

  以上、８点について答弁を求めます。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） それでは、１の熱中症対

策について、私からは⑴と⑷についてお答えいた

します。 

  初めに、⑴の熱中症やその疑いで緊急搬送され

た市民についてでありますが、那須地区消防組合

に確認しましたところ、平成30年度に熱中症やそ

の疑いで緊急搬送された市民は、８月末日現在で

91人であるとのことであります。また、過去３年

間の推移でありますが、平成27年度は46人、28年

度は38人、平成29年度は28人であるとのことであ

ります。 

  次に、⑷の公共施設の避暑シェルターとしての

活用についてお答えいたします。 

  避暑シェルターとは、熱中症対策事業として、

公共施設を猛暑避難拠点と位置づけ、冷たい飲み

物などを用意して気温が上がる日中に冷房のきい

た施設で涼をとり、暑い時間帯を一時的に過ごし

てもらおうというものでありまして、東京都の品

川区などが取り組んでいるものでございます。 

  市では現在、公共施設を避暑シェルターとして

位置づけてはおりませんが、重立った公共施設は

夏季冷房をしておりますので、熱中症対策として
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もご活用ください。 

○議長（君島一郎議員） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、私からは

⑵、⑶、⑻について回答をさせていただきます。 

  初めに、⑵の高齢者、障害者、65歳以上のひと

り暮らし世帯への対応についてお答えいたします。 

  熱中症に特化した対応は行っておりませんが、

日常生活に支援が必要な高齢者や障害者について

は、民生委員、地域包括支援センター職員などが

見守りや訪問をしており、必要に応じて熱中症に

対する助言を行っております。 

  次に、⑶の低所得者や生活保護世帯へのエアコ

ンの設置と電気代の補助についてお答えいたしま

す。 

  低所得者世帯におけるエアコン設置費用及び冷

房に対する電気代につきましては、市社会福祉協

議会が窓口になっております生活福祉資金制度に

おいて対応することが可能であり、また、生活保

護世帯における電気代は保護費に含まれているこ

とから市単独の補助を実施する考えはありません。 

  生活保護世帯のエアコン設置につきましては、

本年７月１日施行の生活保護法による保護の実施

要領により、新規に生活保護を受給する世帯や生

活保護受給中に転居した場合に限り５万円を上限

にエアコンの設置費用が支給できることとなって

おります。 

  次に、⑻の市施設の市民への開放や屋外で行わ

れる市の行事や学校での活動の変更についてお答

えいたします。 

  市施設のうち、学校や保育園などの利用者や利

用方法が限られている施設以外につきましては、

業務に支障のない範囲において、既に市民への開

放を実施しております。 

  また、気温35℃を超える予報が出た場合の屋外

で実施される市行事及び学校活動の変更につきま

しては、気象情報、行事などの内容、参加者の状

況を総合的に判断して決定するものと考えており

ます。 

○議長（君島一郎議員） 子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 私のほうからは、

⑸の公設の保育園や放課後児童クラブで暑さ対策

はどのようになっているかについてお答えいたし

ます。 

  公立保育園では、全ての保育園にエアコンと扇

風機を設置し、各部屋が適切な室温になるよう管

理しております。 

  公設民営放課後児童クラブでは、エアコンは25

施設のうち、24施設に、扇風機については全ての

施設で設置しております。 

  また、保育活動中は、水分補給と休憩を小まめ

にとらせたり、暑い時間帯には外遊びを控えるな

ど、熱中症予防に努めているところであります。 

○議長（君島一郎議員） 教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） それでは、私のほうから

は⑹、⑺につきましてお答えいたします。 

  まず、⑹の小中学校の普通教室へのエアコン設

置の進捗状況と使用基準についてお答えいたしま

す。 

  平成30年８月末現在のエアコン設置の進捗状況

につきましては、小中学校等30校のうち、小学校

８校が設置済みとなっております。現在、設置中

の小学校は12校ありまして、今月中には使用でき

る見込みであります。全小学校の設置がこれで完

了することになります。 

  現在、中学校等10校につきましては、来年度設

置予定ということで、今年度設計を行っている状

況になっております。 

  また、使用基準につきましては、原則、期間を

６月１日から９月30日まで、設定温度を28℃とし

ております。 



－281－ 

  最後に、⑺の小中学校でのプール開放中止にお

ける本市の対応と留意点についてお答えいたしま

す。 

  本市の小中学校等でのプール開設につきまして

は、公益財団法人日本水泳連盟が示した、屋外プ

ールにおける熱中症のリスクが高まる目安を参考

に、各学校が判断することとして、教育委員会か

ら各学校に通知しております。 

  また、開設する場合には、長時間の入水を避け、

小まめな休憩や水分補給を行うなど、教員や監視

員等が児童生徒の安全確保に最大限の配慮を行う

ことを教育委員会から学校に周知し、対応の徹底

を図っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 答弁がありました。順

次再質問をしていきます。 

  先ほど那須消防組合本部からの把握している人

数として、30年度は91人というお答えがありまし

た。前年度は28人ということであれば３倍という

ことになります。相当救急車も忙しかったのかな

という思いもあります。 

  ほかの地域でもというのを参考に幾つか、私、

調べてみました。小山消防本部では160人で3.2倍、

１人の死亡がありました。県内史上最高温度を記

録した佐野市は80人で3.1倍、こうした緊急搬送

が県内各地で行われたということです。非常に大

変な過酷な暑さであったということがうかがわれ

ます。 

  そうした中で、さらに伺っていきたいと思いま

す。 

  緊急搬送がされた方の容態やその後の特徴につ

いてつかんでいたら聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 髙久好一議員に申し上げ

ます。 

  市民がどれだけ救急搬送されたかという部分に

ついては、市のほうで把握すべきものだろうとは

思いますけれども、その後、搬送された市民の容

態、ここまでは市政のほうの範囲外になってくる

ものではないかと思いますので、質問のほうを訂

正をお願いしたいと思います。 

○１８番（髙久好一議員） 話を先へ進めていきた

いと思います。 

  それでは、総務省消防庁においては、深刻で

…… 

○議長（君島一郎議員） すみません。指名します。 

  指名をしてからお願いしたいと思います。 

  18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 総務省消防庁によると、

全国で熱中症での救急搬送は今シーズン８万

2,014人となり、144人が亡くなっています。まさ

にすさまじい命の危機にかかわる暑さだったとい

うことが言えるのではないかと思います。 

  ⑵に入っていきます。 

  高齢者、障害者、ひとり暮らしの世帯への訪問、

対応を伺いました。特化した対応はしていないけ

れども、地域包括支援センターの訪問活動の支援

やその他で命の危機にかかわる暑さに対応してき

たということが答えられました。エアコンや扇風

機があるところはためらわず使用する、水分を小

まめに補給する、これがテレビや新聞でも繰り返

し呼びかけました。 

  そこで伺っていきます。 

  この夏、市が行った市民への暑さ対策の中でど

のようなものが有効であったのか、つかんでいた

ら聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 暑さ対策で有効であ

った対策は何かということで答弁をさせていただ
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きます。 

  暑さ対策につきましては、⑵でも申し上げまし

たが、特に特化したというものはやってはいなか

ったんですが、⑵でお答えしたように、地域包括

支援センターの見守りや民生委員さんの見守り、

こういったことが一番効果的だったのかなという

ことで認識してございます。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 答弁がありました。 

  やっぱり直接声をかけるというのは非常に大事

なのかなというふうに受けとめました。 

  ⑶に入っていきます。 

  低所得者や生活保護のエアコンの設置と電気代

の補助について聞きました。 

  市のほうは生活保護利用者世帯のエアコンの設

置はどのくらいあるのか、大ざっぱにつかんでい

るところを聞かせていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 生活保護世帯のエア

コンの設置ということで回答させていただきます。 

  特にエアコンの数を数えているというデータが

ございませんので、ちょっと数値のほうは捉えて

ございません。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） データはないというこ

とですが、私のほうも、議員生活の中で生活保護

の世帯の方を訪問することがあります。そうした

中で、何人かがやっぱりエアコンが入っていない

と、半分ぐらいは入っているのかなという受けと

めでいますが、入っていないという方がいます。

そういう方が日中どうしているかというと、市役

所の待合室とか病院の待合室、もしくは病院内に

設置されたコンビニ、ここでお昼をとると。そこ

で、話をしたいから来てくれるようにみたいな話

があります。あとは若い方ですと図書館というも

のもあります。 

  そうした中で、さらに伺っていきます。 

  国はことし６月、今年度から新たに生活保護を

利用する人にはエアコンを家具什器費として認め

ることになりました。一歩前進とこう受けとめて

います。 

  そこで、さらに伺っていきます。 

  生活保護を利用する人が、新たにエアコンを希

望した場合、先ほど５万円上限としてあるという

答弁が出ている部分もありますが、生活保護を利

用している人にエアコンがなく希望する場合や、

使用しているエアコンが老朽化してぐあいが悪い

場合の補助について聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 生活保護世帯でエア

コンがついているんだけれども、それが故障して

いる場合ということのご回答でよろしいでしょう

か。 

  それでは、それにつきましては今般、先ほどか

ら議員ご指摘のとおり、今年度４月１日からエア

コンの補助が５万円ということで始まったという

ことで、ただし、これには全ての方が該当するか

というとそうではなくて、ある一定の条件がござ

いまして、まず１つの条件としましては、世帯内

に熱中症予防が特に必要とされる者がいるという

ことで規定されておりまして、具体的には高齢者、

障害者、お子さん、難病者、あとは保護世帯の方

の健康状態で必要と思われる方と、まずこういっ

た方がいるということが大前提になってきまして、

その上５個の条件がありまして、代表的なものは、

開始された方でクーラーの持ち合わせがないとい

うものと、第２番目としては、単身者で長期入院、

入所後の退院、退所にクーラーがないということ
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で、３番目としましては、災害に遭って災害救助

法の支援ではクーラー等を賄えないというもの、

４番目が転居の場合で新しい住居にクーラーがな

いという場合でございまして、５番目としまして、

ＤＶなんかでどうしても転居せざるを得ない場合

に引っ越した場合のアパートにクーラーがないと

いうことが条件になっておりまして、こちらの条

件から勘案いたしますと、故障した場合は難しい

のかなと。はっきりちょっと言えないんですが、

県と国に問い合わせる必要はあると思いますけれ

ども、こちらの条件を見ますと、ちょっと難しい

のかなというような感じがいたします。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 体の弱い人対策という

ことが言えるかと思います。 

  そうした中で、ぐあいの悪い、古くなったエア

コンへの修理代、なかなか難しいという答弁だっ

たと思います。 

  先ほど部長からも答弁がありましたとおり、こ

とし６月、急にこういう天候状況も勘案したんだ

と思います。エアコンが認められることになりま

した。ただし、上限が５万円となかなか５万円で

はエアコンは買えないというのが現実だと思いま

す。 

  その辺をどう考えているか聞かせていただきた

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） ５万円ではエアコン

が難しいという件について答弁をさせていただき

ます。 

  エアコンの設置につきましては、ことしから５

万円ということだったんですが、従来から生活保

護の中では、生活保護費の中が２つの種類の生活

保護費に分かれておりまして、第１類と第２類と

いうことで、例えば、最低生活費が10万円だとす

れば、第１類が食費で第２類が電気代、光熱水費

プラス家具什器ということで分かれておりまして、

第２類、こちらのほうは国の基準の設定からいた

しますと、通常の生活をすれば、月々幾らか５％

かそこらずつためられるだろうという設定のもと

に支給がされているものでございまして、いろい

ろ冷蔵庫とかテレビとかいろいろ家具什器はある

と思います。 

  そういったものは壊れたときにどうするのかと

いうことになると、そういったものを月々ためて

おいて、家具什器ですので１年や２年で壊れるも

のではございませんので、５年ないし七、八年た

めれば、ある程度のその買えるものになるだろう

ということで、そういったもので足らない分は第

２類のほうで蓄えたもので補充ができるというこ

とで考えてございます。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 生活保護費の中でそう

いったところが、私、微々たるものだと思うんで

すが、少し余計に配分してあるよと、それをしっ

かりためておいて使っていただくというふうに、

私は受けとめたんですが、なかなか貯金するとい

うのは難しいのは生活保護だと思います。その程

度しか出ていないというのも現実だと思います。

人によっては、とまっちゃってという方もいるの

も確かに現実なんですが、ほとんどの方はなかな

か足らないということで仕事をするという方向に

行くんだと思うんですが、そういう中で全国各地

で猛暑が続く中、エアコンや扇風機がありながら

生活保護者で電気がとめられて生活困窮者が死亡

する事例が札幌で出ています。これが出てすぐ国

がこういう対応をしたというふうに私は受けとめ

ています。とにかくことしの夏は大変な暑さでし

た。生活保護者にはプライバシー保護に配慮しつ
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つ、福祉部と十分な連携を行いながら、こうした

ことに対応していただきたいと思います。 

  その電気代の滞納ということについては、経産

省が電気事業連合会と電力の会社に柔軟な対応を

という申し入れを行っていると、要請を行ってい

るという情報も入っています。ぜひこういうとこ

ろも使いながら、しっかりと市民の命と健康を守

っていただきたいと思います。 

  ⑷に入ります。 

  公共施設の避暑シェルターとしての活用を聞き

ました。避暑シェルターとしての位置づけは行っ

ていないが、施設の機能上、そうした活用も可能

と考えていると、そういう答弁でした。 

  そういうことであれば、意外と市民の方、こう

いう情報を知らないと思います。私も余り知って

いません。先ほど述べた図書館や市の待合室など

しかわかりませんでした。そういうことであるな

らば、今後広報などでどことどこが使えるのか、

市民に周知する考えはありますか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 先ほど私が利用してくだ

さいと言った公共施設、公共施設全部というわけ

ではなくて、あくまでも市民の利用を供する施設、

つまり、公の施設が前提となりますので、おっし

ゃるように、本庁、支所を初め図書館、長寿セン

ター等、市民の方が利用を前提としてつくった施

設については冷房がきいていますので、どうぞと

いうお話ですが、改めて、その部分について、熱

中症対策に絡めてどういう形でＰＲするのかとち

ょっと難しいかと思うんですが、その辺はちょっ

と検討したいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） ぜひしっかりと検討し

ていただいて、市民が使いやすい施設にしていた

だきたいと思います。 

  ⑸に入っていきます。 

  保育園や児童クラブでというところでは、こう

した設備がしっかりと備わっていると、備わって

いないところでは外出を極力控えるというような

対応も行っているという答弁でした。 

  小学校の敷地や体育館の一部を使用して行って

いるところがあったので伺いました。なければ、

早急なエアコンの設置を求めておきます。 

  ⑹に入ります。 

  小中学校の普通教室のエアコンの設置というこ

とで質問いたしました。 

  答弁の中に、小学校８校に既に設置されてと、

12校は今年度中にというお話がありました。市の

ホームページでは、小学校８校への予算がついた

として出ています。設置ができたということでは

なくて、そういう出方でしたので、確認の意味で

聞きました。 

  そこで、伺っていきます。 

  現在進めている本市のエアコンの設置事業は、

文科省の教室の体育館などに活用できる学校施設

環境改善交付金補助率３分の１で活用できる国庫

補助制度で実質的な地方負担は51.7％に抑えられ

るものなのか。もう一つは、総務省が行う緊急防

災減災事業の充当率100％、元利償還70％が交付

税措置され、地方負担が実質30％となる制度のど

ちらを使われているのか聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） ただいま学校のほうのエ

アコンの設置ということで進めている事業につき

ましては、学校施設環境改善交付金というような

文科省の交付金を使っております。これについて

は、交付金の算定割としては基準の中の３分の１

というものが単価ということになっております。 
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  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 今、県北のほとんどの

自治体でも議会の状況を見ると、エアコンの設置

をという議会活動をしっかりと議員たちが提案し

ています。そうした中で、那須塩原市はここまで

行っているよと、自慢できる一つの状況だと思い

ます。 

  埼玉県の朝霞市というところでは、市内15校の

体育館と３つの武道館、18施設に事業費10億円を

見込み、総務省の、こちらは緊急防災減災事業を

活用し、小学校を先行させる、那須塩原市と同じ

方法です。ことしの２学期にはエアコンがついた

体育館で始業式を行ったという記事が載りました。 

  那須塩原市も小学校はこういうところが結構あ

ったというふうに思っています。市がエアコン設

置の予算を確保するのに大変手を尽くされたと聞

いていたので伺いました。 

  さらに伺います。 

  今後、緊急時、市民の避難場所として使われる

体育館へのエアコンの設置は考えていますか、聞

かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） ただいまエアコンの設置

というものを進めていますということで先ほど答

弁させていただきました。 

  小学校については今年度で普通教室が完了する

と、中学校についてはまだ来年度設置ということ

になりますので、常時、やはり児童生徒がいる学

校生活で過ごす教室を優先して整備していきたい

ということで、体育館は現在のところはまだ予定

には入っておりません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） まず小学校が終わって

中学校を進めたいというお話しでした。 

  ことしの消防防災で現地対策ということで、寺

子小学校の跡地を、旧寺子小学校の体育館で行い

ました。恐らく本部のほうも相当暑かったんだと

思いますが、寺子小学校の体育館の中も大変でし

た。蒸し風呂のようでした。 

  そういう中で、少し不自由な思いをしてもとい

うお話がありまして、アルファ米をお湯でつくり

まして、それを食べました。吉成委員長と一緒に

食べました。味はよかったんですが、このアルフ

ァ米、食べるのにこのアルファ米に含まれた水分

と同じぐらいの汗をかきます。これは修行だねと

言いながら食べた思いがあります。 

  体育館へのエアコンもこれから求められていき

ます。ぜひ進めていっていただきたいと思います。 

  先に進みます。 

  エアコンの使用基準では28℃という、先ほど答

弁がありました。28℃になるとバタンとスイッチ

が切れると言われています。相当厳格に電気代を

節約しているものと、こう聞こえてきます。教室

のどこの温度を基準にして設定しているのでしょ

う、聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） ちょっと議員ご質問の中

で、28℃になるとバタンと切れるとおっしゃって

いましたけれども、実際にはそういうことはあり

ません。 

  一応、設定基準というか使用基準として28℃を

目安にということで、これ部屋の状況であったり、

風が入ってきたり入ってこなかったりというもの

もあります。あくまでも基準としては28℃を目安

にということで、それぞれやっぱり児童生徒の状

況等を見ながら、エアコンのほう使ってください
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というようなことでお願いはしているところでご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 私の受けとめがちょっ

と違っていたのかと思いました。小中学生が快適

に学べるよう設置したものです。有効に使ってい

ただきたいと思っています。部屋の状況を見て柔

軟にという答弁で安心しました。ぜひこれからも

進めていっていただきたいと思います。 

  ７番に入ります。 

  小中学校のプールの状況を聞きました。私のほ

うは、水泳連盟の決まりに、手引に従ってという

答弁でございました。文科省の水泳指導の手引に

は、水温23℃以上が望ましいと書いてあるだけで

上限は書いてありません。ことしのような異常な

暑さの中で、水温が体温以上になる場合対策が必

要ではないでしょうか。そういった対策、もう少

し詳しく聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） プールを開設するに当た

っての対策ということで、市の教育委員会のほう

から、今年度プール開設に当たってということで

各学校のほうにプール開設における熱中症事故防

止対策ということで通知のほうを差し上げて、各

学校で取り組んでいただいておりました。 

  その中の一つとしましては、先ほどちょっと答

弁のほうでさせていただきました、公益財団法人

日本水泳連盟のほうで示している屋外プールでの

熱中症のリスクが高まる目安ということで、これ

についてはプールの水温とあとは気温ですね。こ

の合計が65℃以上になった場合、遊泳するのが不

適だよということで示されています。まずはこれ

が１つの判断材料ということで学校のほうには指

導しております。 

  また、監視員の監視体制も十分にする中で、屋

外プールですので、炎天下に長時間いることはな

いように監視員のローテーション、あるいはプー

ルに入っているお子さん、こういう方についても

注意をしながら、30分に一度程度休憩をとりなが

らプールの活動をやってくださいよということで、

プールの開設に当たって、教育委員会のほうから

各学校のほうにお願いということで通知のほうを

差し上げました。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 今の説明で安心しまし

た。 

  教育委員会のほうから適切に学校にそういった

内容の指示が届いているということに受けとめま

した。 

  ８に入ります。 

  ９月からも厳しい暑さが続くことが予報されて

いましたが、現実に雨が続きまして秋らしいみた

いな、そういう方向になってきました。35℃を超

えた場合の施設を市民に開放や、市の施設の市民

活動や屋外で行われる市の行事や学校の活動の変

更は考えていますかという質問をしました。 

  気象の状況を見て総合的に判断して行っている

と、熱中症予防の指針もあると。指針がないのか

と思っていたんですが、あるということです。 

  そういう中で、さらに伺っていきます。 

  市には熱中症の指針はあるということで、また

今年度、そうした中で市の行事や学校の活動で変

更または中止したものがあったら聞かせてくださ

い。今後こうした考え、どう市民に周知していく

かも聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 教育委員会のほうからの、
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教育部のほうから学校の関係のほうなんですけれ

ども、実際に今年度、高温を理由に学校での活動

を変更したケースというのはあるかというところ

では、現実的にはございます。実際今年度、やは

り５月のころから、まず５月に一度、あとは夏休

みに入る前に一度ということで、やはりこれも教

育委員会のほうから各学校のほうに通知というも

のを出しています。児童生徒の熱中症防止対策に

ついてということで通知を出していまして、体育

の授業や運動、部活動、スポーツ少年団活動の際

には、天候、気温、湿度等に留意しながら児童生

徒の体力や技能に応じた指導を行うと。また運動

前後の適切な水分摂取に配慮する、あるいは炎天

下での長時間の活動は避けるなどということでの

指導ということをさせていただいていました。 

  その中で小中学校におきましては、活動中止を

したケースとしましては、全30校中22校で、そう

いうような中止したケースがございます。主な内

容としましては、特にいろいろな学校でやってい

ます昼休み５分間マラソンとか、あとは校外活動

で暑い時間に外に歩いていろいろ見学をするとか、

こういうようなもの、これについてはやはり気温

が高い、こういうような状況の中で中止というこ

とにしたケースがあります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） あるということで安心

しました。９月１日、小雨の中、地元中学校の体

育祭は決行されました。例年も９月の初めの暑い

中での体育祭は、生徒第一ではないのかという疑

問を持っていました。当日は運動するには暑くな

かったのですが、足元が悪くて転倒して担架で運

ばれた子もおり、グラウンド状況を判断して幾つ

かのプログラムが省略され、午前中に体育祭は終

了しました。よい判断をされたという、こう受け

とめて、私は帰路につきました。 

  県内外でもこうした対応が行われています。熱

中症対策のために、小学校でも体育館での終業式

を取りやめる学校があったと報道されています。 

  しっかりとこうした厳しい暑さの中での市の行

事や学校活動、しっかりと対応して安全に快適に、

そして子どもたちをしっかりと教育していってい

ただきたいと思います。 

  以上でこの項の質問を終わります。 

  続きまして、２番の歯科健診後の対応について

に入ります。 

  毎年行われる歯科健診で治療が必要とされなが

ら、受診していない子どもがふえている実態が全

国保険医団体連合会の調査でわかりました。 

  本市の状況と対応について聞かせてください。 

  ⑴です。治療が必要とされた子どものうち、未

受診者はどのくらいか。 

  ⑵です。年齢が上がるほど未受診者がふえ、健

診の結果が生かされていないと報じられています

が、本市の場合はどのようになっていますか。 

  ⑶です。調査では、約８割の自治体で中学校卒

業までの外来の医療費助成があり、一部負担の有

無などによって受診率が大きく変わっています。 

  歯科医療に係る子どもの医療制度の概要と、今

後、中学校卒業までの子どもについて現物給付方

式を導入する考えがありますか。 

  ⑷です。ことしも敬老会が近づいてきました。

終わったところもあります。80歳以上で20本以上

の自分の歯を持つ高齢者を表彰する制度を創設す

る考えがありますか。 

  以上、４点について質問いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、私のほうから

２の歯科健診後の対応についてのうち、⑴と⑵に



－288－ 

つきましてお答えをいたします。 

  ⑴の治療が必要とされた子どものうち、未受診

者数はどのくらいかについてお答えをいたします。 

  歯科健診において受診勧告を行ったが、受診に

至っていない児童生徒の数としてご説明をしたい

と思います。 

  平成29年度の未受診者数は、小学校におきまし

ては1,208人、中学校におきましては777人となっ

ております。 

  次に、⑵の年齢が上がるほど未受診がふえ、健

診の結果が生かされていないと報じられているが、

本市の場合はどのようになっているかについてお

答えいたしたいと思います。 

  小学校におきましては、１年生の未受診率が約

37％で、学年が上がるにつれてふえていき、６年

生では約53％となります。 

  また、中学校においても同様でございまして、

１年生が約51％で、３年生が約75％というふうに

なっております。 

  以上のことから、本市におきましても、学年が

上がることに未受診率が上がるという傾向が見ら

れるということであります。 

○議長（君島一郎議員） 子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 私のほうからは、

⑶の歯科診療に係る子ども医療費制度の概要と、

今後、中学校卒業までの子どもについて現物給付

方式を導入する考えはあるかについてお答えいた

します。 

  本市の子ども医療費助成制度は、ゼロ歳から18

歳までの子どもが、病気やけが、歯の治療などの

ために医療機関を受診した際の保険診療自己負担

分を助成するものであります。このうち、未就学

児は自己負担のない現物給付方式、小学生以上は

自己負担のある償還払い方式で実施しております。 

  また、中学校卒業までの子どもへの現物給付方

式導入ですが、現在のところ予定はございません。 

  小学生以上の子どもへの現物給付導入について

は、受診者の負担軽減や利便性の向上と財政負担

を勘案し、慎重に調査、検討を進めてまいりたい

と考えております。 

○議長（君島一郎議員） 保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） 最後に、私からは⑷

の80歳以上で20本以上の自分の歯を持つ高齢者を

表彰する制度を創設する考えはあるかについてお

答えいたします。 

  高齢者を表彰する制度につきましては、実態を

把握することが困難であるため、創設する考えは

ございません。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 答弁がありました。順

次再質問をしていきます。 

  治療が必要とされた子どものうち、未受診者は

どのくらいいますかという質問をいたしました。 

  小学校が1,208人、中学校777人と、中学生のほ

うが小学生より少ないという数字が出てきました。

ああ、そうなんだ、そういうことですかというこ

とで、私、受けとめたんですが、この減っている

理由はどういうものだと受けとめているのでしょ

うか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これ統計的なものでござ

いまして、小学校の場合には６学年ございます。

中学校の場合には３学年ということでございます

ので、在籍する子どもの絶対数が違いますので、

数値的にはこんなふうになってきてしまうという

ことでございます。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） １番と２番の答えがち
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ょっとうまくかみ合わないなという思いから、そ

ういう質問をいたしました。 

  那須塩原市の場合も、答弁の内容から聞きます

と、やっぱり年齢が上がるにつれて未受診者がふ

えているという状況がうかがえます。 

  保団連の報告とほぼ同じというふうに、私、受

けとめました。保団連の調査では小学校52％、特

別支援学校56％、中学校67％、高校生は何と84％

が未受診と、こんな数字が出ています。そうした

中で那須塩原市、この未受診の方、歯というのは

非常に健康に影響を及ぼすものです。 

  そこで、那須塩原市は、この歯の健康について

どうしたら、どうして未受診を減らしていくかと

いう対策について聞かせていただきたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、ちょっとこう未受

診者の状況がよくないというマイナスのイメージ

がありますが、プラスのイメージもちょっと話さ

せていただきますが、本市の場合、統計的に徐々

にではありますけれども、歯の検査を受けたとき

に虫歯がないという、そういう児童生徒、これは

少しずつふえてきているという、いいことも実は

ございますので、ご認識いただければと思ってお

ります。 

  未受診率が、学年が上がるにつれて上がってく

るというのは、いろいろな理由があると思います

が、やっぱり最終的には大きい理由は、歯となる

と痛くなければという、そういう部分があってな

かなか受診に向かないという、そういう部分もあ

ろうかと思います。また、学年が上がると放課後

のさまざまな活動があったりしますので、歯医者

さんに行く機会をなかなかつくり出せないという

ような、そういった事情もあろうかと思っており

ます。 

  ですので、市としては現在、中学校区を１つの

エリアとして小中一貫教育を進めておりますが、

その中で地域学校保健委員会というような形で小

中合わせて、この健康についての情報交換したり、

それから課題となっているものについて、どうい

うふうに加勢していったらいいかといった、そう

いった会もございますので、そういった中でこう

いったものも提起しながら、やっぱり受診に向け

ての意識を高めていくということ、それが最も大

きいことであろうと思っています。小さいうちは、

保護者の方が連れていくということで、恐らく未

受診率は低く抑えられているんだと思います。学

年が上がるにつれて、そういった部分も多少でも

影響してくるし、ですので、例えば、そういった

放課後の活動につきましても、できるだけそうい

うふうな治療に行くような配慮をするようにとい

うことは、いろいろな機会に教育委員会としても

学校のほうに協力を求めたりしておりますので、

そういったさまざまな角度から受診率を上げてい

くという努力は今後もしていきたいと思っていま

す。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 那須塩原市で歯科の未

受診が減っているという面もあるんだとお話、診

療に行っている子がふえているというところがあ

る、その面もあるというお話だったと思います。 

  私も、健診のたびにあなたの歯はすばらしい歯

だと言われて、その気になってずっと歯医者さん

には行っていませんでした。市役所で市の職員が

昼休みにしっかり歯磨きをしているというのはあ

ちこちで見かけます。今そういうことをしてこな

かった報いを受けているのかなと、私、そういう

思いを受けながらいます。 

  歯医者さんの中から、せっかく健診をしている
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のにその結果が生かされていないという意見を以

前から聞いていました。そうした中で、報道の中

でも、歯科健診というのは非常にやっている割に

受診が少ないということがあります。歯医者さん、

大変お金がかかります。しっかりケアすることが

まずお金のかからない道なんだと思いますが、那

須塩原市の子ども医療現物給付は就学前までです。

ぜひこれを引き上げて、そういう歯科診療に上が

るようにしていただきたいと思います。 

  東京都歯科医師会のデータでは、窓口負担があ

るところとないところ、東京都で調べたところ、

窓口負担なしは受診していない子どもが30％、窓

口負担があるところでは半分がやはり受診しない

という、こういうデータが出ています。 

  そういうことで、今後、那須塩原市で深刻な歯

の未受診を減らすため、ぜひこの現物給付を進め

ていっていただきたいと思います。今のところ考

えていないというお話でございました。何として

も、この未受診を少なくして健康な歯の市民をつ

くっていっていただきたいと思います。 

  ⑷に入ります。 

  ことしも敬老会が近づいてまいりました。8020

の表彰について考えを求めます。現在、この8020

を行っている小山市、栃木県では小山市がありま

す。歯科医師会と口腔健診を国の制度を使って行

っており、実際には三千三百四十何円かかるそう

ですが、本人の負担は1,000円だそうです。健康

な自分の歯を80過ぎても20本以上しっかりと持っ

ていると、こういう方を表彰していると。そのほ

か、小山市ではことしから口腔がんの市単独の事

業も始まりました。 

  そこで、伺っていきます。 

  本市で歯や口腔、口の中の健康を守る事業があ

りますか。聞かせていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、本市での

歯に関する健診状況について回答をさせていただ

きたいと思います。 

  本市におきましては、大まかに言うと２つの歯

科健診というか、歯科に対するケアがございまし

て、まずは一般の大人の方につきましては、歯周

病健診というのを行っております。こちらのほう

は、40歳、50歳、60歳、70歳に該当した方が医療

機関に行って歯周病のチェックをしていただくと

いうものでございます。 

  大人の２番目としましては、歯周病予防の教育

ということで、これにつきましては、市の集団健

診が行われる会場におきまして、口腔管理、口の

管理ですね。歯については、歯周病になりますと

認知症になる可能性が高いということと、あと歯

が悪いときちんとした栄養がとれないということ

がございますので、口の管理をしっかりしましょ

うということで予防の教育を行っております。ま

た健康まつり、産業文化祭と消費生活と環境展で

同じような取り組みを行っております。 

  もう一つ、子どもさんの口腔ケアということで、

各小学校にフッ化物という液体を各学校にお配り

をしまして、液体歯磨きのようなものになるんで

すかね。これをブクブクとしまして、虫歯を予防

していただいているような事業を行っているとい

うことでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） ちょっと安心しました。

大人で２つ、子どもで１つあるよということで安

心しました。 

  結構歯が悪いとお金がかかると、先ほど言いま

した。そうした中で、下野新聞に立て続けに載り

ました。塩谷町のこの９月議会で総額5,430万の
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予算で口腔ケアなどについて関係機関の協力体制

や責務を定める町民の歯と口腔の健康づくり推進

条例を制定すると、その議案を提出したというも

のであります。そのほかに、鹿沼市は同じ口腔ケ

ア、オーラル口腔ケアという、そういう名前でこ

のような歯と口腔の健康づくりを行っているとい

うのがありました。 

  那須塩原ないのかなという、私の認識不足があ

りました。そういう状況ですが、ぜひともこの未

受診が非常に多いという、ここをしっかり対応し

ていけば医療費の節減、しっかり対応できるのは

ここかなという、そういう思いもしております。

ぜひこの歯の健康について、これからしっかりと

進めていっていただきたいと思います。 

  以上でこの項の質問を終わります。 

○議長（君島一郎議員） ここで質問の途中ですが、

10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時５９分 

 

再開 午後 ４時０９分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 第３の緊急告知ラジオ

についてに入ります。 

  甚大な被害が出た西日本豪雨では、「防災無線

が聞こえない」「存在すら知らなかった」という

被害者の声が伝えられていました。全国の100近

い自治体で、緊急時に自動的に電源が入る緊急告

知ラジオが配布されています。 

  そこで、１番から伺います。 

  ⑴行政無線のない、またはよく聞こえない地域

への対応はどのようになっていますか。 

  ⑵防災行政無線のない、またはよく聞こえない

地域の今後の緊急告知ラジオの配布は考えていま

すか。 

  以上、２点について答弁を求めます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 髙久好一議員の緊急告知ラジ

オについての質問にお答えをいたします。 

  初めに、⑴の防災行政無線のない、またはよく

聞こえない地域への対応はどうなっているかにつ

いてお答えをいたします。 

  防災行政無線は、塩原支所管内においてのみ設

置・活用をしております。設置当初からよく聞こ

えないとの意見があれば、随時スピーカーの向き

などの調整を行ってきたところでございます。 

  なお、防災行政無線の有無にかかわらず、防災

情報に関しては緊急エリアメールやみるメール、

ホームページなどを十分に活用するとともに、必

要に応じ広報車などにより対応をしているところ

であります。 

  次に、⑵の緊急告知ラジオの配布は考えている

かについてお答えをいたします。 

  緊急告知ラジオとは、電源が入っていない状態

でも緊急信号を受信すると自動的に電源が入り、

エフエム放送による避難情報などの緊急放送が受

信できるというものであります。この緊急告知ラ

ジオによる情報伝達を既に実施している自治体で

は、販売や貸与などのさまざまな方法で住民に配

布をしていると聞いております。 

  今後、本市の新たな情報伝達体制の構築の際に

は、緊急告知ラジオも含め、より効果的な体制を

検討をしてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 市長から答弁がありま
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した。再質問をしていきます。 

  防災行政無線の配備は、旧塩原地域のみとなっ

ているという答えでございました。聞こえない要

望に対してはと、随時調整して対応しているとい

うことでございます。防災情報、現在は緊急エリ

アメール、みるメール、ホームページ等さまざま

なツールを活用しという、広報車でも聞こえない

地域には対応しているという答弁でございました。 

  随時、調整し対応しているという言葉、具体的

に向きを変えるなどという方法でも調整している

んだというお話がありました。この調整だけで行

った場合、その都度ということなんだと思うんで

すが、この調整だけだとどのぐらいもつんでしょ

うか。緊急のときに聞こえなかったというような

場合というのは起きるということは考えているの

でしょうか。聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 今、ご質問のあった随時

というのは、例えばこの塩原の防災行政無線、設

置から約20年ほどたっておりまして、その中で地

域の方からちょっと聞こえにくいんだとかそうい

う要望を受けて、向きを変えたりという意味での

随時というところでございます。 

  議員おっしゃる、じゃ実際災害情報のときにど

うなんだという話なんですが、現実的にこの防災

行政無線、屋外からスピーカーで流すときに、例

えば大雨であるとか台風が来たときに、果たして

家の中から聞こえるかという、防災行政無線その

ものの課題かと思うんですが、そういう問題がご

ざいます。 

  したがいまして、先ほど市長が申し上げたよう

に、緊急時には緊急エリアメール、それからみる

メール、ホームページ、そのほか例えばテレビ、

ラジオ、協定によりまして放送していただくとか

そういう方法で何とか屋内の情報伝達、そういう

ところが今後主力になってくるのかなというふう

に感じております。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） わかりました。 

  20年経過をしてと。行政無線の課題だというお

話もありました。今後は室内で受け取ることがで

きる、そういう情報の伝達が中心になるのかとい

うお話もありました。 

  さらに伺っていきます。 

  答弁の中にもありましたが、防災情報の周知・

伝達が重要だということは、初動対応を早目に行

うという意味で大切です。先ほど答弁にあった、

市が具体的に挙げられたツールは、いずれも受信

者は携帯電話やスマホを操作しなければ内容がわ

からない、見ることはできないツールのように私

は受けとめました。 

  そこで、高齢者や市が行っているツールの操作

に疎い人、苦手な人への対策はどのように行って

いく考えなのでしょうか、聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 先ほど申し上げたように、

緊急エリアメール、みるメール、おっしゃるよう

に、スマホが前提になっております。それを持っ

ていないからとかわからない方ということであり

ますが、先ほど申し上げたように、テレビ、ラジ

オを通じて災害情報をいち早く流すというところ

が今、可能になっておりますので、現実的にはお

年寄りとかスマホを持っていない方はそちらが中

心になってくるのかなというふうに思っておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 今後は、テレビ、ラジ

オ、そういった情報等に立つのが中心になってく
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るのかなと、そういう方向性を見据えているとい

う答弁だったと思います。 

  人の声かけが一番だよという一番基本的なこう

いう声の塩原地域などに行くと、よく聞かれます。

消防団の巡回による呼びかけはどのように位置づ

けられていますか。聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 先ほどから私がお答えし

ているのは、あくまでも自分で何とかするという

自助の視点からでございます。今、議員おっしゃ

るように、例えば共助という部分からどうかとい

うところでございますが、情報の伝達というとこ

ろからいうと、先ほどの方法に合わせて、例えば

自主防災会の会長とか自治会長にいち早く連絡を

してというところがまず一つございます。 

  それから、消防団の情報伝達というふうな形で

いいますと、広報車をいち早く、市もそうですけ

れども出して情報を伝えると。そういう方法が今

現在、想定されるところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） わかりました。⑵に入

ります。 

  防災告知ラジオの配布について伺いました。新

たな情報伝達体制構築の際には、現在、防災行政

無線がアナログからデジタルへ変える時期として

各自治体もデジタル化に向けどんな情報伝達にす

るか検討しています。本市でも検討をしていると

聞いています。そのときに緊急告知ラジオもツー

ルの一つとして検討すると受けとめましたが、そ

れでいいのでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） 今、議員さんおっしゃる

ように、今使っている防災行政無線が34年でアナ

ログからデジタルになりますので、当然のことな

がら、施設、一切設備は取りかえなくちゃいけま

せん。その中で、先ほど言いました防災行政無線、

いろんな課題もありますので、それを踏まえて防

災行政無線を継続していくのか、あるいは先ほど

から出ています、緊急告知ラジオを含めた屋内の

情報伝達体制を充実させていくのか、その辺も含

めて今後、ちょっと設計を考えていきたいという

ふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 今後、大きな意味で行

政無線と緊急告知ラジオも検討していきたいとい

うふうに受けとめました。 

  そういう中で、中国・四国地方など甚大な被害

をもたらした西日本豪雨を受け、県内17市町が災

害対策についてさらに取り組みを強化する考えが

あることが報道されました。各市町は住民への効

果的な避難誘導や情報発信の検討を進めています。

強化の考えを示した中に、那須塩原市など17市町

があります。 

  そこで、伺います。 

  本市がさらに災害対策を強化するとしているの

はどの分野なのか、具体的に聞かせてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） やはり今後、課題として

は、今おっしゃるように、初動体制、情報伝達体

制をいかに充実させるかというところでいいます

と、例えば市が発信した情報を住民がどのように

受け取ってどのように行動するのかというところ

がまず非常に重要になってくるだろうと思います。

その辺は今後さらに今以上に検討していかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 今、検討しているとこ
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ろ、検討していかなければいけないと、こう答え

られました。結論はいつごろ出るんでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（山田 隆） さまざまな計画、地域防

災計画を含め、今あらゆる場面を想定しておりま

すが、さらにそれに充実をさせていくという意味

合いで今、お話ししたところでありまして、結論

というか、今あるさまざまな防災関連の計画をさ

らに充実させていくということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 18番、髙久好一議員。 

○１８番（髙久好一議員） 幾つかの自治体で防災

行政無線の方向性を発表した自治体もあります。

その中で質問をいたしました。 

  住民への災害情報の発信では、各市町とも緊急

速報メールの配信、防災ラジオ、防災アプリ、コ

ミュニティーエフエムなどを組み合わせふやして

いるのが特徴です。栃木市や野木町など防災行政

無線の改善・拡充に取り組む市町もあります。 

  今回の質問は、記録的な厳しい暑さや豪雨、地

震など頻発する自然災害から市民の健康や命を守

る自治体の本来の仕事について質問いたしました。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、18番、髙久好一

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 小 島 耕 一 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、５番、小島耕一議

員。 

○５番（小島耕一議員） 議席番号５番、フロンテ

ィアなすのの小島耕一です。 

  お疲れのところでございますけれども、最後の

一般質問でございますので、延刻も覚悟の上、よ

ろしくご答弁のほうお願いしたいと思います。 

  それでは、通告に基づきまして一般質問を始め

たいと思います。 

  １、食育・地産地消の推進について。 

  市では、那須塩原市農業振興計画「元気アップ

アグリプラン」に食育・地産地消の推進を位置づ

け、和食の普及や米の消費拡大を目指した「はじ

めてのふるさとごはん事業」、並びに小中学生に

食べ物のありがたみや感謝の気持ちを育てる学校

農園開設支援事業、学校給食への地元産食材の利

用推進を行っています。 

  国では、平成17年６月に食育基本法を制定し、

国民が生涯にわたって健全な心身を培い、豊かな

人間性を育むために食育を推進することとしまし

た。食育基本法では、食育の基本理念や国・地方

公共団体の責務、食育に関する施策がまとめられ

ており、食育推進基本計画を策定することとして

おります。 

  本市においても食育推進計画を策定し、本年度

から来年にかけてこの食育推進計画を見直すと聞

いております。 

  そこで、本市の食育のこれまでの推進結果と今

後の計画について質問します。 

  ⑴これまでの食育推進計画のうち、施策の展開

として示された４項目の推進結果について。 

  ⑵地元農産物の消費拡大や日本食文化の理解促

進、家庭や地域での食育運動に関する課題と取り

組みについて。 

  ⑶保育園や学校における食に感謝する心の醸成

に向けた課題と取り組みについて。 

  ⑷健康長寿と食育の推進に関する課題と取り組

みについて。 

  ⑸栃木県では、とちぎ食の安全・安心・信頼性

の確保に関する条例を制定しているが、本市にお

ける安心・安全な食づくりに関する課題と取り組
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みについて。 

  ⑹食育推進計画の策定組織及びスケジュールに

ついて。 

  以上、１回目の質問といたします。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 小島耕一議員の、食育・地産

地消の推進についてのご質問に順次お答えをいた

します。 

  初めに、⑴の食育推進計画における施策の展開

として示した４項目の推進結果についてお答えを

いたします。 

  本市の食育推進計画においては、取り組むべき

施策の方向性として、「自然や食に感謝する心の

醸成」、「食を生かした健康づくりの推進」、

「安全・安心な食づくりとすぐれた食文化の伝

承」、「食育を生かしたまちづくりの推進」の４

項目を施策の柱に位置づけております。 

  本市では、これらの施策の推進に当たり、幅広

い分野で関連する事務事業の着実な実施に取り組

んでおりまして、一歩ずつではありますが、食育

推進計画に掲げる基本理念の実現を図っていると

ころであります。 

  次に、⑵の地元農産物の消費拡大や日本食文化

の理解促進、家庭や地域での食育運動に関する課

題と取り組みについてお答えをいたします。 

  これらの課題といたしましては、全国的な傾向

で食育全般にわたるものではありますが、社会環

境が変化し、食に関する市民の価値観やライフス

タイルの多様化が進む中で、いかに食育に対する

意識の向上を図っていくかが挙げられます。 

  本市では、この課題の改善に向けて、主な事務

事業として、はじめてのふるさとごはん事業、農

産物直売所に対する支援及び学校給食への地元農

産物の提供拡大などに取り組んでおります。 

  次に、⑶の保育園や学校における食に感謝する

心の醸成に向けた課題と取り組みについてお答え

をいたします。 

  保育園では、食に感謝しながら「みんなでおい

しく・楽しく食べること」を目標に掲げ、日々の

保育活動を行っております。 

  具体的な取り組みといたしましては、園内の野

菜栽培を通じて収穫の喜びを感じたり、リンゴ狩

りなどの収穫体験での生産者との交流や自分たち

が食べる給食の調理の様子を見ることにより、食

に対する関心と感謝の気持ちを育んでおります。 

  学校における取り組みといたしましては、農業

体験やその他の活動を通して食物を大事にし、食

物の生産などにかかわる人たちへ感謝する心を持

つことを目指し、食生活は生産者を初め多くの

人々の苦労や努力に支えられていること、食は動

植物の命を受け継ぐことであることなどについて

指導を行うことで、食に感謝する心の醸成に取り

組んでいるところであります。 

  課題といたしましては、健全な食生活を実践で

きる子どもを育成していくためには、保育園や学

校にとどまらず、家庭や地域とのより一層の連携

が重要であると考えております。 

  次に、⑷の健康長寿と食育の推進に関する課題

と取り組みについてお答えをいたします。 

  平成27年度に実施をいたしました生活習慣アン

ケートの調査の結果から、国と比較して、塩分摂

取の度合いの強い食生活であること、バランスの

よい食事がとれている人の割合が低いこと、若い

世代の朝食の欠食率が高いことなどが課題であり

ます。 

  本市では、健康寿命の延伸につながる食育につ

きまして、あらゆるライフステージでの健康づく

りや生活習慣病の予防のための減塩と食事バラン
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スの重要性及び適正体重の維持を目的とした事業

を実施しております。さらに、今年度から、若い

世代の食習慣の改善のために、30歳、35歳節目健

診を受ける方を対象に食習慣質問票を配布し、食

習慣の振り返りと具体的な改善方法のアドバイス

を行っております。 

  次に、⑸の本市における安心・安全な食づくり

に関する課題と取り組みについてお答えをいたし

ます。 

  県では、とちぎ食の安全・安心・信頼性の確保

に関する条例に基づき、基本計画を策定し、必要

な施策を実施しております。 

  本基本計画では、生産、流通、消費、環境保全、

食の安全性・信頼性など、広範多岐にわたる分野

ごとに施策が位置づけられており、県の関係部局

がそれぞれ事業を展開し、必要な措置を講じてい

るところであります。 

  本市における安全・安心な食づくりについても、

県、関係機関と連携し、必要な取り組みを実施し

ているところであり、今後も県の取り組みと足並

みをそろえ、各分野の事務事業を着実に実施する

ことが必要であると考えております。 

  最後に、⑹の食育推進計画の策定組織及びスケ

ジュールについてお答えをいたします。 

  食育推進計画については、平成30年度に関係各

課で構成する庁内検討会議と関係機関で構成をす

る策定委員会を設置し、その中で協議・調整を進

め、平成31年度中の策定を予定しております。 

  以上、１回目の答弁といたします。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） ありがとうございます。 

  それではまず、⑴について再質問をしたいと思

います。 

  これまでの食育推進計画の結果でありますが、

市では４項目の施策を進めてきたわけでございま

す。施策の進捗状況については、業績評価指標、

ＫＰＩといいますけれども、確認しながら推進し

てきたものと思います。 

  主な業績評価指標の目標値と結果についてお伺

いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 食育推進計画のこの

ような業績指標の目標値とその結果ということで

ございますけれども、こちら、４項目の施策の推

進に当たりまして設定した業績評価の主な目標値

は以下に申し上げます。 

  施策として、自然や食に感謝する心の醸成とい

うものに関しては、指標として市民農園の開設を

挙げました。基準値は、13カ所に対して目標が15

カ所ということで、結果としては14カ所の開設と

なっております。 

  次に、食を生かした健康づくりの推進という施

策に対しまして、指標といたしまして食事バラン

スガイド等を参考に食生活を送っている市民の割

合というのを設定しまして、こちらにつきまして

は、目標値は60％に設定しまして、結果について

は59.4％となっております。 

  それから、安全・安心な食づくりとそれを入れ

た食文化の伝承という施策につきましては、学校

給食への地元産野菜の提供の種類という指標を設

定しまして、基準値は７種類、目標値は10種類と

いうところで、結果については12種類という結果

が出ております。 

  それから、食を生かしたまちづくりの推進とい

う施策に対しましては、食生活改善推進員数とい

う指標を設定いたしました。基準値が66名で目標

が120名ということで、結果につきましては65名

というふうなところで結果が出ております。 

  以上でございます。 
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○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、業績評価指標の結果

をお聞きしたわけですけれども、大きくというわ

けではないですけれども、低下した指標、目標に

達成しなかった指標、達成した指標の要因等をお

聞かせ願えればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 業績評価指標で今申

し上げた以外に大きく達成した指標、それから低

下した指標というところでございますけれども、

達成した指標につきましては、産地直売所の販売

額、これの目標を８億円に設定していましたとこ

ろ、11億4,500万という達成をしております。こ

ちら主な要因としましては、市内の産地直売所が

ふえたというところが主な要因で、13カ所から17

カ所にふえたというところでございます。 

  それから、朝食をとらない中学生の割合、これ

は目標８％でしたが、結果としては7.4％まで減

少したというところでございます。こちらにつき

ましては、低学年のうちから折にふれ、朝食の大

切さを指導していたということが主な要因という

ふうに捉えております。 

  それから、低下したもの、目標に届かなかった

ものにつきましては、先ほど申し上げました食生

活改善推進員の数が目標120名に対して結果65名

であったというところです。こちらにつきまして

は、既存の加入者が高齢になったというところが

原因で退会してしまったということが主な原因と

して考えております。 

  それから、学校農園の開設支援事業の実施校数

ということで、こちらにつきましては、目標を30

校設定しておりましたが、結果は19校ということ

でございます。その理由といたしましては、適当

な農地、学校周辺に確保したかったわけですが、

適当な土地が見つからなかったというところと農

業の指導者等の確保が困難であったということが

理由で本事業を活用できない学校があり、その数

が伸び悩んだというところが主な要因として捉え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） ありがとうございます。 

  特に、私も学校農園この間見せてもらってきた

んですけれども、市内の学校農園についてはよく

やっているほうかなと思って行ってきました。 

  そういう中で、やはり30校目標をした割にはな

かなかこういう学校農園の指導者がいなかったり

農地がなかったりということで、大きな課題なの

かと思っております。 

  この中で食育を生かしたまちづくりということ

で、県ではこの食育推進計画には食育を生かした

まちづくりということはありませんので、市独自

の課題ではないかなと思っております。 

  具体的にどのような取り組みを行い、どのよう

な結果になったのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 食育を生かしたまち

づくりにつきまして、どのような取り組みを行っ

てどのような結果になったのかというところでご

ざいますけれども、こちらにつきましては、市で

は業績評価指標でも申し上げましたような食育関

連の各種事業を実施・開催してまいりました。市

民、事業者、学校、地域、行政などのさまざまな

主体がそれぞれの立場で食育に参画するとともに、

連携・協力を図りながら食育を推進していくとい

うことを目標に、食育の普及啓発に取り組んでま

いったというところでございます。 

  その結果といたしましては、食育に対する市民
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の意識は徐々に高まりつつあるというふうに考え

ておりまして、さらなる食育意識の向上に向けて

より一層の取り組みが必要であるというふうな認

識でございます。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） まちづくりということで、

非常に幅広い活動かと思います。そういう面では、  

ここについても考える必要があるのかなと思って

いるところでございます。 

  次に、食育推進計画の年度ごとの評価や次年度

の取り組みなど進捗管理についてどのように行わ

れてきたのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 食育推進計画の進捗

管理をどのように行ってきたかということでござ

いますけれども、こちらの評価、あるいは次年度

までの取り組みなどの進捗管理といったものにつ

いては、事業を所管する担当部署においてそれぞ

れ実施してまいったというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今お聞きしますと、各部

署ごとにやっていたというようなことかと思いま

す。そういう面では、組織体制をとって進めてき

ていないのではないかと思うんですけれども、実

際の状況等をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 食育の推進体制、総

括実施体制がないんじゃないかというようなとこ

ろでございますけれども、食育推進計画の推進に

当たりましては、確かに全体を総括するといった

組織はこれまで実施しておりませんでした。担当

部局において事業実施しているところでございま

すけれども、その担当部署の中で必要に応じて関

係部局及び関係団体との連携を図り、円滑な事業

の推進を図ってきたというところでございます。 

  具体的な例を申し上げれば、地産地消推進担当

者会議というのを設置しまして、こちらは農務畜

産課、教育総務課、それから県、それから農業協

同組合といったところの組織をつくりまして、そ

のような取り組みを行ってきたというところでご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 農業関係については、そ

ういう会議を持っているということですけれども、

食育全体ではどうもそこまで到達していなかった

というかそんなことをちょっと感じます。また、

今後の計画などについてご質問したいと思ってい

ます。 

  それでは、⑵に移りたいと思います。 

  ⑵について再質問したいと思います。 

  市では、未来を担う子どもたちの１歳６カ月健

診時に那須塩原市のこしひかり20㎏を配布してい

るわけでございますが、ここ数年の配布個数の推

移と家族からの反響についてお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） はじめてのふるさと

ごはんの進捗状況、それから反響についてという

ご質問かと思いますけれども、こちらの事業につ

きましては、平成28年度から事業開始したという

ところで、これまでの推移を申し上げますと、平

成28年度につきましては、対象世帯が1,019世帯、

これに対して申し込み数が941世帯で、申し込み

率は92.3％だったということです。 

  それから、平成29年度、昨年度でございますけ

れども、対象世帯が987世帯、申し込み数が923世

帯ということで、申し込み率は93.5％だったとい
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うところでございます。 

  これに対する反響といったところでございます

けれども、米を召し上がっていただいた方から

「おいしかった」、あるいは「どこで購入できる

のか」といった好意的な意見が数件寄せられてお

りまして、食育の推進、あるいは地元産米の消費

拡大の一助につながったものというふうに捉えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） ふるさとごはん事業につ

いては、着実に評価をされているのかなと感じる

ところです。 

  次の再質問をしたいと思うんですけれども、市

では農産物直売所の支援を行っているということ

でございますけれども、本市の農産物直売所の数

と具体的な支援内容についてお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 農産物直売所の数、

それから具体的な支援内容ということでございま

すけれども、農産物直売所数、こちらはうちの部

署のほうで把握しております数は、ことしの４月

１日現在で17カ所というふうに把握しております。 

  また、そちらに対する主な施設の支援内容とい

うところでございますけれども、アグリパル塩原、

それから青木ふるさと物産センターにつきまして

は、その運営、維持、管理、修繕等の支援を行っ

ているというところでございます。こちらにつき

ましては、具体的には指定管理者の運営の業務委

託というところでございます。 

  それから、そすいの郷直売センターにつきまし

ては、新店舗整備に関する補助といったところを

行っているというところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、お話のとおり、指

導・支援によって各農産物直売所も活発に運営し

ているということをよく理解できます。 

  また、販売額についても伸びているということ

で、地産地消が着実に進んでいることを感じてい

るところでございます。 

  次の質問をしたいと思うんですけれども、学校

給食への地元農産物の提供拡大に取り組んでいる

ということです。学校給食の地元農産物の活用の

推移はどのようになっているのかお伺いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 学校給食への地元農

産物の活用の割合ということでございますけれど

も、直近３カ年はおよそ30％台で推移していると

いうところでございまして、平成27年度につきま

しては、その活用割合は38.4％、それから平成28

年度が30.5％、平成29年度が32.4％といった活用

割合となっております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） これ見ますと、上がった

り下がったりしているようでございますけれども、

学校給食の地元農産物の供給拡大のためにどのよう

な取り組みをしているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 学校給食へ地元農産

物の拡大のためにどのような取り組みをしている

のかというところでございますけれども、学校給

食への地元産野菜の安定供給を図るために、毎年

度地産地消担当者会議というのを開催しておりま

す。先ほども申し上げましたが、こちらにつきま

しては、農務畜産課、それから教育総務課、それ

から栃木県、那須野農業協同組合で構成している
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会議でございまして、その中で供給体制といった

ものを協議しているというところでございます。 

  また、学校給食への地物農産物の供給拡大とし

まして、平成30年度、今年度の11月に初めての試

みといたしまして、アグリパル塩原の農産物を塩

原地区の小中学校に供給いたしまして、その際に

供給した農産物の生産者と、それから児童生徒が

交流するという事業も予定しているところでござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、地産地消推進会議を

開いて地元農産物をしっかりと学校給食に活用し

たいと、進めているということ、また、地元の農

産物直売所も活用していくんだというようなこと

をお聞きしました。やはり今後、地元農産物直売

所が徐々に大きくなってきているということでは、

地元農産物直売所の活用というのは重要なことか

なと思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思っているところです。 

  それで、⑶の再質問をしたいと思っています。 

  保育所では野菜を栽培し、それを給食に活用す

るといった取り組みをしているとのことでござい

ます。野菜栽培にどのような工夫を行っているの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 保育園ではどのよ

うな工夫を行っているかということでございます

けれども、保育園におきましては、各園にそれぞ

れおじいちゃん保育士というものがございます。

野菜の管理といいますか、栽培はこのおじいちゃ

ん保育士が主にやっているところでございます。

そのおじいちゃん保育士が野菜を育てながら、ま

た、苗の水やりなどについては保育士さんとか、

あとは園児などが一緒にやっているといったとこ

ろでございます。 

  それによって、野菜が大きくなっていく様子を

子どもたちが見たり、あとは野菜が生きているん

だなというようなところを感じ取ってもらって、

食べ物を大切にしていく、そんな心を育成してい

るといったところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） このおじいちゃん保育士

というのは余り聞かないですけれども、各保育園

にいらっしゃるんですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） こちら、全部では

ないんですが、ほとんどの保育園には配置してお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） やはり保育園で保育士さ

んが栄養を管理するというのはなかなか難しいか

と思います。そういう面では、こういう今まで経

験のある高齢者の方が野菜を栽培してあげるとい

うのが非常に重要なことかと思っていますし、世

代間交流にもつながるということで、こういうこ

とはいいことかと思いますので、しっかりと継続

していただければと思っております。 

  それでは、次の質問に移りたいと思いますけれ

ども、保育園では新たな食育推進計画にどんな取

り組みを掲げているのか。また、どんな業績指標

を設定するのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  子ども未来部長。 

○子ども未来部長（冨山芳男） 保育園でどのよう

な新たな取り組みをしていくのかといったところ

でございますけれども、新たな取り組みとしまし

て、11月24日がいわゆる和食の日というものでご

ざいます。そういったところから、11月中のどこ
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かで園児と一緒に煮干しとか、あとは昆布とかそ

ういうのを使ってだしをとると。そして、それを

給食として食べるといったものをどこかでやって

いきたいなというふうに思っております。 

  具体的に、園児と一緒に煮干しなんか、煮干し

の解剖という本があったりするんですね。やっぱ

り煮干しを半分に割ってみれば、そこに背骨があ

って、心臓があって、腸があってというものもご

ざいますので、そんなものを見ながら子どもが頭

をとって、内臓をとって、そこからだしをとると

いったものをやっていって、だしというものが料

理にとって大切というか隠し味的になっているん

だ、そんなものを知ってもらえればいいのかなと

いうふうに思っているところです。 

  あとは、業績評価指標ということですけれども、

保育所における食育に関する指針として、より食

に感謝しながらおいしく食べることということが

指針となっております。 

  その中で、５つの子ども像というものがござい

ます。お腹がすくリズムの持てる子ども、食べた

いもの・好きなものがふえる子ども、一緒に食べ

たい人がいる子ども、食事づくり・準備にかかわ

る子ども、あと、食べ物を話題にする子ども、こ

んなような５つの子ども像というものがございま

すので、この５つの子ども像を目指して、何か目

標達成に当てはまるようないい目標設定、そんな

ものを今後、考えていきたいなというふうに思っ

ています。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会議時間の延長 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

でお諮りいたします。 

  議会会議規則第99条では、開催時間は午後５時

までと定められております。今後の日程の都合上、

本日の議事が全て終了するまで会議時間を延長し

たいと思いますが、異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎議員） 異議なしと認めます。 

  よって、本日は議事が全て終了するまで会議時

間を延長いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） すみませんが、延刻にな

りますけれどもよろしくお願いしたいと思います。 

  11月４日の和食の日に煮干しを材料にしてだし

を取る方式とか、そういう魚の解剖をしたり、非

常に子どもたちにとっていい体験なのかなと思い

ます。しっかりとお願いしたいと思います。 

  では、次の質問に移りたいと思います。 

  小中学校で学校の運営をするためには、農地や

農業機械、栽培技術など、多くの課題があると思

います。どのような工夫で解決しているのかお伺

いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 学校農園の開設の課

題、それについてどのように解決しているのかと

いうところでございますけれども、学校農園開設

事業の学校からの報告といったものを見ますと、

学校農園の地権者に技術指導、あるいは農地の管

理などをお願いしているケースとか、地域の農業

者やＰＴＡなどに技術指導をお願いしているとい

うケースがありまして、各校で学校農園、どのよ

うに栽培管理していくといったところで、さまざ

まな苦労をしているというふうに認識しておりま

す。 
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○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、実際に学校農

園で子どもたちが農作業を体験したり、植物が育

つのをみているわけですけれども、子どもたちの

教育的効果についてお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 学校農園については、農

務畜産課の補助事業として活用して実施している

学校が全部で19校と。そのほかにも、補助金をい

ただかないで何らかの形で農園、農園活動をやっ

ているような学校がありまして、ほどんどの学校

が農園活動をやっているというところからして、

食育の中での効果というところなんでけれども、

まず、農作物をつくるという、そのような作業を

通して、食べ物の大事さ、大切さ、あるいは生産

する人への感謝など、食に関する感謝というよう

な心が醸成されているということ、あるいは農作

物をつくることによりまして野菜への好き嫌いが

少なくなった、また、給食を残さなくなったとい

うような効果があった等を学校からお伺いしてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 学校農園については、全

部の学校でつくっているわけではないですけれど

も、今度食育推進計画を策定するわけですけれど

も、何校を目標に学校農園の設置・推進を進める

のかお伺いしたいと思います 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 学校農園の設置の目

標をどうするかというところでございますけれど

も、実績のところを申し上げますと、平成27年が

21校、平成28年が20校、平成29年が19校というと

ころで、30校というところを現在目標にしている

わけですけれども、いろいろな実情ありますので、

その辺のところは今後この目標値といったものに

ついては学校などの意向も踏まえながら改めて検

討していきたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 私の友達で、とちぎいや

しの園芸研究会という活動をしている方がおりま

す。この研究会は、植物と人間の関係を研究して

おりまして、その会報に「植物は光に向かって成

長する。人間も光に向かって成長していると考え

られる。人間は植物を育てることによって無意識

のうちに自分が光に向かって成長していることを

理解し、癒やしを感じている」と書いておりまし

た。 

  学校農園は食物に感謝するばかりでなく、子ど

もたちの生きる意味を無意識のうちに感じること

ができることから、全校で学校農園を取り組むよ

うお願いしたいと思っております。よろしくお願

いします。 

  それでは、次の質問に移りたいと思います。 

  先日、新しい共英学校給食共同調理場が運用を

開始したところであります。新たな共同調理場は、

食育の視点からどのような特徴があり、どのよう

な取り組みをしていくのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 新しい共英学校給食共同

調理場ということで、議会議員の皆様にも落成式、

内覧会等ご参加いただきました。大変ありがとう

ございました。 

  その中で、新しい調理場につきましては、児童

などのために調理場の見学というものの取り組み

もできるように、食育ホールというものをつくっ

てあるということでごらんいただいたかと思いま

す。 
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  また、この前内覧会、落成式のときにはまだ設

置してはありませんでしたが、現在、古い共英調

理場のほうで使っていた釜、これなどをこの後移

設して、実際には調理場を見学に来たお子さんに

自分たちが食べている給食、どのようなものでつ

くっているか。上から見るとちょっと小さく見え

るものも、近くで見ると大きな釜だというのはわ

かるのかなと、そういうものとか、あるいは給食

をつくるに当たって、衛生管理をちゃんとやって

いるよというところで、手洗いの体験コーナーと

いうものも設けております。こういうところでま

ず、実際に給食、どんなものでつくってどういう

ような衛生管理をやっているのかなというところ

を学習していただくと。 

  そのほかに、取り組みにつきまして、栄養士さ

んが常駐しておりますので、その栄養士さんに給

食に対する、あるいは食に対する栄養というとこ

ろの説明もいただいたり、食についての学びの場

としての取り組みというものをこの後進めていき

たいと考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 共英調理場が新しくでき

たということでございますので、ここで給食をつ

くるばかりじゃなくて、食育についてもしっかり

と進めていただければと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  それでは、次の質問でございますけれども、地

元農産物の学校給食への利用を考えるときに、共

同調理場では地産地消率を向上するのにさまざま

な課題があると聞いております。地元農産物の利

用促進を考えた場合にどのような課題があるのか、

また、どのように解決していこうと考えているの

かお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 共同調理場の場合、調理

食数、これはかなり多くなっております。食数が

多いということは、食材についても大量に必要だ

ということになっております。地元の農産物を使

う場合、先ほど齊藤議員の答弁でもお答えしまし

たように、農協であったり卸売市場、こういうと

ころから大量に購入をしているという状況になっ

ています。 

  地元の農産物の利用促進というものを考えた場

合、直売所からの購入というものはまず考えられ

るというところで、そのような中で先ほどちょっ

と産業観光部長のほうからもお話がありましたよ

うに、11月に塩原地区の自校方式の学校におきま

して、アグリパル塩原の農産物を活用した地産地

消の献立というものを提供させていただく予定に

なっております。 

  この取り組みをもとに、活用が可能かどうかと

いうものを含めて、今後検討させていただきたい

と思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、調理場というところ

を、調理場ということで訂正願いたいと思います。 

  今、やはりそれをアグリパルも含めてやってい

るわけですけれども、どうしても大きな人数にな

ると調理するための量がまだまだないといけない

ということでございますけれども。 

  直売所なんかもある程度今、大きくなっていま

すので、そういう最初のうちから計画的にお願い

すれば対応は可能なはずなんですね。そういう面

でこの地産地消推進会議をやっているわけでござ

いますけれども、そこに直売所の方々なんかも入

れてもらえればと思っています。 

  それでは、⑷について再質問をいたします。 
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  本市の健康長寿は、国・県とで比較してどのよ

うな状況にあるのか。また、近年の推移はどのよ

うになっているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、本市の健

康寿命と、あと、国・県と比較してどのような状

況にあるのかということについてお答えいたしま

す。 

  本市の健康寿命につきましては、栃木県が平成

25年に出しましたものでは、男性が78.66歳、女

性が83.24歳であります。これに対しまして、県

は、男性78.12歳、女性が82.92歳ということであ

りますので、県としては市のほうが若干上回って

いるということであります。 

  これに対しまして、国の健康寿命はということ

なんですが、これは共通の算出でやったものがあ

りませんで、今申し上げた県のが介護保険事業に

関して出されていたものでありまして、これから

申し上げる国のものは国民健康生活基礎調査とい

うものから出しているもので、これで統一した数

値がないものですから、国のほうを述べさせてい

ただきますと、男性が71.19歳、女性が74.21歳と

いうことで、ちょっと物差しが違いますので、単

純には比較ができないということであります。 

  それと、本市の健康寿命の推移ということで、

先ほどのものは平成25年度のものですが、それの

前のが平成22年度のがありまして、そのときが、

本市が男性が77.42歳、女性が83.07歳ということ

で、25年と22年を比べますと、男性が1.24歳、女

性が0.17歳延びているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、説明がありましたけ

れども、徐々に健康寿命は延びているというよう

なことで、これについては生活とか、食育の影響

もあるのかなというふうに感じているところでご

ざいます。 

  そういうような中で、説明にありましたけれど

も、原因についてはこれまでも指摘したわけでご

ざいますけれども、まだ多い状況ということで、

塩分摂取の多い要因は何か。また、どのように今

後取り組んでいくのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、減塩の取

り組みということで、回答させていただきます。 

  平成27年度に市民を対象にしました生活習慣ア

ンケート調査をしましたところ、塩分摂取の具体

的な行動としましては、麺類の汁を半分以上飲ん

じゃうとか、あとはみそ汁やスープを１日２杯以

上飲むという方が結構おりまして、こういうのが

塩分摂取が多い理由かなということで分析をして

おります。 

  解決策といたしましては、昨年度つくりました

健康いきいき21プラン、そちらのほうで具体的に

定めておりまして、１日１ｇ減量しましょうとい

うことで、具体的には、ラーメンのスープは半分

までですよということと、あとはみそ汁は１日１

杯と。あとは、しょうゆをポン酢に変えようとか、

あとは梅干しは１個全部とるんじゃなくて、半分

で抑えましょうというような周知啓発をしていき

たいということで考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） どうしても麺類、ラーメ

ンとかうどんとなると、汁物ですので塩分が多い

というようなことは理解するところでございます。

そういう面で、そういうものの量を減らす、汁を

残すというようなこともしっかりと指導する必要

があるのかなと感じているところであります。 

  また、次に質問したいと思いますけれども、若
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い世代の朝食の欠食率が高いということでありま

すけれども、原因は何か。また、これからどうい

うふうに取り組んでいくのかお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、若い世代

の朝食の欠食率が高いということについてご回答

いたします。 

  これもアンケート調査におきまして、なぜ朝食

を食べないのかというアンケートを行いましたと

ころ、朝食べる時間がないというのが多かったと

いうことで、ということは朝起きるのが遅いと。

つまり夜寝るのが遅いということで、つくったの

は28年度でありますが、健康いきいきプランにお

きまして月並みではあるんですが、早寝早起き、

朝ごはんを実践しようということで、こちらのほ

うは各種教室や講座の中で周知啓発を図っている

ところでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） なんか那須塩原市の方は

夜遊びが多いのかと心配しちゃうんですけれども、

そういう面では生活態度を変える必要があるのか

なという感じはしているところでございます。 

  食事バランスの指導については、食事バランス

ガイドを基本に行っていると思いますけれども、

最もバランスが悪い要因をお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、食事のバ

ランスが悪い原因についてお答えいたします。 

  食事のバランスについては、理想的な食事とい

うものは、主食、つまり、米やパンや麺類の穀類、

いわゆる炭水化物と、次に、主菜、こちらのほう

はおかずのほうになりますかね、魚、肉、大豆や

卵、こちらのほうからタンパク質がとれるという

ことで、次に、副菜、これは野菜、野菜からはビ

タミンやミネラル、食物繊維なんかをとるという

ことで、これら主食、主菜、副菜を組み合わせて

食べることが理想だとされておりますが、これも

調査の中で、どうも副菜が不足していると、例が

多いということで判明しております。これの副菜

につきましては、やはりなぜとらないかというこ

とにつきましては、やっぱり料理の時間がないと

か、または面倒であるとか、そういった原因が多

いのかなということで、そのようなことから、簡

単に食べられるような野菜を推進していきたいと

いうことで考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） どうしても野菜の摂取不

足になるというようなことを今言われたわけでご

ざいますけれども、今忙しい生活の中で、どうし

ても料理をしている時間がないというようなこと

からこんなことが起こっているのかなと思ってお

ります。 

  そういう面では、野菜摂取をしっかりと進める

ことが必要なのかなと感じているところです。 

  それで、⑸の再質問に移りたいと思います。 

  食品の安全性の不安ということでございますけ

れども、食品の安全性の不安では、食品添加物、

残留農薬、輸入食品、放射性物質、食中毒、食物

アレルギーなどがありますが、本市としては食品

の安全性を高めるための課題をどう捉えているの

かお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 食品の安全性を高め

る課題ということでございますけれども、食品の

安全性といったものに関しては、今議員がおっし
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ゃりました不安要素といったものがどれか一つで

も存在すると確保できないというふうに認識して

おります。 

  農産物の生産の現場から消費者の口に入るまで

の間、県や各方面の関係団体との連携・協力のも

と、いかに効果的に一貫した取り組みが行えるか

といったものが課題であるというふうに考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 市としては、今お話あっ

たように、県と一緒になって食の安心・安全に取

り組むということでございますけれども、どのよ

うな課題に重点的に取り組むのか。また、食育推

進計画の業績評価指標を何にするのかをお伺いし

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 食の安心・安全に関

する本市の重点項目を何にするかというところで

ございますけれども、本市の重点項目、それから

食育推進計画の業績評価につきましては、今後、

食育推進計画というものを策定してまいりますの

で、その中で現状の課題等を整理・分析しまして、

その課題を解決するためにどのような取り組みが

必要であるかといったものを見きわめながら、検

討を進めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、県では食品の安全性

のためにＧＡＰであったり、食品衛生のためにＨ

ＡＣＣＰの導入推進を今進めているわけでござい

ますけれども、市としてこのＧＡＰやＨＡＣＣＰ

に対してどのように考えているのかをお伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） ＧＡＰ、ＨＡＣＣＰ

に対してどのように考えているのかというところ

でございますけれども、この辺につきましては、

農業の生産管理から食の安全というところ、一貫

して安全・安心な農産物を産出するという国際的

な基準だったりというところでございますので、

この辺につきましてはいろいろ取り組み上も課題

はあるかと思いますが、積極的に食育計画の中で

も実践できるような検討を進めてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） できるだけ食育推進計画

の中に位置づけられることをお願いしたいと思い

ます。 

  ⑹の再質問に移りたいと思います。 

  この計画策定は、庁内の関係各課の会議と関係

機関の会で検討するとのことでございます。関係

機関のメンバーに、直売所であったり農村生活研

究グループ、地域食生活改善推進など組織の代表

者の参加をお願いしたいと思います。市の考え方

をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 食育推進計画の策定

組織ということでございますけれども、市としま

しても食育推進計画の策定に当たりましては、農

業分野に限らず、保健や教育などさまざまな見地

からの議論を深めてまいるということが重要であ

るというふうに認識しておりますので、各分野か

らなる策定組織の体制を検討してまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今言ったとおり、幅広く

入って、計画の策定なりお願いしたいと思います。 
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  それで、この計画を策定した後、計画を絵に描

いた餅にしないためには、推進組織が必要になる

と思います。市としてはどのように推進組織を考

えているのか。また、進捗管理はどのように行う

のかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 推進体制と、それか

ら進捗管理ということでございますけれども、推

進体制といったものにつきましては、先ほど答弁

いたしましたように、現在のところはこちらの食

育計画の全体的な推進体制、進捗管理を行う組織

がないということでございまして、このような推

進計画を策定する中ではどのような推進体制を構

築していったらいいのかといったところについて

は、よく検討してまいりたいというふうに考えて

おります。 

  また、進捗管理というところでございますけれ

ども、こちらにつきましては、やはりＰＤＣＡサ

イクルといったものを念頭に、毎年度計画書に定

めます業績評価指標といったものを確認・評価し

ながら進めてまいりたいというふうに考えてござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） やはり毎年業績評価指標

の推進ぐあいを確認しながら計画というのは、進

捗管理する必要はあるだろうと思います。そうい

う面では、できた後についてもしっかりとお願い

したいと思っています。 

  それで、これから食育推進計画を策定するとい

うことでございますと、そこに若干ながら盛り込

んでほしいというようなことを提案していきたい

と思います。 

  まず、健康長寿に向けた食育の取り組みについ

てであります。テレビのＮＨＫスペシャルで、

「驚異のメカニズム人体」が放映されたことは皆

さんもご存じのことと思います。最新の研究成果

が多く、ＩＰＳ細胞を開発した山中伸弥教授がコ

メンテーターを務めたことは記憶に新しいところ

です。 

  その中で、きょう齊藤議員も言っていましたけ

れども、内臓器官の腸に関する新たな知見を紹介

しています。それは、大腸の善玉菌が小腸の免疫

機能をコントロールし、全身の免疫システムを左

右しているということです。 

  大腸では、多種多様な腸内細菌が増殖しており、

腸内細菌の多くは大腸の粘膜層に付着しておりま

す。腸内細菌が腸内を埋め尽くしている様子があ

たかも花畑のように見えることから、腸内フロー

ラ、もしくは腸内細菌層と呼ばれております。 

  腸内細菌には、体にとってよい菌、善玉菌と悪

い菌、悪玉菌、どちらでもない菌、日和見菌の３

種類がおり、善玉菌は小腸の免疫機能をコントロ

ールしております。小腸は食べ物の消化吸収に加

えて、全身の免疫システムの中枢を担っています。

病原菌やウイルスから情報を取り出し、抗体をつ

くっているのです。これによって、人間が病気に

ならないようにしています。 

  腸内フローラの善玉菌を優勢にするには、野菜

や果物、きのこ、海藻などの食物繊維、乳酸菌や

こうじ菌、納豆菌などの発酵食品の摂取が効果的

と考えられております。 

  そこで、これまで野菜や果物の摂取推進は進め

ているところでありますが、発酵食品の摂取につ

いても推進を進めてはと思います。市としての所

見をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（田代正行） それでは、市の取り

組みとしてということでお答えいたします。 
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  バランスのとれた食事の構成食品としまして、

例としまして、納豆は主菜、ヨーグルトは牛乳、

乳製品という枠組みの中で摂取をするようにとい

うことで、食生活相談などで推進を図っていると

ころでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、言ったとおりなんで

すけれども、やはり発酵食品という枠組みが重要

であろうと思っているんです。そういう面では、

今、大田原市なんかでは発酵食品の研究会なんか

もつくっているんですね。そういう面で、その発

酵食品が免疫システムをよくしているということ

をしっかりと頭に入れながら、ＰＲ活動なりそう

いうものを進めていってほしいなと思っていると

ころでございます。よろしくお願いします。 

  加えて、学校給食における発酵食品の利用状況

はどうなっているのか。また、積極的に発酵食品

を子どもたちに提供したと思いますが、市の所見

をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（小泉聖一） 発酵食品の利用というこ

となんですけれども、発酵食品を今学校給食に使

っているものとしましては、ヨーグルト、チーズ、

納豆、みそなど、こういうものを使っております。

その中で、ヨーグルト、チーズ、納豆につきまし

ては、大体月１回から２回程度、特にみそはみそ

汁で使ったり、あと、意外なんですけれども、児

童生徒からのリクエストということで結構多いも

のはサバのみそ煮というものがあります。こうい

うようなものでよく使用ということをしておりま

す。 

  今後とも引き続きまして、それらの食材の使用

というものを努めてまいりたいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 月に１回程度というよう

なお話がありました。これをもう少し回数を多く

して、やはりある程度の量も入らないと効果はな

いんだろうと思っています。そういう面では、乳

酸菌と、あと納豆菌、こうじ菌というのは、相乗

的に体をよくする働きはあるということを研究成

果で報告されています。そういう面では、これを

しっかりと使いながら進めてもらえればと思って

います。 

  これを例えば、国際医療福祉大学とか一緒にな

って研究するということも必要ではないかと思っ

ております。しっかりと研究成果も可能性がある

んではないかと思っているところです。それにつ

いては要望にしたいと思います。 

  前回、策定した食育を生かしたまちづくりとい

う課題でございますけれども、市の独自性の強い

課題でございます。食育は、生産にかかわる農畜

産関係、健康にかかわる保健関係、保育や学校な

どの保育・教育関係、それ以外にも流通や加工な

どさまざまな関係者がかかわっています。食育推

進計画の課題解決には、一つの部門では何も解決

できません。お互いの部分が協力し合って初めて

解決できる課題が多くあります。 

  ＮＨＫスペシャルの「驚異のメカニズム人体」

ということで前にも紹介しましたけれども、これ

までは脳から胃や腸などさまざまな臓器に一方的

に命令が出されていると考えていましたが、最近

の研究成果では、臓器同士がお互いに連絡を取り

合って調和のとれた働きをしているということが

説明されています。この連絡をつかさどっている

のがメッセージ物資で、さまざまな物質が発見さ

れています。食育推進計画もさまざまな部門が関

係していることから、お互いが連絡をとるメッセ

ージ物質を発信して、各部門が協力して課題を解

決することが必要であります。 
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  教育関係であれば、学校農園の農業関係者の支

援を求めると。また、野菜や発酵食品を摂取する

よう、農畜産物直売所でＰＲするといったこと、

こういう２つ、３つの部分が協力して進めること

に効果が生まれると思っています。 

  食べ物を核として、健康長寿や教育の充実、農

業や食品産業、観光の発展に向けたダイナミック

な取り組みを期待したいと思いますが、市の考え

をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（小出浩美） 市の取り組み、どう

いうふうにしていくかということでございますけ

れども、食育の最終的な目的というものは、市と

しましては市民一人一人が食を通じて健康と豊か

な人間性を育み、将来にわたって活力ある社会を

実現することというふうに考えております。 

  その目標の達成に向けまして、各種の食育の関

連事業を着実に取り組んでいくことが、結果とし

て各部門の波及効果、あるいはダイナミックな取

り組みとしてあらわれて来るものと考えておりま

す。 

  貴重なご意見として参考にさせていいただきま

す。ありがとうございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、市でも食育推進計画

にしっかりと取り組むというお話がございました

ので、よろしくお願いしまして、２の質問に移り

たいと思います。 

  地域教育力の向上を図る地域学校協働本部の設

置について。 

  本市では、平成29年から33年を計画期間とする

教育振興基本計画を策定し、本市の教育施策に関

する総合的・計画的な推進を図っているところで

あります。 

  この計画の基本施策４の生涯学習の充実の具体

的施策５の地域教育力の向上の取り組み内容に、

地域学校協働本部の設置及び支援が位置づけられ

ております。 

  昨年度からモデル的に３本部を設置し、未来を

担う子どもたちを健やかに育てるために、学校・

家庭・地域が連携・協働して地域教育力、家庭教

育力の向上に努めていると聞いております。 

  そこで、モデル的に設置した地域学校協働本部

の現状と課題並びに今後の普及拡大の手法、並び

にスケジュールについて質問します。 

  ⑴モデル的な地域学校協働本部の設置過程及び

設置された組織の構成について。 

  ⑵地域コーディネーターの育成状況について。 

  ⑶今後の普及拡大の進め方とスケジュールにつ

いて。 

  ⑷地域教育力の向上に向けて、地域学校協働本

部の効果発揮の課題について。 

  ⑸地域学校協働本部を核とした地域活性化の取

り組みについて。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、２の地域教育

力の向上を図る地域学校協働本部の設置について

のご質問に順次お答えさせていただきたいと思い

ます。 

  初めに、⑴のモデル的な地域学校協働本部の設

置過程及び設置された組織の構成について、お答

えをいたします。 

  設置過程につきましては、モデル地区として３

つの中学校区を選定し、各中学校区で学校職員や

公民館職員、コミュニティー会長が中心となり合

同会議を開催し、組織の構成や事業について協議

をしてきたところでございます。 

  組織の構成につきましては、それぞれの本部に
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よって委員のメンバーが多少異なりますけれども、

主に学校職員、公民館職員及びＰＴＡ、育成会、

コミュニティーなどの団体からの代表となってお

ります。 

  次に、⑵の地域コーディネーターの育成状況に

ついて、お答えをいたします。 

  地域コーディネーターは、地域と学校との連絡

調整の役割を担っておりまして、地域学校協働活

動推進員として社会教育法に位置づけられている

ものでございます。 

  その育成につきましては、次年度に本部を設置

する中学校区から推薦をされました推進員の候補

者を対象に、地域と学校の連携協働の必要性やコ

ーディネートの手法を学ぶ地域学校協働活動推進

員養成講座、こういったものを市民らの講座とし

て開催をしております。 

  また、推進員として活動を始めた後は、推進員

同士の情報交換や資質の向上を目的に、フォロー

アップ研修を年４回計画をしております。 

  次に、⑶の今後の普及拡大の進め方とスケジュ

ールについて、お答えをいたします。 

  本事業は、平成29年度から33年度までの５年間

をかけて、中学校区を１つのエリアとして市内に

10の本部を設置する計画となっております。平成

30年度は３つの本部が立ち上がり、現在は次年度

の立ち上げに向けて３つの中学校区で準備を進め、

事業の普及・拡大を図ってまいりたいと、こうい

うふうに考えております。 

  次、⑷の地域教育力の向上に向けて、地域学校

協働本部の効果発揮の課題について、お答えをい

たします。 

  効果発揮のためには、より多くの市民の参加が

課題と考えております。今年度の本部事業実施校

区の学校や公民館のホームページにおきまして、

地域と学校の連携の様子を掲載し、本部事業の周

知を図り、参加を促しているところでございます。 

  また、本部事業が広く周知され、地域住民が子

どもを核とした地域と学校の連携に世代をつない

でかかわっていこうとする機運が高まっていくこ

とで、地域教育力の向上にもつながっていくもの

と、このように考えております。 

  最後に、⑸の地域学校協働本部を核とした地域

活性化の取り組みについて、お答えをいたします。 

  今年度立ち上げました協働本部においては、地

域学校協働活動として、これまで地域と学校が連

携して行ってきた活動を継続しているほか、コミ

ュニティーの運動会に中学生が運営協力するとい

った活動に取り組んでおり、さらに子どもを核と

した地域のさまざまな取り組みが考えられます。

幅広い世代の大人が子どもにかかわることで、大

人の学習や地域の連帯感の形成、仲間づくりなど

の効果が期待でき、地域の活性化が図られてくる

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、再質問をした

いと思います。 

  まず、⑴の関係ですけれども、モデル校３校を

設置したわけでございますが、具体的にどのよう

な中学校、どこの中学校で行っているのかお伺い

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） お尋ねの件でございます

が、議員ご承知のとおり、当市におきましては、

各中学校区を単位として小中一貫教育を実施して

おります。そういった考えのもとに、中学校区を

一つのくくりとして考えておりまして、モデル地

区という考え方でいきますと、そのモデル地区は

黒磯地区におきましては黒磯北中学校区、それか
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ら西那須野地区におきましては三島中学校区、さ

らには塩原地区におきましては、塩原小中学校と

いうのがモデル地区というふうになっております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） この３地区では、合同会

議を開催していると思いますけれども、参加して

いるメンバーの数と会議の議題等についてお伺い

したいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この合同会議は、昨年度、

平成29年度に行ったわけですけれども、協働本部

の設立に向けての会議ということでございました。

それぞれの中学校区にあります学校あるいは公民

館、コミュニティー、そういった地域の団体の状

況が多少違いますので、数はぞれぞれ違いますが、

黒磯北中学校区で申しますと18人の方、三島中学

校区におきましては26人、塩原小中学校区におき

ましては９人という方でこの会議が開かれました。 

  議題等につきましては、地域学校協働本部の趣

旨の説明から始まりまして、設置する協働本部の

構成メンバーはどうするかとか、事業内容あるい

は地域活動の推進員の推薦あるいは養成講座の内

容等について、回を重ねて協議をしていただきま

した。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、地域学校協働

本部の会長というのはどのような方がなっている

のかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） この３つの本部でござい

ますが、協議の結果、黒磯北中学校区につきまし

ては稲村コミュニティーの会長さん、三島中学校

の本部におきましては三島コミュニティーの会長

さん、そして塩原小中の本部につきましては塩原

温泉コミュニティーの会長さんと、偶然にも各地

区のコミュニティーの会長さんになっていただい

たということであります。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 全てコミュニティーの会

長さんということでございます。どうしてもコミ

ュニティーの会長さん、いろいろ行事が多いとい

うことの中で、取り組み姿勢はさまざまではない

かと思います。 

  学校協働本部を進める方法としてはどのような

スタンスで働きかけているのかお伺いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） どうしても新しく何かを

起こすというときには、何か新しいことをやらね

ばならないのかというイメージを持たれるわけで

すが、これが一番まずいところでありますので、

私たちは最初に説明に上がったときに何も新しい

ことをやっていただきたいということではないと。

これまでもやってきましたいろんな方々がかかわ

りを持って地域あるいは学校などで行ってきた、

そういったものをまずは継続をしていくと。そこ

に地域のさまざまな方々に参画していただくこと

で、また、自然発生的にこうしたらというふうな

発想が生まれてくると、そのようなスタンスでお

願いしてきております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、教育長からあったよ

うに、これからそんなにたくさんの仕事があるわ

けじゃないと、今までやっていたとおりで、そう

いう中から一つ一つ進めていきましょうというこ

とでありますけれども、かなり地域に受け入れや

すいのかなというふうに感じたところでございま
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す。 

  そういう中で、中学校単位で本部を設置してい

るということでございます。私が思うのは、地域

との連携が深いのは小学校ではないのかなと思っ

ているところでございます。そういう意味で、地

域学校協働本部で小学校も含めましてどのような

組織や活動で運営をしているのかお伺いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） おっしゃるとおり、小学

校単位の取り組みというのも確かにございます。

ただ、冒頭申し上げましたとおり、方針としては

中学校区を単位として小中一貫教育を既に進めて

おりますので、なぜ中学校区を単位としたかとい

うと、それは家庭が同じというものも実はありま

す。ですので、そういったものもしっかりと踏ま

えた上で、各小学校からも推進員が選ばれてきて

おりますので、そういった方々がそれぞれの小学

校と地域のつながりというものについてうまくつ

ないでくれるということでございますので、全体

としてそれぞれのニーズに合った形での活動が進

められていくものと思っております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 私も今、太夫塚の八木節

笠踊り保存会の会長をさせてもらっているんです

けれども、子どもたち相手にしますと小学校の１

年生から４年生ぐらいまでは地域活動をするんで

すけれども、４年生以降、部活動が入ってくると。

中学校に入ると子どもたちは大部分が部活動が中

心になってくると。そうすると、地域活動はほと

んどできないような状況になりつつあるというこ

とで、そういう中でこの協働本部で小学校の扱い

というのはどのような範囲になっているかお聞か

せ願えればと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 今、議員おっしゃったよ

うな課題が私もあるというふうに認識をしており

ます。それは子どもたちが学年が上がるに従って

放課後の時間帯のさまざまな活動にかかわってい

くということもありますが、これはちょっと外れ

ますけれども、過日申し上げました、部活動のガ

イドライン、こういったものを制定する中で、や

っぱりもっともっとこの年はバランスよく部活動

もかかわる、それから地域の活動にもかかわる、

それから家庭の中でも何かする、そういったもの

今後ガイドライン等もうまく機能させながら、自

分たちの活動がバランスよくいろいろ広がってい

くようにしていくためにも、この地域学校協働本

部活動というものは大変重要になってくるんじゃ

ないのかなというふうに思っております。 

  ですので、小学校におきましても同様、中学校

におきましても同じような考え方で今後、進めら

れていけばいいのかなと思っております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） わかりました。 

  できるだけ中学校はあれですけれども、小学校

単位にも地域ごとの連携会議みたいなものをしっ

かりとやってもらったほうがいいのかなと思って

おります。 

  それと、どうしても自治会との関連というのが

かなりあるのかなと思っておりますけれども、自

治会との関係についてどのように考えているのか、

ご所見をいただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 現在、モデル的に実施を

していただいておりますところが、それぞれコミ

ュニティーがございます。コミュニティーの中に
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は自治会もうまく組織として重なってきておりま

すので、比較的連携がうまくとれているんではな

いのかなというように思っております。 

  ただ、自治会単位のもの、自治会独自のものと

いうのもないわけではありませんので、そういう

部分についてこそまさに地域コーディネーターの

方々がうまく橋渡しとしてつないでいくというこ

とがこれからとっても重要なことになってくるの

かなと、こんなふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、学校本部が３

つできたということでございますけれども、具体

的にどんな事業をやっているのかをお伺いしたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほど申し上げましたと

おり、これまで取り組んできたものがベースとな

っておりまして、学校が例えば学校支援ボランテ

ィアという形で授業のお手伝いに入っていただく

といったこと、それから、行事等の支援をしてい

ただく、具体的に例えばスキー教室を実施すると

きに指導者としてお手伝いしていただくとか、そ

ういったものをこれまでもやってきております。 

  また、新たに地域全体として、例えば三島中学

校区ですと花いっぱい運動といったものをやった

り、それから黒磯北中のほうですと、先ほどちょ

っと触れましたけれども地域の運動会に中学生の

ボランティア部が参加、運営の協力をしたりと。

それから、塩原ですとこれまで担ってきましたが、

これは幼・小・中、大人の花壇での箒川のリフレ

ッシュ大作戦とかこういったものがしっかりと行

われております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 新たな事業を取り入れて

きたというようなことをお聞きしたところでござ

いますけれども、こういう事業を行う場合、ある

程度の経費が出てきたのかな、経費がかかるのか

なと思いますけれども、これをどのように対応し

ているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、これまでキーマン

となります地域コーディネーターという方、地域

学校協働活動推進員というふうに正しくは名称申

し上げますけれども、ここにかかる経費につきま

しては新しいものでございますので、予算を計上

させていただいております。 

  また、そのほかの個別の事業につきましては、

先ほどから申し上げているとおり、既存のものか

ら始めましょうということでスタートをしており

ますので、これまでの事業につきましても必要な

経費はありましたし、今後新たなこんな事業もど

うというような事業が出てきた場合には、新たな

ものとして予算措置を考えていくというようなこ

とでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それじゃ、⑵の再質問を

したいと思います。 

  地域学校協働本部、地域コーディネーターを育

成しているということでございます。現在、何名

いるのか。また、どのような方をお願いしている

のかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 現在の地域コーディネー

ターはどんな方かということでございますが、地

域学校協働活動推進員、現在７名の方にお願いし

ております。 

  どういった方々かと言いますと、元ＰＴＡの会
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長さんであったり、元生徒活動後援会の会長さん、

あるいは元自治会長さんといった方々でございま

して、それぞれ地区の本部の学校の校長先生方か

ら推薦をいただいたということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、７名の方、大体が元

ＰＴＡだったり自治会長だったりということで、

元と。現在はそういう役職にはついていないとい

うことかと思います。 

  こういう方がどのような活動に取り組んでいる

のかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） こういった方々につきま

しては、コーディネート役をしていただくわけで

ありますので、学校側として活動してきた分につ

いて地域からの協力を得たいというものについて

は、学校側と協議をする中で、こういうような人

材をということを聞いて、それを地域に当たって

つなぐ。逆に、地域としてこんなふうなことをし

たいけれども、学校のほうでこんなふうな協力が

できないかというようなことがあればそれを学校

につなぐというようなことで、具体的なものをそ

れぞれ学校と地域の間を行き来しながら、そのニ

ーズを聞いてつなぐというようなことをやってお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、お話からは、地域コ

ーディネーターが学校と地域のつなぎ役をしてい

るというのがよく理解できました。 

  今後、３校を広げていくということでございま

すけれども、次年度また新たに３校やるというこ

とでございますが、どこの地域を対象にしている

のかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 次年度につきましては、

既にその準備段階に入っておりますが、日新中学

校区、東那須野中学校区、そして西那須野中学校

区、この３つの中学校区で本部を設置する予定で

現在準備をしております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） これまでにも３つの本部

を設置したということで、ある程度どういうふう

にやったらいいのかというのはわかってきたのか

と思いますけれども、何か問題点があったり反省

評価をしているのか。また、今後新たな本部を設

置する場合にはこうしたほうがいいんじゃないか

というようなことがありましたらお伺いしたいと

思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは最初にスタートす

る段階で我々も十分に考えたものでございますけ

れども、実はそれぞれの中学校区ごとにその地域

の状況というんですか、これまででどんなことを

活動してきたかというものをそれぞれ特色がござ

います。また、そこにかかわっているさまざまな

団体の方々の考え、思いといったものもあります。

そういったことを十分に尊重したから、どこの地

区も同じような形というのは、これはあり得ない

というふうに思いますので、それぞれ地域の実情

に合った形で、狙いは子どもを核として学校と地

域とがうまくかかわりながら、最終的には地域で

次の世代を、地域を担う子どもたちを育てていく

活動がそれぞれできてくればいいというわけであ

りますので、そういったところが大事なところか

なというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今教育長が言ったように、
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地域それぞれによって歴史も違えば人も違うとい

うことであれば、やはりその地域の実情に合わせ

た本部をつくっていくというのは非常に重要なこ

とかと思います。そういう面では、理解するとこ

ろであります。 

  ⑷の地域協力の向上に向けての質問をしたいと

思います。 

  モデル地区での本部設置による効果について、

子どもたちの変化などでどのような効果があった

かお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） お尋ねになりたい気持ち

は十分わかります。ただ、今年度スタートしてま

だ半分でございますので、なかなかどういう変化

がということは一概に言えない部分でありますが、

ただ、概して言えるのは、それぞれの地域でこう

いったことが始まったことによって、地域と学校

が一体になって、やっぱり子どもを中心にしなが

ら何かやっていこうねというような雰囲気がどこ

の地区にも今まで以上に出てきているのではない

のかな、そんなふうに感じております。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 答弁の中で、市民の多く

の方の参加をお願いしたいということでございま

すけれども、どのような場面で市民の参加をお願

いしたいのかお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 幾つかありますけれども、

例えば学校支援ボランティアであったり、地域の

行事への参加、こういったものがやっぱり広く多

くの方々に参加していただきたい部分ではないの

かなというふうに思っております。 

  そして、多くの方々が参加することによって子

どもと大人、大人といっても大変年齢層幅広く、

保護者、そしてさらに高齢の方々、そういった

方々が交流が盛んになるということが必要である

んじゃないのかなというふうに思っております。 

  例えば一例でございますけれども、実はＰＴＡ

の会長さん方と集まった機会に子どもの見守りに

ついて各学校で実施をしていますが、保護者の

方々が中心になっております。ですけれども、な

かなか正直のところ厳しいというような意見もあ

ります。こういうときにこそ、例えば地域にいる

方々にそれをお願いする、その分逆に保護者の

方々は例えば地域の行事、活動、それは見守りよ

りも頻度がずっと少ないと思います。そういうと

きにこそ、逆に互恵の関係、保護者の方々がどっ

と地域の行事とかに加わって、さらに地域を活性

化していくと、そういうふうにお互いのいい関係

ができていくことを、市民の大勢の参加という中

で期待できるんではないかなと、こんなように思

います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 今、教育長言ったように

見守りなんかも、この間地元でも自治会の役員の

方が見守りをやっていたり、あとスクールガード

をやったりしております。そういう面では、それ

が形になってきているのかなと思っております。 

  そういう中で、学校農園についての運営を考え

ますと、やっぱり地域の農業者との連携が重要で

はないかと考えています。これが地域学校協働本

部がこの学校農園とかそういうものの中核になる

んではないかと期待しているところでございます

が、ご所見をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 学校農園なども大変いい

例に今後なるんではないのかなと思っています。
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なぜかと申しますと、次期学習指導要領が求めて

いる部分で、社会に開かれた教育課程ということ

がございまして、これまで学校が担ってきた部分

についても地域で学べるものは地域にというよう

なことでいけば、この農園活動というのもその一

つの例としては、私は今後意味ある部分になって

くるんじゃないのかな。ですから、そういったと

ころに地域の方々が深くかかわっていただけると

いうのはありがたいことだというふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） それでは、最後の⑸の再

質問をしたいと思います。 

  この本部が設置されたことによって、コミュニ

ティーと学校が連携してさまざまな行事をしてい

るということで、地域と学校が連携しているなと

いうふうに感じているところでございます。 

  最近では、郷土芸能とか伝統芸能の継承者がい

なくて困っている自治会も多い状況です。そうい

う面で、この地域学校協働本部でそのような地域

のお祭りとかそういう伝統芸能に対して何か活躍

できるようなことがあるのかないのかお伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） これは先ほどの農園活動

と全く同じような意味があるんではないのかなと

思っています。 

  ですから、そういった取り組みがある部分につ

きましては、ぜひ今後それぞれの地域学校協働本

部活動の中にうまく組み込まれていけばいいもの

ができてくるんじゃないのかなと期待しています。 

○議長（君島一郎議員） ５番、小島耕一議員。 

○５番（小島耕一議員） 先日、文化協会主催の郷

土芸能研修会で、大田原市の旧湯津上村の佐良土

地区の夏祭りで大捻縄引きを見てまいりました。

このお祭りは、長さ50ｍ、太いところで直径50ｍ

の綱を綱引きするぼん綱式のねじ行事で、22年ぶ

りに復活したということでございます。復活させ

たのは、子どもの頃に体験した親たちの思い出で

あり、自分の子どもにも体験させたいとい熱い情

念が地域を動かし、復活の運びとなったそうです。 

  地域学校協働本部がこのような子どもたちの地

域を愛する体験をさせる核になることを期待しま

して、質問を終わりにしたいと思います。どうも

ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で、５番、小島耕一

議員の市政一般質問は終了いたしました。 

  以上で市政一般質問通告者の質問は全て終了い

たしました。 

  市政一般質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（君島一郎議員） 異議なしと認めます。 

  よって、市政一般質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ５時５９分 

 


